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吳
士
鑑
「
晉
書

注
序
」
譯
註
稿

赤
羽
奈
津
子

猪
俣　

貴
幸

は
じ
め
に

『
晉
書

注
』
一
三
〇
卷
は
、
清
末
の
吳
士
鑑
・
劉
承
幹
に
よ
る
『
晉
書
』
の
注
釋
書
で
あ
る①

。
こ
の
注
釋
は
『
史
記
』
や
『
文
選
』

に
附
さ
れ
た
よ
う
な
訓
詁
を
中
心
と
し
た
語
注
で
は
な
く
、そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
校
證
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、本
書
の
「

注
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
見
て
と
れ
る
。「

注
」
の
「

」
字
を
『
說
文
解
字
』
で
は
「
斗
斛
を
平
ら
か
に
す
。
量
な
り
。
斗
に

从
ふ
、
冓
の
聲
」
と
い
い
、
も
と
は
斗
斛
の
量
が
正
し
い
か
否
か
を
は
か
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
に
段
玉
裁
は
、

月
令
に
、「
斗
甬
を
角
る
」、「
權

を
正
す
」
と
。
鄭
注
に
、「
角
・
正
、
皆
な
之
を
平
ら
か
に
す
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
角
、

の
叚
借
字
な
り
。

と
い
う
。
す
な
わ
ち
『
禮
記
』
月
令
に
お
け
る
「
角
」
の
用
法
に
關
す
る
鄭
玄
注
に
依
據
し
て
、「
角
」
は
「

」
の
假
借
字
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
段
玉
裁
は
、
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今
、
俗
に
之
を
校
と
謂
ふ
。
音
は
教
の
如
し
。
因
り
て
校
讎
と
書
す
に
字
、
此
に
作
る
者
有
り
。
音
義
近
し
と
雖
も
、
亦
た
大
い

に
奇
を
好
む
な
り
。

と
當
時
、「
校
讎
」
を
い
う
の
に
奇
を
衒
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
「

讎
」
と
書
く
例
を
あ
げ
て
い
る②

。
す
な
わ
ち
、「

注
」
と
は
「
校
注
」

を
い
い
、
史
料
の
校
勘
・
考
證
を
注
記
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
た
び
『
晉
書

注
』
を
繙
け
ば
、
こ
の
名
付
け
に
も
頷

け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る③

。

唐
修
『
晉
書
』
の
成
立
と
評
價
の
低
さ

さ
て
、
二
十
四
史
の
一
つ
に
數
え
ら
れ
る
房
玄
齡
ら
奉
敕
撰
の
『
晉
書
』（
以
降
、
唐
修
『
晉
書
』）
は
、
そ
の
名
の
如
く
西
晉
・
東
晉
お

よ
び
五
胡
諸
國
の
歷
史
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
晉
の
滅
亡
よ
り
久
し
く
し
て
、
唐
の
太
宗
朝
に
こ
の
書
が
成
っ
た
背
景
を
、
貞

觀
二
十
（
六
四
六
）
年
閏
二
月
の
「
晉
書
を
修
す
る
の
詔
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
い
う④

。

沮
誦 

攝
官
の
後
、
伯
陽 

載
筆
の
前
よ
り
、
列
代
の
史
臣
は
、
皆
な
删
著
有
り
。
仲
尼
は
修
め
て
檮
杌
を
採
り
、
倚
相
は
誦
し
て

丘
・
墳
を
闡
か
に
す
。
降
る
に
西
京
よ
り
、
班
・
馬
は
其
の
茂
實
を
騰
ぐ
。
東
漢
に
逮
び
て
、
范
・
謝
は
其
の
芳
聲
を
振
る
。
蕞

爾
た
る
當
塗
す
ら
、
陳
壽 

其
の
國
志
を
敷
く
。
眇
な
る
有
宋
す
ら
、
沈
約 

其
の
帝
籍
を
裁
す
。
梁
陳
髙
氏
の
若
き
に
至
り
て
は
、

朕
、
勒
成
を
命
じ
、
惟
れ
周
及
び
隋
も
、
亦
た
甄
錄
を
同
に
す
。
善
を
彰
か
に
し
惡
を

に
し
、
一
代
の
清
芬
を
振
は
し
、
德
を

褒
め
凶
を
懲
ら
し
、
百
王
の
令
典
を
備
へ
ざ
る
莫
し
。
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ま
ず
は
、
沮
誦
（
黃
帝
の
史
官
）・
伯
陽
（
舜
の
七
友
）・
仲
尼
（
孔
子
）・
倚
相
（
春
秋
楚
國
の
左
史
）
ら
歷
代
の
史
官
の
事
蹟
を
連
ね
た
上

で
、
前
漢
の
歷
史
を
司
馬

・
班
固
が
、
後
漢
の
そ
れ
を
范
曄
・
謝
承
ら
が
遺
し
た
こ
と
を
頌
え
る
。
王
朝
と
し
て
の
命
脈
の
短
い
曹

魏
や
劉
宋
す
ら
、
陳
壽
『
三
國
志
』
や
沈
約
『
宋
書
』
が
あ
り
、
南
朝
の
『
梁
書
』・『
陳
書
』、
北
朝
の
『
北
齊
書
』（
髙
氏
）・『
周
書
』・

『
隋
書
』
は
、「
朕
」
す
な
わ
ち
太
宗
が
編
纂
を
命
じ
て
備
え
し
め
た
こ
と
を
記
す
。
つ
づ
い
て
、

唯
れ
晉
氏
の
運
を
膺
け
、
制
を
中
原
に
有
ち
、
上
は
帝 

玄
石
の
圖
を
啓
き
、
下
は
武 

黃
星
の
德
に
代
は
る
。
中
朝 

鼎
謝
す
る
に

及
び
、
江
右
に
嗣 
興
こ
り
、
並
び
に
寰
區
に
宅
し
、
徽
號
を
累
重
し
、
以
て
英
麗
な
る
筆
を
飛
ば
し
、
將
て
方
書
を
美な

す
に
足
る
。

但
だ
十
有
八
家
、
記
注
を
存
す
る
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
才
は
良
史
に
非
ず
、
事
は
實
錄
を
虧
く
。
榮
緖
は
煩
に
し
て
要
寡す

く

な
く
、

行
思
は
勞
に
し
て
功
少
な
し
。
叔
寧
は
課
虛
に
し
て
、
滋
味
は
畫
餅
に
同
じ
く
、
子
雲
は
學
海
な
る
も
、
涓
滴
は
涸
流
に
堙
も
る
。

處
叔
は
中
興
に
預
か
ら
ず
、
法
盛
は
創
業
に
通
ず
る
莫
し
。
干
・
陸
・
曹
・
鄧
に
洎
び
て
、
略
ぼ
帝
王
を
紀
す
。
鸞
・
盛
・
廣
・

謙
、
纔
か
に
載
記
を
編
ず
る
の
み
。
其
の
文
は
旣
野
、
其
の
事
は
罕
傳
。
遂
に
典
午
清
塵
を
し
て
、
遺
芳
を
簡
册
に
韞つ

つ

ま
し
め
、

金
行
曩
誌
を
し
て
、
繼
美
を
驪
騵
に
闕
か
し
む
。
遐
想
す
る
こ
と
寂
寥
に
、
深
く
歎
息
を
爲
す
。

宜
し
く
修
國
史
所
を
し
て
更
め
て
『
晉
書
』
を
撰
せ
し
む
べ
し
。
舊
文
を
詮
次
し
、
義
類
を
裁
成
し
、
夫
の
湮
落
の
誥
を
し
て
、

咸
な
發
明
せ
し
め
よ
。
其
れ
須
ふ
る
と
こ
ろ
は
五
代
史
を
修
す
る
の
故
事
に
依
る
べ
し
。
若
し
學
士
少
な
く
ん
ば
、
亦
た
事
を
量

り
て
追
取
せ
よ
。

前
段
で
見
た
「
善
を
彰
か
に
し
惡
を

に
し
、
一
代
の
清
芬
を
振
は
し
、
德
を
褒
め
凶
を
懲
ら
す
、
百
王
の
令
典
を
備
へ
」
る
史
書

が
、
南
北
各
朝
に
あ
る
の
に
對
し
て
、
統
一
王
朝
た
る
晉
が
そ
れ
を
持
た
ず
、
先
行
す
る
「
十
有
八
家
」
の
晉
史
は
い
ず
れ
も
問
題
が
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あ
る
こ
と
を
列
擧
す
る
。

十
八
家
と
は
一
般
に
『
隋
書
』
經
籍
志
に
み
え
る
九
家
晉
書
と
九
家
晉
紀
の
總
稱
で
あ
る⑤

が
、
詔
で
は
そ
れ
を
含
め
た
諸
書
を
、「
榮

緖
（
臧
榮
緖
『
晉
書
』）
は
煩
多
で
要
を
得
ず
、
行
思
（
謝
沈
『
晉
書⑥

』）
は
勞
多
く
功
少
な
く
、
叔
寧
（
虞
預
『
晉
書
』）
は
課
虛
で
、
そ
の
滋

味
は
繪
に
描
い
た
餅
の
よ
う
に
む
な
し
く
、
子
雲
（
蕭
子
雲
『
晉
書
』）
は
學
問
淵
博
で
あ
る
が
、
涓

こ
ま
か
な
こ
と

滴
が
涸
流
に
堙
も
れ
て
い
る
。〔
敍

述
範
圍
に
つ
い
て
は
、〕
處
叔
（
王
隱
『
晉
書
』）
は
中
興
以
降
に
う
す
く
、
法
盛
（
何
法
盛
『
晉
中
興
書
』）
は
創
業
の
あ
た
り
に
通
じ
な
い
。

干
（
干
寶
『
晉
紀
』）・
陸
（
陸
機
『
晉
紀
』）・
曹
（
曹
嘉
之
『
晉
紀
』）・
鄧
（
鄧
粲
『
晉
紀
』）
に
お
よ
ん
で
、
帝
王
の
事
蹟
の
あ
ら
ま
し
を
記
す

だ
け
、
鸞
（
檀
道
鸞
『
續
晉
陽
秋
』）・
盛
（
孫
盛
『
晉
陽
秋
』）・
廣
（
徐
廣
『
晉
紀
』）・
謙
（
劉
謙
之
『
晉
紀
』）
は
、
わ
ず
か
に
載
記
を
編
む
の
み

で
あ
っ
た
」
と
い
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
ら
た
め
て
『
晉
書
』
を
編
纂
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
歷
史
書
と
し
て
の
評
價
は

周
知
の
ご
と
く
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
編
纂
の
中
心
を
擔
っ
た
房
玄
齡
の
列
傳
で
も
、

尋
で
中
書
侍
郞
褚
遂
良
と
詔
を
受
け
て
晉
書
を
重
撰
せ
し
め
ら
る
。
是
に
於
い
て
奏
し
て
太
子
左
庶
子
許
敬
宗
・
中
書
舍
人
來
濟
・

著
作
郞
陸
元
仕
劉
子
翼
・
前
雍
州
刺
史
令
狐
德

・
太
子
舍
人
李
義
府
・
薛
元
超
・
起
居
郞
上
官
儀
等
八
人
を
取
り
、
撰
錄
を
分

功
し
、
臧
榮
緖
の
晉
書
を
以
て
主
と
爲
し
、
諸
家
を
參
考
す
る
こ
と
甚
だ
詳
洽
た
り
。
然
る
に
史
官
多
く
是
れ
文
詠
の
士
な
れ
ば
、

詭
謬
な
る
碎
事
を
採
る
を
好
み
、
以
て
異
聞
を
廣
む
。
又
た
評
論
す
る
と
こ
ろ
は
、
競
ひ
て
綺
豔
を
爲
し
、
篤
實
を
求
め
ず
、
是

れ
に
由
り
頗
る
學
者
の
譏
る
と
こ
ろ
と
爲
る⑦

。

と
、
臧
榮
緖
『
晉
書
』
を
藍
本
と
し
て
諸
家
の
著
作
を
參
照
し
た
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
成
立
が
「
文
詠
の
士
」
の
手
に
か
か
っ

た
こ
と
を
理
由
に
、取
材
も
評
論
も
篤
實
さ
を
缺
い
て
い
る
事
情
を
述
べ
て
い
る
。
同
じ
く
唐
の
劉
知
幾
も
唐
修
『
晉
書
』
に
つ
い
て
、
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晉
世
の
雜
書
、
諒ま

こ
とに

一
族
に
非
ず
。『
語
林
』・『
世
說
』・『
幽
明
錄
』・『
搜
神
記
』
の
徒
が
若ご

と

き
は
、
其
の
載
す
る
と
こ
ろ
或
は
詼

諧
小
辨
、
或
は
神
鬼
怪
物
な
り
。
其
の
事 

聖
に
非
ざ
る
は
、
揚
雄
の
觀
ざ
る
と
こ
ろ
、
其
の
亂
神
を
言
ふ
は
、
宣
尼
の
語
ら
ざ
る

と
こ
ろ
な
り
。
唐
朝
撰
す
る
と
こ
ろ
の
晉
史
、
多
く
採
り
て
以
て
書
と
爲
す
。
夫
れ
干
・
鄧
の
糞
除
せ
し
と
こ
ろ
、
王
・
虞
の
糠

粃
せ
し
と
こ
ろ
を
以
て
、
持
っ
て
逸
史
と
爲
し
、
用
て
前
傳
を
補
ふ
。
此
れ
何
ぞ
魏
朝
の
皇
覽
を
撰
し
、
梁
世
の
徧
略
を
修
す
る

に
、
務
多
も
て
美
と
爲
し
、
聚
博
も
て
功
と
爲
し
、
說
を
小
人
に
取
る
と
雖
も
、
終
に
君
子
に
嗤わ

ら

わ
る
る
に
異
な
ら
ん⑧

。

と
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
修
『
晉
書
』
の
歷
史
書
と
し
て
の
評
價
を
下
げ
て
い
る
の
は
、『
語
林
』・『
世
說
新
語
』
に
あ

る
詼し

ょ
う
も
な
い
は
な
し

諧
小
辨
や
、『
幽
明
錄
』・『
搜
神
記
』
に
あ
る
神奇

怪
な
は
な
し

鬼
怪
物
を
「
逸
史
」
と
し
て
、
前
傳
（
先
行
す
る
晉
史
）
を
補
お
う
と
し
た
こ
と
に

あ
る⑨

。『
晉
書
』
硏
究
史
と
撰
者
吳
士
鑑

貞
觀
の
季
に
唐
修
『
晉
書
』
が
成
立
し
て
よ
り
、そ
れ
に
注
す
る
營
み
は
他
の
史
書
の
例
に
漏
れ
ず
お
こ
な
わ
れ
た
ら
し
い
。『
晉
書

注
』
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
前
に
ま
ず
は
、
唐
修
『
晉
書
』
硏
究
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
新
唐
書
』
藝
文
志
に
は
唐
修
『
晉
書
』
關
聯
の
書
物
と
し
て
、

髙
希
嶠
『
注
晉
書
』
一
百
三
十
卷
〈
開
元
二
十
年
上
。
授
清
池
主
簿
。〉

何
超
『
晉
書
音
義
』
三
卷
〈
處
士
。〉
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が
見
え
、
す
で
に
玄
宗
朝
に
は
『
晉
書
』
の
注
釋
書
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
だ
が
、
後
者
は

宋
本
『
晉
書
』
以
來
、
唐
修
『
晉
書
』
に
合
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
楊
齊
宣
に
よ
る
序
に
は

嘗
て
晉
室
の
典
を
訝
る
に
、
未
だ
其
の
音
を
昭
か
に
せ
ず
。
思こ

こ
ろに

前
人
を
發
揮
し
、
後
進
を
啓
迪
せ
ん
と
欲
す
。
是
れ
に
由
り
諸

傳
を
博
考
し
、
羣
言
を
綜
覽
し
、
異
同
を
硏
覆
し
て
、
音
義
を
撰
成
す
。
亦
た
以
て
先
皇
の
旨
趣
を
暢の

べ
、
學
者
に
司
南
を
爲
す

に
足
る
。
式も

っ

て
其
の
由
を
敘
し
、
勸
め
て
其
の
美
を
成
す
。
三
都
の
尙
隱
、
思
ひ
擅
洛
の
文
を
旌
し
、
五
等
の
迴
封
、
遠
く
平
吳

の
績
を
愧
じ
ん
。
巨
唐
の
天
寶
六
載
、
天
王
左
史
弘
農
の
楊
齊
宣
字
正
衡
序
す⑩

。

と
、
同
じ
く
玄
宗
の
天
寶
年
間
に
成
る
い
わ
ゆ
る
「
音
義
書
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
、
唐
修
『
晉
書
』
關
聯
の
書
物
は

歷
代
の
書
目
に
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
の
數
が
增
え
、
な
お
か
つ
原
書
が
殘
る
の
は
明
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。

明
代
に
は
茅
國
縉
『
晉
史
删
』
四
十
卷
（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』（
以
降
『
存
目
』）
史
部
第
三
〇
・
三
一
册
）
が
『
晉
書
』
の
重
複
部
分
を
删

去
し
て
す
っ
き
り
さ
せ
、
唐
順
之
『
兩
晉
解
疑
』
一
卷
（『
存
目
』
史
部
第
二
八
二
册
）
が
そ
の
內
容
の
檢
證
を
、
蔣
之
翹
『
删
補
晉
書
』

一
百
三
十
卷
（『
存
目
』
史
部
第
三
一
・
三
二
册
）
は
そ
れ
ま
で
の
『
晉
書
』
に
對
す
る
評
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
收
錄
さ
れ
た
評
論
は
著

者
レ
ベ
ル
で
四
十
九
人
に
の
ぼ
り
、
明
初
の
劉
基
・
丘
濬
か
ら
明
末
の
譚
元
春
・
陳
子
龍
ま
で
ほ
ぼ
網
羅
し
て
い
る
と
い
え
る
。

清
代
に
入
る
と
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
顧
炎
武
『
日
知
錄
』、
錢
大
昕
『
廿
二
史
考
異
』『
十
駕
齋
養
新
錄
』、
王
鳴
盛
『
十
七
史
商
榷
』、

趙
翼
『
廿
二
史
箚
記
』
と
い
っ
た
考
證
學
の
大
著
が
『
晉
書
』
を
見
逃
そ
う
は
ず
も
な
く
、
そ
の
注
解
と
校
正
お
よ
び
そ
の
問
題
點
を

種
々
の
筆
致
で
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
獨
立
し
た
著
作
と
し
て
『
清
史
稿
』
藝
文
志
に
は
、
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『
晉
書
地
理
志
新
補
正
』
五
卷
。
畢
沅
撰
。 

 

『
東
晉
疆
域
志
』
四
卷
。
洪
亮
吉
撰
。

『
晉
書
補
傳
贊
』
一
卷
。
杭
世
駿
撰
。 

 

『
補
晉
書
兵
志
』
一
卷
。
錢
儀
吉
撰
。

『
晉
書
校
勘
記
』
四
卷
。
周
雲
撰
。  

 

『
晉
書
校
勘
記
』
三
卷
。
勞
格
撰
。

『
補
晉
書
藝
文
志
』
四
卷
、『
晉
書
校
文
』
五
卷
。
丁
國
鈞
撰
。

が
み
え
る
。
清
代
の
『
晉
書
』
硏
究
の
特
徴
は
、
も
ち
ろ
ん
考
證
學
に
基
づ
く
評
論
に
あ
る
の
だ
が
、
洪
亮
吉
『
東
晉
疆
域
志
』『
十
六

國
疆
域
志
』（
い
ず
れ
も
『
二
十
五
史
補
編
』
に
收
載
）
の
よ
う
に
、『
晉
書
』
地
理
志
が
西
晉
の
內
容
に
偏
重
す
る
こ
と
を
補
う
も
の
や
、
丁

國
鈞
『
補
晉
書
藝
文
志
』、
畢
沅
『
晉
書
地
理
志
新
補
正
』、
盧
文
弨
『
晉
書
天
文
志
校
正
』『
晉
書
禮
志
校
正
』
な
ど
の
よ
う
に
諸
志
に

焦
點
を
絞
っ
て
補
訂
・
校
正
を
お
こ
な
っ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら
に
は
、
周
雲
（
周
家
祿
）『
晉
書
校
勘
記
』
四
卷
や
、
勞

格
『
晉
書
校
勘
記
』
三
卷
（
い
ず
れ
も
『
史
學
叢
書
』
所
收
）、
丁
國
鈞
『
晉
書
校
文
』
五
卷
の
よ
う
に
、
唐
修
『
晉
書
』
全
體
の
校
正
・
校

勘
を
目
的
と
し
た
も
の
も
あ
る⑪

。

つ
ま
り
、『
晉
書

注
』
成
立
以
前
に
は
す
で
に
、
大
量
の
先
行
硏
究
が
あ
り
、『
晉
書
』
の
問
題
點
や
校
勘
意
見
が
蓄
積
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
を
分
類
し
『
晉
書
』
の
紀
志
傳
載
記
そ
れ
ぞ
れ
に
振
り
分
け
て
編
輯
し
、
さ
ら
に
は
吳
士
鑑
ら
の
案
語
を
加
え
て
成
っ
た
の

が
『
晉
書

注
』
で
あ
り
、
吳
士
鑑
の
序
は
そ
の
問
題
點
に
基
づ
く
編
輯
方
針
を
說
明
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
序
を
認し

た

た
め
た
吳
士
鑑
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

吳
士
鑑
（
一
八
六
八
―
一
九
三
三
）
は
、
字
を
絅
齋
、
進
思
、
號
を
公

、
公
察
、
含
嘉
な
ど
と
い
い
、
式
溪
居
士
、
九
鐘
老
人
と
も
稱

し
た
。
錢
唐
の
人
で
、
咸
豐
朝
に
四
川
總
督
な
ど
を
歷
任
し
、『
養
吉
齋
叢
錄
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
吳
振

の
曾
孫
に
あ
た
る
。
士
鑑
は
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光
緖
十
八
（
一
八
九
二
）
年
の
進
士
（
第
一
甲
第
二
名
）
で
、
翰
林
院
編
修
を
授
け
ら
れ
る
。
光
緖
二
十
六
（
一
九
〇
〇
）
年
六
月
に
は
湖
北

郷
試
副
考
官
に
、
同
九
月
に
は
江
西
學
政
に
任
じ
ら
れ
る⑫

。
光
緖
三
十
三
（
一
九
〇
七
）
年
に
資
政
院
が
成
立
す
る
と
、「
碩
學
通
儒
」
十

名
の
一
人
と
し
て
欽
選
議
員
と
な
る
。
ま
た
、
民
國
三
（
一
九
一
四
）
年
に
清
史
館
が
成
立
す
る
と
、
纂
修
兼
總
纂
の
一
人
と
し
て
『
清

史
稿
』
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る⑬

。
清
末
民
初
に
お
け
る
こ
う
し
た
彼
の
官
歷
か
ら
は
、
彼
と
史
館
と
の
關
係
、
な
か

ん
ず
く
史
籍
を
渉
る
機
會
の
充
實
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
國
に
入
っ
て
な
お
金
石
の
鑑
定
や
碑
碣
の
考
訂
、
史
籍
の
硏
究
で
知

ら
れ
、
藏
書
家
と
し
て
も
有
名
で
、
父
の
吳
慶

と
と
も
に
書
籍
文
物
の
蒐
集
に
つ
と
め
た
。
民
國
初
年
に
殷
代
の
鐘
九
件
を
手
に
入

れ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
書
室
を
「
九
鐘
精
舍
」
と
名
づ
け
た
。
書
屋
は
「
含
嘉
室
」
と
い
い
、
そ
の
日
記
『
含
嘉
室
日
記
』
四
十
册
、

『
續
記
』
二
册
に
は
、
金
石
・
碑
帖
・
古
籍
に
對
す
る
考
證
が
記
さ
れ
、
こ
の
ほ
か
讀
書
札
記
や
戊
戌
變
法
・
義
和
團
事
件
な
ど
に
つ
い

て
の
記
載
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
目
錄
學
の
著
作
と
し
て
『
補
晉
書
經
籍
志
』
四
卷
が
あ
り
、
著
作
は
こ
の
ほ
か
、『
清
宮
詞
』・

『
商
周
彝
器
例
』・『
九
鐘
精
舍
金
石
跋
尾
』・『
含
嘉
室
詩
文
集
』
な
ど
が
あ
る⑭

。

本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ

さ
て
、
吳
士
鑑
は
こ
の
序
に
お
い
て
、『
晉
書

注
』
編
輯
の
綱
領
と
し
て
「
遡
源
」「
捃
逸
」「
辨
例
」「
正
誤
」「
削
繁
」「
攷
異
」

「
表
微
」「
補
闕
」「
廣
證
」「
存
疑
」
の
十
例
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
具
體
例
を
示
し
な
が
ら
情
報
の
取
捨
選
擇
や
比
較
檢
討
に
關
す
る

基
準
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
大
綱
の
一
つ
は
、
す
で
に
見
た
「

注
」
の
名
の
示
す
ご
と
く
、
唐
修
『
晉
書
』
の
內
容
を
諸
々
の
『
晉

書
』
佚
文
や
そ
の
他
の
史
料
、
あ
る
い
は
清
代
の
新
出
資
料
な
ど
と
比
較
檢
討
す
る
點
に
あ
る
。
我
々
が
『
晉
書

注
』
を
利
用
し
て

唐
修
『
晉
書
』
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
吳
士
鑑
の
注
を
參
照
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
清
代
ま
で
の
比
較
史
資
料
を
あ
る
程
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度
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
『
晉
書
』
自
身
が
持
つ
問
題
點
の
指
摘
で
あ
り
、
換
言
す
る
と
こ
ろ
、
吳
士
鑑
ま
で
の
明

清
時
代
の
唐
修
『
晉
書
』
硏
究
の
成
果
で
あ
る
。

『
晉
書

注
』
に
限
ら
ず
、
注
疏
が
施
さ
れ
た
書
物
を
讀
む
に
際
し
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
注
が
い
か
な
る
意
圖
・
方
針
に
よ
っ
て
付

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
唐
修
『
晉
書
』
の
讀
解
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
拙
い
譯

註
の
試
み
が
、
今
後
、『
晉
書

注
』
を
利
用
す
る
人
々
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

凡
例

●

　

  

譯
註
作
成
に
あ
た
り
、
底
本
に
は
、『
續
修
四
庫
全
書
』（
上
海
古
籍
出
版
社
。
史
部
二
七
五
〜
二
七
七
）
所
收
の
上
海
辭
書
出
版
社
圖

書
館
所
藏
民
國
十
七
（
一
九
二
八
）
年
劉
氏
嘉
業
堂
刻
本
影
印
本
を
用
い
た⑮

。

●

　
　

原　

文　

で
は
、
翻
刻
を
示
し
、
日
本
式
の
句
讀
點
を
付
け
、
語
注
を
施
し
て
あ
る
。

●

　
　

訓　

讀　

で
は
、
筆
者
ら
が
「
ど
う
讀
ん
だ
の
か
」
を
示
し
た
。

●

　
　

解　

說　

で
は
、
當
該
部
分
の
內
容
の
槪
要
を
說
明
す
る
形
を
と
っ
た
。

●

　

訓
讀
・
解
說
は
「
導
入
部
分
」
〜
「
削
繁
」
を
猪
俣
が
、「
攷
異
」
〜
「
總
括
部
分
」
を
赤
羽
が
擔
當
し
た
。
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導
入
部
分

　

原　

文

史
家
作
注
、
昉
於
應⑯

・
服⑰

、
至
顏
監⑱

乃
集
諸
家
之
成
。
同
時
李
賢⑲

・
司
馬
貞⑳

・
張
守
節㉑

、
各
有
述
造㉒

、
蔚㉓

爲
鉅
製㉔

。
裴
注
國
志
、
距

當
塗㉕

僅
百
年
、
見
聞
切
近
、
徵
引㉖

繁
博
、
又
注
家
之
創
例
焉
。
典
午㉗

一
朝
、
西
都
河
洛㉘

、
南

秣
陵㉙

、
百
六
十
載
、
記
注
如
林
、
洎
乎

貞
觀
、
始
成
實
錄㉚

。
而
緜
歷
旣
久
、
値
南
北
混
一
之
初
、
雖
詮
次㉛

舊
聞
、
裁
成
義
類
。
然
官
修
之
書
、
出
自
衆
手
、
敬
播32

敘
例33

、
久
已

闕
佚
、
34

孴
緝35

、
罅
漏36

滋
多
。

　

訓　

讀

史
家
の
注
を
作
る
は
、
應
・
服
に
昉は
じ

ま
り
、
顏
監
に
至
り
て
乃
ち
諸
家
の
成
を
集
む
。
時
を
同
じ
う
し
て
李
賢
・
司
馬
貞
・
張
守
節
、

各
〻
述
造
す
る
有
り
て
、
蔚
と
し
て
鉅
製
を
爲
す
。
裴
の
國
志
に
注
す
る
は
當
塗
を
距
た
る
こ
と
僅
か
に
百
年
の
み
な
れ
ば
、
見
聞
は

切
近
し
、
徵
引
は
繁
博
な
り
て
、
又
た
注
家
の
例
を
創
る
。
典
午
の
一
朝
、
西
の
か
た
河
洛
に
都
し
て
よ
り
、
南
の
か
た
秣
陵
に

る

ま
で
、
百
六
十
載
、
記
注
は
林
の
如
し
。
貞
觀
に
洎お

よ

び
て
、
始
め
て
實
錄
を
成
す
。
而
れ
ど
も
緜
歷
す
る
こ
と
旣
に
久
し
く
、
南
北
混

一
の
初
め
に
値あ

た
れ
ば
、
舊
聞
を
詮
次
し
、
義
類
を
裁
成
す
る
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
官
修
の
書
、
出
づ
る
に
衆
手
よ
り
し
、
敬
播
が
「
敘

例
」
も
、
久
し
く
已
に
闕
佚
す
れ
ば
、

す
る
こ
と
孴
緝
な
る
も
、
罅
漏
、
滋ま

す
ま
す〻

多
し
。
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解　

說

ま
ず
は
歷
代
の
史
家
が
い
か
に
史
書
へ
注
を
附
け
て
き
た
の
か
そ
の
槪
略
が
述
べ
ら
れ
る
。
吳
士
鑑
の
認
識
で
は
、
作
注
の
興
り
は

『
漢
書
』
に
注
し
た
應
劭
・
服
虔
に
あ
り
、
唐
の
顏
師
古
に
至
っ
て
諸
家
の
成
果
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
顏
師
古
と
時
を
同

じ
く
し
て
、
唐
初
に
は
、
李
賢
に
よ
る
范
曄
『
後
漢
書
』
の
章
懷
太
子
注
、
司
馬
貞
に
よ
る
『
史
記
索
隱
』、
張
守
節
に
よ
る
『
史
記
正

義
』
な
ど
の
巨
著
が
盛
ん
に
生
み
出
さ
れ
た
。

裴
松
之
が
『
三
國
志
』
に
注
し
た
の
は
、
曹
魏
を
へ
だ
た
る
こ
と
わ
ず
か
に
百
年
ほ
ど
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
見
聞
は
同
時
代
に

切
迫
し
て
お
り
、
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
も
の
は
繁
博
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
注
家
の
例
を
創
っ
た
の
で
あ
る
。

司
馬
氏
の
王
朝
は
、「
西
の
か
た
洛
陽
に
都
し
、
南
の
か
た
秣
陵
に

り
」
す
な
わ
ち
西
晉
・
東
晉
合
わ
せ
て
、
お
よ
そ
百
六
十
年
、

そ
の
記
注
（
歷
史
の
記
錄
）
は
林
立
し
て
い
た
。
貞
觀
（
六
二
七
―
六
四
九
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
「
實
錄
」
を
成
し
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の

「
實
錄
」
は
史
書
と
し
て
の
『
實
錄
』
で
は
な
く
、貞
觀
初
年
に
『
晉
書
』
が
奉
敕
編
纂
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
動
詞
と
し
て
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
『
晉
書
』
の
完
成
度
た
る
や
、「
旣
に
久
し
い
時
間
を
歷
て
お
り
、
ま
た
南
北
朝
が
混
一
し
た
初
め
に
あ
た

る
の
で
、
舊
聞
を
採
撰
・
排
列
し
、
義
類
を
裁
成
し
た
と
は
い
え
、
官
修
の
書
は
、
多
く
の
人
の
手
に
か
か
り
、
敬
播
に
よ
る
「
敘
例
」

も
す
で
に
失
わ
れ
て
久
し
い
。

（
著
作
中
で
人
の
著
作
を
隨
意
に
引
用
す
る
こ
と
）
が
非
常
に
多
い
と
は
い
え
、罅と

り
こ
ぼ
し漏は

ま
す
ま
す
多
か
っ

た
」
と
い
う
の
が
吳
士
鑑
の
評
價
で
あ
っ
た
。
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編
輯
方
針
十
項
目

　

原　

文

士
鑑
揅
求
積
歳
、
闚
測37

所
得
疏
記
簡
端
、
前
人
舊
說
、
撢
精
擷
要
。
吾
友
翰
怡
京
卿38

、
竝
治
此
史
、
互
相
商
榷39

、
合
術
同
方
、
凡
所

心
得
十
符
八
九
。

謹
舉
十
例
、
挈
其
綱
領
。

　

訓　

讀

士
鑑
、
揅
求
す
る
こ
と
積
歳
、
闚
測
し
て
得
る
と
こ
ろ
は
簡
端
を
疏
記
し
、
前
人
の
舊
說
は
精
を
撢さ

が

し
要
を
擷え

ら

ぶ
。
吾
が
友
、
翰
怡

京
卿
、
竝
び
に
此
の
史
を
治
め
、
互
相
に
商
榷
し
、
術
を
合
は
せ
方
を
同と

も

に
し
、
凡
そ
心
得
る
と
こ
ろ
は
十
に
八
九
を
符
す
。

謹
ん
で
十
例
を
舉
げ
、
其
の
綱
領
を
挈あ

ぐ
。

　

解　

說
わ
た
く
し
吳
士
鑑
は
、〔
唐
修
『
晉
書
』
を
〕
硏
究
す
る
こ
と
積
歳
、
そ
の
硏
究
の
な
か
で
得
た
知
見
を
ノ
ー
ト
に
と
り
、
前
人
の

舊
說
の
中
か
ら
精
要
な
も
の
を
撰
ん
だ
。

わ
が
友
、
翰
怡
京
卿
こ
と
劉
承
幹
は
、
一
緖
に
こ
の
歷
史
書
を
お
さ
め
、
互た
が
い相

に
商
榷
し
て
、
と
も
に
力
を
合
わ
せ
て
、
お
よ
そ

心
得
た
と
こ
ろ
は
十
の
う
ち
八
九
が
符
合
し
た
。
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と
い
う
書
き
出
し
で
、
こ
れ
か
ら
十
例
に
わ
た
っ
て
『
晉
書

注
』
編
輯
の
綱
領
を
開
陳
す
る
こ
と
を
告
げ
る
。

一
，
遡
源

　

原　

文

李
唐
初
葉
、
十
八
家
之
史40

、
存
者
無
幾
。
虞
・
朱
・
謝
・
蕭
諸
家
見
於
書
鈔41

・
類
聚42

・
御
覽43

者
、
不
及
王
・
何
・
臧
三
家
之
多
。
故

唐
臣
載
筆44

頗
采
三
家
、
而
亦
時
有
同
異
。
干
・
鄧
・
徐
・
曹
諸
紀45

、
取
材
更
尠
。
惟
孫
氏
陽
秋46

評
隲47

人
物
列
傳
、
每
依
據
之
。
若
夫
瑣

語
碎
事
、
則
劉
義
慶48

・
郭
澄
之49

・
裴
啓50

之
書
、
參
互51

錯
綜
、
畧
有
耑
緖52

。
是
曰
溯
源
、
一
也
。

　

訓　

讀

李
唐
の
初
葉
、
十
八
家
の
史
、
存
す
る
者
は
幾
い
く
ば
くも

無
し
。
虞
・
朱
・
謝
・
蕭
諸
家
の
『
書
鈔
』・『
類
聚
』・『
御
覽
』
に
見
ゆ
る
者
は
、

王
・
何
・
臧
三
家
の
多
き
に
及
ば
ず
。
故
に
唐
臣
載
筆
す
る
に
頗
る
三
家
を
采
り
て
、
亦
た
時
に
同
異
有
り
。
干
・
鄧
・
徐
・
曹
の
諸

紀
、
取
材
す
る
こ
と
更
に
尠す

く
なし

。
惟
だ
孫
氏
『
陽
秋
』、
人
物
を
評
隲
し
た
れ
ば
、
列
傳
は
每
に
之
に
依
據
す
。
夫か

の
瑣
語
碎
事
の
若ご

と

き

は
、
則
ち
劉
義
慶
・
郭
澄
之
・
裴
啓
の
書
、
參
互
に
錯
綜
す
る
も
、
畧お

お
よそ

耑
緖
有
り
。
是
れ
溯
源
と
曰
ふ
。
一
な
り
。
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解　

說

綱
領
の
一
つ
目
は
「
溯
源
」
と
い
う
。
文
字
通
り
「
源
に
遡

さ
か
の
ぼる

」
こ
と
を
指
す
。

唐
修
『
晉
書
』
以
前
に
存
在
し
た
十
八
家
晉
史
に
つ
い
て
、「
唐
代
初
期
ま
で
殘
存
し
て
い
た
も
の
は
、
い
く
ば
く
も
無
か
っ
た
」
と

い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
吳
士
鑑
は

虞
預
『
晉
書
』・
朱
鳳
『
晉
書
』・
謝
靈
運
『
晉
書
』・
蕭
子
雲
『
晉
書
』
な
ど
の
諸
家
の
う
ち
『
北
堂
書
鈔
』・『
藝
文
類
聚
』・『
太

平
御
覽
』
に
み
え
る
も
の
は
、
王
隱
『
晉
書
』・
何
法
盛
『
晉
中
興
書
』・
臧
榮
緖
『
晉
書
』
の
三
家
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
れ
故

に
唐
の
史
臣
た
ち
は
『
晉
書
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
三
家
の
內
容
を
多
く
採
用
し
て
い
る
が
、
時
と
し
て
、
そ
れ
ら

三
者
に
も
異
同
が
あ
る
。
干
寳
『
晉
紀
』・
鄧
粲
『
晉
紀
』・
徐
廣
『
晉
紀
』・
曹
嘉
之
『
晉
紀
』
か
ら
の
取
材
は
更
に
す
く
な
い
。

た
だ
孫
盛
『
晉
陽
秋
』
だ
け
は
人
物
を
評
隲
し
て
い
る
の
で
、
列
傳
は
つ
ね
に
こ
れ
に
依
據
し
て
い
る
。
瑣
語
碎
事
の
よ
う
な
も

の
は
、
劉
義
慶
『
世
說
新
語
』・
郭
澄
之
『
郭
子
』・
裴
啓
『
語
林
』
と
い
っ
た
書
が
、
參た

が
い互

に
錯
綜
し
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
そ
の
端

緖
淵
源
が
あ
る
。

と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
房
玄
齡
傳
に
は
明
確
に
「
臧
榮
緖
の
晉
書
を
以
て
主
と
爲
し
、
諸
家
を
參
考
す
る
こ
と
、
甚
だ
詳
洽
た
り
」

と
臧
榮
緖
『
晉
書
』
を
藍
本
と
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
吳
士
鑑
は
類
書
に
遺
る
佚
文
に
よ
っ
て
、
唐
修
『
晉

書
』
が
基
づ
い
た
原
史
料
を
探
す
必
要
性
を
最
初
に
指
摘
し
て
い
る
。
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二
，
捃
逸

　

原　

文

裴
注
陳
志53

、
所
引
魏
晉
史
傳
・
地
志
、
毋
慮
百
數
十
家
、
其
書
久
佚
、
賴
此
以
存
。
今
距
唐
初
、
更
千
餘
年
、
所
藉
以
根
稽
者
惟
在

虞
・
歐
・
徐
・
李
諸
家
類
書54

較
之
。

裴
氏
更
爲
其
難
然
單
文
片
語
。
悉
是
碎
金55

。
不
獨
洛
都
逸
史
、
江
左
遺
編
、
尙
見
十
之
三
四
。
卽
田
融
・
車
頻
之
書
、
和
苞
龜
龍
之

記56

、
蕭
方
等
・
羊
堅
之
春
秋57

、
亦
復
爬
梳
抉
剔58

引
爲
左
驗59

。
至
崔
鴻
之
書60

、
凡
唐
宋
人
所
甄
錄
者
、
一
字
之
存
、
奉
爲

寶
、
若
明
人

重
訂
之
編
、
眞
贋
雜
陳
、
蓋
無
取
焉
。
是
曰
捃
逸
、
二
也
。

　

訓　

讀

裴
、
陳
志
に
注
す
る
に
、
引
く
と
こ
ろ
の
魏
晉
の
史
傳
・
地
志
、
毋お
お
よ
そ慮

百
數
十
家
、
其
の
書
久
し
く
佚
す
れ
ど
も
、
此
れ
に
賴
り
て

以
て
存
す
。
今
、
唐
初
を
距
た
る
こ
と
、
更
に
千
餘
年
、
藉よ

り
て
以
て
根
稽
す
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
惟
だ
虞
・
歐
・
徐
・
李
諸
家
の
類

書
に
在
る
も
の
も
て
之
を
較か

ん
がふ

る
の
み
。

裴
氏
更
に
其
の
難
然
た
る
單
文
片
語
を
爲
す
も
、
悉
く
是
れ
碎
金
な
り
。
獨た

だ
に
洛
都
の
逸
史
、
江
左
の
遺
編
、
尙
ほ
十
の
三
四
を

見
る
の
み
な
ら
ず
、
卽
ち
田
融
・
車
頻
の
書
、
和
苞
・
龜
龍
の
記
、
蕭
方
等
・
羊
堅
の
春
秋
、
亦
た
復
た
爬
梳
し
て
抉
剔
し
、
引
き
て

左
驗
と
爲
す
。
崔
鴻
の
書
に
至
り
て
は
、
凡
そ
唐
宋
人
の
甄
錄
す
る
と
こ
ろ
の
者
は
、
一
字
の
存
す
れ
ば
、
奉
じ
て

寶
と
爲
す
も
、

明
人
重
訂
の
編
の
若
き
は
、
眞
贋
雜
陳
し
た
れ
ば
、
蓋
し
焉
を
取
る
無
し
。
是
れ
捃
逸
と
曰
ふ
、
二
な
り
。
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解　

說

二
つ
目
は
文
字
通
り
「
逸
文
を
捃ひ

ろ

う
」
こ
と
を
意
味
す
る
「
捃
逸
」
で
あ
る
。『
三
國
志
』
の
裴
松
之
注
に
百
數
十
家
に
の
ぼ
る
引
用

書
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、

今
（
序
が
書
か
れ
た
當
時
）、
唐
修
『
晉
書
』
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
、
更
に
千
餘
年
の
へ
だ
た
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
校
勘
や
檢
討
を

お
こ
な
う
場
合
に
は
、
虞
世
南
の
『
北
堂
書
鈔
』、
歐
陽
詢
ら
に
よ
る
『
藝
文
類
聚
』、
徐
堅
の
『
初
學
記
』、
李
昉
ら
が
奉
勅
撰
し

た
『
太
平
御
覽
』
な
ど
諸
家
の
類
書
に
殘
る
も
の
で
考
察
す
る
ほ
か
な
い
。（
…
中
略
…
）〔『
晉
書
』
に
該
當
す
る
時
期
の
歷
史
的
記

錄
は
〕
洛
都
の
逸
史
（
西
晉
の
記
錄
）
や
、江
左
の
遺
編
（
東
晉
の
記
錄
）
な
お
も
三
四
割
が
殘
っ
て
い
る
の
を
み
る
の
み
な
ら
ず
、田

融
の
『
趙
書
』、
車
頻
の
『
秦
書
』
や
、
和
苞
の
『
漢
趙
記
』、
段
龜
龍
の
『
涼
記
』、
蕭
方
等
や
羊
堅
の
『
三
十
國
春
秋
』
な
ど
を

丁
寧
に
整
理
し
て
選
擇
し
、
左
驗
と
し
て
引
い
た
。

と
し
な
が
ら
も
、
崔
鴻
『
十
六
國
春
秋
』
に
つ
い
て
は
、
た
だ
佚
文
を
拾
う
だ
け
で
な
く
「
お
し
な
べ
て
唐
宋
の
人
が
採
錄
し
た
も
の

は
、〔
古
い
記
錄
が
〕
一
字
で
も
殘
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
を
お
寳
の
よ
う
に
奉
っ
た
が
、
明
人
が
重
訂
し
た
書
に
つ
い
て
は
、
眞
贋
が
雜

陳
し
て
い
る
」
と
し
て
、
愼
重
に
吟
味
し
て
い
る
樣
子
も
う
か
が
え
る
。
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三
，
辨
例

　

原　

文
・
阮61

之
歿
、
在
泰
始
受
禪
以
前
、
竝
未
佐
晉
創
業
。
豈
魏
荀
彧62

、
宋
劉
穆
之63

之
比
、
列
諸
晉
史
、
義
例
安
在
。
王
育64

陷
身
虜
廷
、

卒
爲
元
海65

太
傅
。
韋
忠66

效
用
劉
氏
、
征
討
叛
羌
、
矢
盡
而
殞
。
竝
非
忠
於
晉
室
、
劉
敏
元67

救
護
宋
平
、
不
愧
義
士
而
仕
於
劉
曜
、
大
節

有
虧
。
此
三
人
者
、
乃
與

紹
諸
人
同
列
忠
義
、
是
非
淆
亂
無
逾
於
此
。
列
女
傳
自
劉
聰
妻
以
下
、
皆
出
僭
僞
諸
國
、
非
晉
聲
教
所
及
、

其
夫
旣
殊
而
異
之
、
其
妻
妾
復
引
而
進
之
、
於
義
不
安
。
錢
氏
大
昕
謂
、「
當
見
諸
載
記68

」、
是
矣
。
是
曰
辨
例
、
三
也
。

　

訓　

讀
・
阮
の
歿
す
る
は
、
泰
始
の
受
禪
以
前
に
在
り
、
竝
び
に
未
だ
晉
の
創
業
を
佐た
す

け
ず
。
豈
に
魏
の
荀
彧
、
宋
の
劉
穆
之
の
比た

ぐ
いな

ら

ん
や
。
諸こ

れ

を
晉
史
に
列
す
る
は
、
義
例 

安い
ず
くに

在
り
や
。
王
育
、
身
を
虜
廷
に
陷
し
、
卒つ

い

に
元
海
の
太
傅
と
爲
る
。
韋
忠
、
劉
氏
に
效
用

せ
ら
れ
、
叛
羌
を
征
討
し
、
矢
盡
き
て
殞し

す
。
竝
び
に
晉
室
に
非
忠
な
り
。
劉
敏
元
、
宋
平
を
救
護
し
、
義
士
に
愧は

じ
ざ
る
も
、
而
れ

ど
も
劉
曜
に
仕
へ
、
大
節
、
虧
く
有
り
。
此
の
三
人
は
、
乃
ち

紹
諸
人
と
同
に
忠
義
に
列
せ
ら
る
。
是
非
の
淆
亂
す
る
こ
と
此
よ
り

逾
ゆ
る
は
無
し
。

列
女
傳
、
劉
聰
の
妻
よ
り
以
下
、
皆
な
僭
僞
諸
國
に
出
で
、
晉
の
聲
教
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ず
。
其
の
夫
、
旣
に
殊
と
し
て
之
を
異
に

し
、
其
の
妻
妾
、
復
た
引
き
て
之
を
進
む
は
、
義
に
於
い
て
安
ん
ぜ
ず
。
錢
氏
大
昕
の
「
當
に
諸
れ
を
載
記
に
見
ゆ
べ
し
」
と
謂
ふ
は
、

是
な
り
。
是
れ
辨
例
と
曰
ふ
。
三
な
り
。
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解　

說

三
つ
目
の
「
辨
例
」
は
、
唐
修
『
晉
書
』
の
義
例
に
對
す
る
挑
戰
で
あ
る
。
泰
始
年
間
の
受
禪
以
前
に
歿
し
、
晉
の
創
業
に
寄
與
し

て
い
な
い

康
や
阮
籍
が
晉
史
に
列
す
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
義
例
に
も
と
づ
く
の
か
と
い
う
疑
問
を
皮
切
り
に
、
劉
淵
に
降
っ
た

王
育
や
劉
聰
に
仕
え
た
韋
忠
、
あ
る
い
は
後
に
劉
曜
に
仕
え
た
劉
敏
元
が
忠
義
傳
に
立
傳
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
錢
大
昕
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
列
女
傳
の
劉
聰
の
妻
以
下
の
五
胡
諸
國
出
身
者
に
つ
い
て
は
、
晉
の
教
化
が
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
「
こ
れ

を
載
記
に
の
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
辨
別
し
て
注
記
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

四
，
正
誤

　

原　

文

魏
蜀
戰
事
、
陳
壽
每
諱
言
敗
衂
、
晉
史
仍
之
。
武
侯
前
後
五
出
、
惟
街
亭
失
利
外
、
此
則
未
爲
魏
挫
。
鹵
城
之
役
、
紀
云
「
拔
圍
亮

69

」、
而
漢
晉
春
秋
所
言
正
與
﹇
之
﹈
相
反70

。
習
氏71

以
晉
人
記
晉
事
、
畧
無
曲
筆
。
而
唐
人
修
史
轉
失
其
眞
。

天
文
・
五
行
二
志
所
書
魏
晉
災
異
、
以
長
歷
（
曆72

）
推
之
、
日
月
每
有
不
合
、
且
多
漏
畧
、
遠
不
如
宋
志
之
翔
實73

、
蓋
沈
約74

所
據
兩

晉
舊
史
年
代
未
遐
、
尙
可
徵
信75

。
說
者
謂
此
二
志
出
李

（
淳
）
風76

手
、
歷
代
推
重77

、
不
知
在
各
志
中
最
爲
紕
繆
。
丁
氏
國
鈞78

之
言
、

是
也
。
盧
氏
文
弨79

拾
補
據
漢
宋
諸
志
鰓
理
闕
誤
、
其
功
尤
多
。

四
分

（
曆
）
施
於
元
和
、
而
律
歷
（
曆
）
志
乃
誤
爲
章
和
。
凡
兩
見
之
。
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孔
壁
諸
經
爲
尙
書
・
論
語
・
禮
記
・
孝
經80

、
見
於
班
志
及
六
藝
論81

。
自
漢
以
來
、
未
嘗
言
壁
中
有
春
秋
者
、
衞
恆
誤
以
禮
記
爲
春
秋
。

如
斯
謬
誤
、
宜
加
糾
駮
。
是
曰
正
誤
、
四
也
。

　

訓　

讀

魏
蜀
の
戰
事
、
陳
壽　

每
に
敗
衂
を
言
ふ
を
諱
み
、
晉
史　

之
に
仍よ

る
。
武
侯
、
前
後
五
た
び
出
で
、
惟
だ
街
亭
の
み
利
を
失
ふ
の

外
は
、
此
れ
則
ち
未
だ
魏
の
爲
に
挫
か
れ
ず
。
鹵
城
の
役
、
紀
に
「
拔
圍
亮
遁
」
と
云
ふ
も
、
而
れ
ど
も
『
漢
晉
春
秋
』
言
ふ
と
こ
ろ

は
正
に
﹇
之
と
﹈
相
反
す
。
習
氏
、
晉
人
な
る
を
以
て
晉
の
事
を
記
せ
ば
、
畧ほ

ぼ
曲
筆
す
る
無
し
。
而
れ
ど
も
唐
人
、
史
を
修
む
る
に

轉う
た

た
其
の
眞
を
失
ふ
。

天
文
・
五
行
二
志
の
書し

る

す
と
こ
ろ
の
魏
晉
の
災
異
は
『
長
曆
』
を
以
て
之
を
推
し
、
日
月
每つ

ね

に
合
せ
ざ
る
有
り
、
且
つ
漏
畧
多
し
。

遠
く
『
宋
志
』
の
翔
實
な
る
に
如
か
ず
。
蓋
し
沈
約
の
據
る
と
こ
ろ
の
兩
晉
の
舊
史
は
、
年
代
未
だ
遐と

お

か
ら
ず
、
尙
ほ
徵
信
す
べ
し
。

說
者
、
此
の
二
志
、
李
淳
風
の
手
に
出
づ
る
と
謂
ひ
、
歷
代
推
重
す
る
も
、
各
志
中
に
在
り
て
最
も
紕
繆
た
る
を
知
ら
ず
。
丁
氏
國
鈞

の
言
、
是
な
り
。
盧
氏
文
弨
、
拾
補
す
る
に
漢
宋
諸
志
に
據
り
て
闕
誤
を
鰓
理
し
た
れ
ば
、
其
の
功
尤と

り
わけ

多
し
。

四
分
曆
は
元
和
よ
り
施
さ
る
る
も
、
而
れ
ど
も
律
曆
志
は
乃
ち
誤
り
て
章
和
と
爲
す
。
凡
そ
兩
つ
な
が
ら
之
を
見
ゆ
。

孔
壁
の
諸
經
は
『
尙
書
』『
論
語
』『
禮
記
』『
孝
經
』
た
り
、
班
志
及
び
『
六
藝
論
』
に
見
ゆ
。
漢
よ
り
以
來
、
未
だ
嘗
て
壁
中
に

『
春
秋
』
有
る
を
言
ふ
者
あ
ら
ざ
る
も
、
衞
恆
誤
り
て
『
禮
記
』
を
以
て
『
春
秋
』
と
爲
す
。
斯
の
如
き
謬
誤
は
、
宜
し
く
糾
駮
を
加
ふ

べ
し
。
是
れ
正
誤
と
曰
ふ
、
四
な
り
。
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解　

說

四
つ
目
の
「
正
誤
」
は
、唐
修
『
晉
書
』
の
「
誤
り
を
正
す
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
歷
史
書
は
そ
の
成
立
や
史
家
の
立
場
に
よ
っ
て
、

ま
ま
筆
を
曲
げ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
と
し
て
『
三
國
志
』
に
お
け
る
魏
と
蜀
の
戰
の
記
述
に
つ
い
て
、

陳
壽
は
敗
衂
を
言
う
の
を
は
ば
か
り
、
晉
史
も
こ
れ
に
則
っ
て
い
る
。
諸
葛
亮
（
武
侯
）
は
、
前
後
五
回
出
兵
し
、
た
だ
街
亭
で
の

み
勝
利
を
失
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
で
魏
に
挫
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
鹵
城
の
役
は
、
本
紀
に
「（
司
馬
懿
が
）
包
圍
を
突
破
し

て
、
諸
葛
亮
は
逃
げ
た
」
と
あ
る
が
、
し
か
し
『
漢
晉
春
秋
』
の
言
う
と
こ
ろ
と
は
正
反
對
で
あ
る
。

と
い
い
、『
漢
晉
春
秋
』
を
撰
し
た
習
鑿
齒
は
、
晉
人
と
し
て
晉
の
事
を
記
し
、
ほ
ぼ
曲
筆
が
な
い
。
し
か
し
唐
人
の
『
晉
書
』
編
纂
に

お
い
て
、
甚
だ
そ
の
眞
を
失
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
天
文
志
・
五
行
志
に
つ
い
て
も
、

記
さ
れ
た
魏
晉
時
代
の
災
異
は
杜
預
の
『
春
秋
長
曆
』
で
こ
れ
を
推
し
た
た
め
に
、
日
月
が
合
わ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
な
お
か
つ

漏
略
が
多
い
。『
宋
書
』の
志
が
詳
細
か
つ
確
實
で
あ
る
の
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
お
そ
ら
く
沈
約
の
依
據
し
た
兩
晉
の
舊
史
た
ち

は
、
年
代
が
い
ま
だ
遠
く
な
い
た
め
に
、
徵
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
說
に
は
、
こ
の
二
志
は
李
淳
風
の
手
に
な

る
と
い
い
、
歷
代
推
重
し
て
い
る
が
、
各
志
中
に
お
い
て
最
も
紕ま

ち
が繆

っ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
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と
、
唐
修
『
晉
書
』
の
志
の
誤
謬
を
正
し
、
丁
國
鈞
や
盧
文
弨
の
檢
證
を
髙
く
評
價
す
る
。
さ
ら
に
、
卷
三
六
・
衞
恆
傳
に
引
く
『
四

體
書
勢
』
の
「
漢
武
時
、
魯
恭
王
壞
孔
子
宅
、
得
尙
書
・
春
秋
・
論
語
・
孝
經
」
に
つ
い
て
も
、『
漢
書
』
藝
文
志
お
よ
び
『
六
藝
論
』

に
よ
っ
て
檢
證
し
衞
恆
の
誤
り
を
糾
駮
す
る
必
要
性
を
說
く
。

五
，
削
繁

　

原　

文

王
隱
對
祖
納
之
言
、
旣
見
納
傳
、
復
見
隱
傳82

。
李
雄
告
張

之
語
、
旣
見
張
駿
傳
、
復
見
載
記83

。
齊
王
冏
之
奏
、
張
華
・
解
系
兩
傳

悉
錄84

原
文
。
盈
篇
累
牘85

、
凡
百
餘
言
、
其
他
兩
傳
互
見
者
、
尙
難
更
僕
。
徐
寧
事
蹟
附
於
桓
彝
之
末
、
而
於
彝
傳
復
錯
出
其
文
、
未
免

複
緟86

。
洪
氏
亮
吉87

謂
「
宜
削
去
彝
傳
數
行88

」、
錢
氏
大
昕89

則
云
「
芟
薙90

附
傳
文
省
而
事
無
漏91

」、
其
言
允
矣
。
是
曰
削
繁
、
五
也
。

　

訓　

讀

王
隱
、
祖
納
に
對
す
る
の
言
、
旣
に
納
傳
に
見
ゆ
る
も
、
復
た
隱
傳
に
見
ゆ
。
李
雄
、
張

に
告
ぐ
る
の
語
は
、
旣
に
張
駿
傳
に
見

ゆ
る
も
、
復
た
載
記
に
見
ゆ
。
齊
王
冏
の
奏
、
張
華
・
解
系
兩
傳
悉
く
原
文
を
錄
す
。
盈
篇
累
牘
に
し
て
凡
そ
百
餘
言
、
其
の
他
兩
傳

互
見
せ
る
者
は
、
尙
ほ
更
僕
し
難
し
。
徐
寧
の
事
蹟
は
桓
彝
の
末
に
附
さ
る
る
も
、
而
れ
ど
も
彝
傳
に
於
い
て
復
た
錯
じ
り
て
其
の
文

を
出
す
。
未
だ
複
緟
を
免
か
れ
ず
。
洪
氏
亮
吉
謂
ふ
「
宜
し
く
彝
傳
の
數
行
を
削
去
す
べ
し
」
と
。
錢
氏
大
昕
則
ち
云
ふ
「
附
傳
の
文

を
芟
薙
し
て
省
け
ど
も
事
漏
る
る
無
し
」
と
。
其
の
言
、
允ま

こ
とな

り
。
是
れ
削
繁
と
曰
ふ
。
五
な
り
。
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解　

說

五
つ
目
の
「
削
繁
」
は
、
い
わ
ば
重
複
の
指
摘
で
あ
る
。

王
隱
が
祖
納
に
對
し
て
言
っ
た
こ
と
が
、
祖
納
傳
に
も
王
隱
傳
に
も
見
え
、
李
雄
が
張

に
告
げ
た
こ
と
は
、
張
駿
傳
に
も
載
記

に
も
み
え
る
。
齊
王
司
馬
冏
の
百
餘
言
に
お
よ
ぶ
上
奏
が
、
張
華
・
解
系
の
ふ
た
つ
の
列
傳
に
收
錄
さ
れ
て
重
複
し
て
い
る
。
こ

の
他
に
も
ふ
た
つ
の
列
傳
相
互
に
見
ら
れ
る
例
は
、
數
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
多
い
。
ま
た
、
徐
寧
の
事
蹟
が
桓
彝
傳
の
末
に
附
さ
れ
て

い
る
が
、
桓
彝
傳
の
中
に
も
同
內
容
が
混
ざ
っ
て
お
り
、
內
容
の
重
複
が
あ
る
。

と
い
う
事
例
を
紹
介
し
た
上
で
、
洪
亮
吉
や
錢
大
昕
の
「
削
除
す
べ
き
」
と
の
指
摘
を
允

ま
っ
と
うで

あ
る
と
す
る
。

六
，
攷
異

　

原　

文

本
紀
漢
運
垂
終
之
語
、
出
自
宣
王
。
而
魚
豢
則
屬
之
陳
羣
・
桓
階92

。
智
囊
往
矣
之
語
、
本
諸
蔣
濟
。
而
干
寶
則
屬
之
宣
王93

。
晉
世
、

以
碑
表
私
美
、
興
長
虛
僞
、
咸
寧
詔
禁
於
前
、
義
煕
議
禁
於
後94

。
故
豐
碑
巨
碣
、
著
錄
蓋
尠
。
然
大
臣
長
吏
人
、
皆
私
立
。
金
石
錄
所

載
鄭
烈
彭
祈
以
下
二
十
餘
碑95

、
今
皆
湮
滅
。
文
館
詞
林
所
載
碑
銘96

、
僅
有
存
者
。
以
之
攷
史
、
互
有
異
同
。
方
諸
貞
珉
、
獲
益
相
等
。
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他
如
都
督
州
郡
、
拜
官
先
後
、
郡
縣
廢
置
、
求
之
逸
史
、
攷
之
別
傳
、
往
往
與
本
書

出
、
各
有
詳
畧
。
若
唐
人
僞
刻
周
孝
侯
碑97

、
事

實
牴
牾
、
不
足
爲
證
。
是
曰
攷
異
。
六
也
。

　

訓　

讀

本
紀
「
漢
運 
終
る
に
垂
と
す
」
の
語
、
出
づ
る
に
宣
王
よ
り
す
。
而
れ
ど
も
魚
豢 

則
ち
之
を
陳
羣
・
桓
階
に
屬
す
。「
智
囊
往
け
り
」

の
語
、
諸こ

れ

を
蔣
濟
に
本
づ
く
。
而
れ
ど
も
干
寶 

則
ち
之
を
宣
王
に
屬
す
。
晉
の
世
、
碑
表
私
美
、
虛
僞
を
興
長
す
る
を
以
て
、
咸
寧 

詔

し
て
前
に
禁
じ
、
義
煕 

議
し
て
後
に
禁
ず
。
故
に
豐
碑
巨
碣
、
著
錄
蓋
し
尠す

く
なか

ら
ん
。
然
れ
ど
も
大
臣
長
吏
の
人
、
皆
な
私
か
に
立
つ
。

金
石
錄 

載
す
る
所
の
鄭
烈
・
彭
祈
以
下
二
十
餘
碑
、
今 

皆
な
湮
滅
す
。
文
館
詞
林 

載
す
る
所
の
碑
銘
、
僅
か
に
存
す
る
者
有
り
。
之

を
以
て
史
を
攷
ふ
る
に
、
互
ひ
に
異
同
有
り
。
諸こ

れ

を
貞
珉
に
方く

ら

べ
、
相
等
を
獲
益
す
。
他
に
都
督
州
郡
、
拜
官
先
後
、
郡
縣
廢
置
の
如

き
は
、
之
を
逸
史
に
求
め
、
之
を
別
傳
に
攷
ふ
る
も
、
往
往
に
本
書
と

出
し
、
各
々
詳
畧
有
り
。
唐
人
の
僞
刻
せ
し
周
孝
侯
碑
の
若

き
は
、
事
實
牴
牾
し
、
證
と
爲
す
に
足
ら
ず
。
是
れ
攷
異
と
曰
ふ
。
六
な
り
。

　

解　

說

六
つ
目
の
「
攷
異
」
は
、
他
の
史
料
と
の
比
較
檢
討
で
あ
る
。

「
後
漢
の
命
運
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
語
は
、
唐
修
『
晉
書
』
で
は
宣
王
（
司
馬
懿
）
の
發
言
だ
が
、
魚
豢
『
魏
略
』
で

は
陳
羣
・
桓
階
の
發
言
と
す
る
點
や
、「
知
識
豊
か
な
者
（
桓
範
）
が
（
曹
爽
軍
の
方
へ
）
往
っ
た
」
と
い
う
語
は
、
唐
修
『
晉
書
』
で
は
蔣

濟
の
發
言
だ
が
、
干
寶
『
晉
記
』
で
は
宣
王
の
發
言
と
す
る
點
な
ど
の
齟
齬
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
晉
代
に
は
咸
寧
四
（
二
七
八
）
年
や
義
煕
年
間
（
四
〇
五
〜
四
一
八
）
に
華
美
な
碑
石
の
建
立
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
大
臣
や
長
吏



立命館東洋史學　第 43號

162

た
ち
は
密
か
に
建
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
碑
石
に
刻
ま
れ
た
銘
文
と
唐
修
『
晉
書
』
の
內
容
に
は
互
い
に
異
同
が
あ
り
、
比
較
檢
討

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

（
そ
の
た
め
）
史
書
の
內
容
を
石
刻
碑
銘
と
比
較
し
、
互
い
に
一
致
す
る
內
容
を
取
る
。
他
に
都
督
州
郡
（
の
名
稱
）、
拜
官
の
先
後
、

郡
縣
の
廢
置
に
つ
い
て
は
、
逸
史
に
探
し
求
め
、
別
傳
に
よ
っ
て
考
察
す
る
が
、
し
ば
し
ば
本
書
（
唐
修
『
晉
書
』）
の
內
容
に
一
致

せ
ず
、
各
々
詳
畧
が
あ
る
。

と
し
た
上
で
、
唐
代
の
僞
刻
と
さ
れ
る
「
周
孝
侯
碑
」
な
ど
は
比
較
對
象
と
す
る
價
値
は
な
い
と
す
る
。

七
，
表
微

　

原　

文

齊
萬
年
之
役
、
周
處
戰
歿
。
而

督
馬
敦
、
立
功
孤
城
、
枉
死
囹
圄
。
論
其
遭
際
厄
踰
解
系98

、
乃
史
無
其
名
。
幸
有
潘
岳
誄
文
、
錄

於
蕭
選99

、
千
載
而
下
、
可
雪
冤
誣
。
李
雄
之
破

城
、

登
遇
害
、
史
無
專
傳
。
而
常

國
志
、
言
之

詳
。
愍
帝
被
弑
平
陽
、
許
肅
扶

抱
哀
泣
、乞
爲
殯

、竟
不
得
與
麴
允
厠
名
忠
義
。
幸
別
傳
尙
存
、詳
見
御
覽
。
石

殉
節
樂
陵
、見
於
懷
紀
、史
臣
不
知
爲
石
鑒
之
子
、

傳
文
闕
如
。
近
年
墓
碣
出
土
、
頗
具
事
實
、
二
子
定
・
邁
同
時
致
命
。
與
卞
壼
父
子
一
門
忠
孝
、
未
容
軒
輊
。
凡
此
觥
觥
大
節
、
不
爲
闡

幽
、
何
以
勸
世
之
事
君
者
。
此
唐
史
臣
之
失
也
。
是
曰
表
微
、
七
也
。

100
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訓　

讀

齊
萬
年
の
役
、
周
處
戰
歿
す
。
而
し
て

督
馬
敦
、
功
を
孤
城
に
立
つ
る
も
、
囹
圄
に
枉
死
す
。
其
の
厄
に
遭
際
す
る
を
論
ず
る
や

解
系
を
踰
ゆ
る
も
、
乃
ち
史
に
其
の
名
無
し
。
幸
ひ
に
潘
岳
の
誄
文
有
り
、
蕭
選
に
錄
さ
れ
、
千
載
而
下
、
冤
誣
を
雪
ぐ
べ
し
。
李
雄

の

城
を
破
る
や
、
登 

害
に
遇
ふ
も
、
史
に
專
傳
無
し
。
而
れ
ど
も
常

國
志
、
之
を
言
ふ
こ
と

詳
な
り
。
愍
帝 

平
陽
に
弑
さ
る

る
や
、
許
肅 

扶
抱
し
て
哀
泣
し
、
殯

を
爲
さ
ん
こ
と
を
乞
ふ
も
、
竟
に
麴
允
と
與
に
名
を
忠
義
に
厠ま

じ

ふ
る
を
得
ず
。
幸
ひ
に
別
傳
尙

ほ
存
し
、
御
覽
に
詳
見
す
。
石

 

樂
陵
に
殉
節
す
る
は
、
懷
紀
に
見
ゆ
る
も
、
史
臣 

石
鑒
の
子
な
る
を
知
ら
ず
、
傳
文
闕
如
す
。
近
年 

墓
碣
出
土
し
、
頗
る
事
實
を
具
へ
、
二
子 

定
・
邁 

同
時
に
致
命
す
。
卞
壼
父
子
の
一
門
忠
孝
と
、
未
だ
軒
輊
す
べ
か
ら
ず
。
凡
そ
此
の

觥
觥
た
る
大
節
、
闡
幽
を
爲
さ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
か
世
の
君
に
事
ふ
る
者
に
勸
め
ん
。
此
れ
唐
の
史
臣
の
失
な
り
。
是
れ
表
微
と
曰

ふ
。
七
な
り
。

　

解　

說

七
つ
目
の
「
表
微
」
は
、
唐
修
『
晉
書
』
に
ほ
と
ん
ど
表
れ
な
い
忠
臣
の
功
績
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
齊
萬
年
の
反
亂
の
際
、
周
處
は
忠
義
を
盡
く
し
て
戰
死
し
、

督
の
馬
敦
は
孤
立
無
援
の
城
で
功
を
立
て
た
が
、
最
終
的

に
は
牢
獄
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
。
周
處
の
功
績
は
唐
修
『
晉
書
』
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
馬
敦
に
つ
い
て
は
記
載
が
無
い
。

た
だ
、
幸
い
に
も
『
文
選
』
に
潘
岳
の
誄
文
が
著
錄
さ
れ
、
馬
敦
の
功
績
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

李
雄
が

城
を
破
っ
た
際
、

登
は
殺
害
さ
れ
た
。
唐
修
『
晉
書
』
に
は
彼
の
專
傳
は
無
い
が
、
常

『
華
陽
國
志
』
に
詳
細
な
記

錄
が
殘
っ
て
い
る
。
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愍
帝
が
平
陽
で
殺
害
さ
れ
る
と
、
許
肅
は
亡
骸
を
抱
い
て
哀
泣
し
殯

を
行
う
こ
と
を
乞
う
た
。
結
局
、
彼
は
忠
義
傳
に
名
を
連
ね

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
幸
い
に
も
『
太
平
御
覽
』
に
別
傳
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

唐
修
『
晉
書
』
孝
懷
帝
本
紀
で
は
、
石

が
樂
陵
に
お
い
て
志
を
全
う
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
彼
が
石
鑒
の
子

で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
な
い
。
近
年
、
石

の
墓
誌
が
出
土
し
、
彼
の
子
で
あ
る
石
定
・
石
邁
兄
弟
も
樂
陵
で
父
と
共
に
亡
く
な
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
れ
は
唐
修
『
晉
書
』
に
お
い
て
忠
孝
の
一
門
と
さ
れ
た
卞
壼
父
子
の
功
績
と
比
較
し
て
も
、
優
劣
が
つ
け
が

た
い
ほ
ど
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
命
を
か
け
て
忠
義
を
盡
く
し
た
に
も
關
わ
ら
ず
、
唐
修
『
晉
書
』
に
記
錄
さ
れ
な
か
っ
た
人
々
に
つ
い
て
、
吳
士

鑑
は
諸
史
料
か
ら
そ
の
功
績
を
拾
い
上
げ
、

剛
直
な
る
節
義
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
無
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
世
の
君
主
に
仕
え
る
者
た
ち
に
（
忠
義
を
盡
く

す
こ
と
を
）
勸
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
は
唐
の
史
臣
の
過
ち
で
あ
る
。

と
、
唐
修
『
晉
書
』
に
お
け
る
忠
臣
の
記
載
の
缺
如
を
批
判
し
て
い
る
。
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八
，
補
闕

　

原　

文

惠
帝
改
元
永
平
。
不
三
月
、
又
改
元
康
、
凡
歷
九
年
、
乃
書
兩
月
餘
之
永
平
、
於
元
康
則
闕
而
不
紀
。
安
帝
改
元
元
興
、
是
年
復
改
隆

安
。
及
大
亨
次
年
、
仍
改
元
興
。
而
紀
但
書
元
興
元
年
、
繼
以
二
年
、
其
閒
隆
安
・
大
亨
兩
次
改
元
、
不
見
本
紀
。
后
妃
傳
於
懷
帝
梁

后
、
𨵙
無
一
字
。
賴
御
覽
所
引
臧
書
、
詳
其
世
系
里
貫
、
著
其
名
字
。
凡
此
犖
犖
大
者
、
皆
足
以
裨
助
史
文
。
地
理
一
志
、
本
於
太
康
三

年
地
記
、
而
於
三
年
以
後
、
下
逮
懷
愍
兩
朝
三
十
餘
年
、
郡
縣
沿
革
、

從
闕
佚
。
惟
於
各
州
序
末
、
掇
舉
數
語
、
且
多
僢
漏
。
卽
王
隱

地
道
之
記
、
沈
約
州
郡
之
志
、
凡
太
康
以
前
之
建
置
、
亦
復
未
能
資
校
。
顯
與
偨
傂
。
江
左
僑
置
郡
縣
、
僅
存
崖
畧
。
十
六
國
疆
域
、

語
焉
不
詳
。
至
如
赫
連
氏
、
以
州
統
城
、
不
置
郡
縣
。
更
未
及
詳
攷
矣
。
是
曰
補
闕
。
八
也
。

　

訓　

讀

惠
帝 

永
平
に
改
元
す
。
三
月
な
ら
ず
し
て
、
又
た
元
康
に
改
め
、
凡
そ
九
年
を

た
る
も
、
乃
ち
兩
月
餘
り
の
永
平
を
書
き
、
元
康

に
於
い
て
は
則
ち
闕
き
て
紀し

る

さ
ず
。
安
帝 

元
興
に
改
元
し
、
是
の
年 

復
た
隆
安
に
改
む
。
大
亨
次
年
に
及
び
、
仍
ち
元
興
に
改
む
。
而

れ
ど
も
紀
は
但
だ
元
興
元
年
と
書
き
、
繼
ぐ
に
二
年
を
以
て
す
る
の
み
に
し
て
、
其
の
閒 

隆
安
・
大
亨
兩
次
の
改
元
、
本
紀
に
見
え
ず
。

后
妃
傳 

懷
帝
梁
后
に
於
い
て
は
、
𨵙
と
し
て
一
字
無
し
。
賴さ

い
わい

に
御
覽
に
引
く
所
の
臧
書
、
其
の
世
系
里
貫
を
詳
か
に
し
、
其
の
名
字

を
著
す
。
凡
そ
此
の
犖
犖
大
な
る
者
、
皆
な
以
て
史
文
を
裨
助
す
る
に
足
る
。
地
理
一
志
、『
太
康
三
年
地
記
』
に
本
づ
く
も
、
三
年
よ

り
以
後
、
下
は
懷
愍
兩
朝
に
逮
ぶ
ま
で
三
十
餘
年
、
郡
縣
の
沿
革
、お

お
むね

闕
佚
に
從
う
。
惟
だ
各
州
の
序
末
に
於
い
て
は
、
數
語
を
掇

107
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舉
す
る
も
、
多
く
僢
漏
す
る
に
且ち

か

し
。
卽た

と

い
王
隱
地
道
の
記
、
沈
約
州
郡
の
志
も
、
凡
そ
太
康
以
前
の
建
置
は
、
亦ま復
た
未
だ
校
す
る

に
資
す
る
能
わ
ず
。
顯あ

き

ら
か
に
與
に
偨
傂
た
り
。
江
左 

郡
縣
を
僑
置
し
、
僅
か
に
崖
畧
を
存
す
。
十
六
國
の
疆
域
、
焉
を
語
る
も
詳
し

か
ら
ず
。
赫
連
氏
の
如
き
に
至
り
て
は
、
州
を
以
て
城
を
統
べ
、
郡
縣
を
置
か
ず
。
更
に
未
だ
詳
攷
す
る
に
及
ば
ず
。
是
れ
補
闕
と
曰

ふ
。
八
な
り
。

　

解　

說

八
つ
目
の
「
補
闕
」
は
、
記
載
の
不
備
を
補
完
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
內
容
は
先
の
「
表
微
」
に
や
や
近
い
が
、
こ
ち
ら
は
唐
修

『
晉
書
』
に
全
く
記
載
の
無
い
部
分
の
補
完
を
指
す
。

惠
帝
は
二
九
一
年
正
月
に
「
永
平
」
に
改
元
し
た
が
、
三
ヶ
月
も
經
た
ず
に
更
に
「
元
康
」
に
改
元
し
た
。
唐
修
『
晉
書
』
は
僅
か

二
ヶ
月
あ
ま
り
の
「
永
平
」
を
記
し
、「
元
康
」
に
つ
い
て
は
記
載
が
無
い
。
安
帝
は
四
〇
二
年
に
「
元
興
」
に
改
元
し
、
同
年
再
び

「
隆
安
」
に
改
元
し
、更
に
大
亨
二
年
に
「
元
興
」
に
改
元
し
た
。
し
か
し
唐
修
『
晉
書
』
は
元
興
元
年
に
續
い
て
元
興
二
年
と
記
す
だ

け
で
、
そ
の
間
に
「
隆
安
」・「
大
亨
」
と
い
う
二
回
の
改
元
が
あ
っ
た
點
に
關
す
る
記
載
が
無
い
。

ま
た
、孝
懷
帝
梁
皇
后
に
つ
い
て
は
唐
修
『
晉
書
』
に
全
く
記
載
が
無
い
が
、幸
い
に
も
『
太
平
御
覽
』
に
引
用
さ
れ
た
臧
榮
緖
『
晉

書
』
に
、
彼
女
の
姓
名
・
世
系
里
貫
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
唐
修
『
晉
書
』
地
理
志
の
內
容
の
不
備
に
關
し
て
、

唐
修
『
晉
書
』
の
地
理
志
は
『
太
康
三
年
地
記
（
太
康
地
記
）』
に
基
づ
く
が
、
太
康
三
（
二
八
二
）
年
以
後
、
下
は
懷
帝
・
愍
帝
兩

朝
に
逮
ぶ
ま
で
の
三
十
年
あ
ま
り
、
郡
縣
の
沿
革
は
あ
ら
ま
し
失
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
各
州
の
記
載
の
末
尾
に
お
い
て
（
沿
革
に
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關
す
る
）
若
干
の
記
載
を
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
他
の
記
事
と
混
じ
っ
た
り
書
き
漏
れ
た
り
し
て
い
る
。
王
隱
『
晉
書
』

地
道
記
、
沈
約
『
晉
書
』
州
郡
志
が
あ
っ
て
も
、
太
康
年
間
以
前
の
郡
縣
の
建
置
（
に
關
す
る
記
事
）
は
校
勘
の
助
け
に
は
な
ら
な

い
。
い
ず
れ
も
表
記
が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
江
南
で
は
郡
縣
を
僑
置
し
て
い
た
が
、（
僑
置
さ
れ
た
郡
縣
に
つ
い
て
は
）
僅
か
に
あ
ら
ま

し
を
殘
す
だ
け
で
あ
る
。
十
六
國
の
疆
域
に
つ
い
て
は
、
記
述
は
あ
る
が
詳
細
で
は
な
い
。
赫
連
氏
に
至
っ
て
は
、
州
に
よ
っ
て

城
を
治
め
て
お
り
、
郡
縣
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
補
闕
」
と
は
、
そ
の
他
史
料
を
參
照
し
な
が
ら
記
載
の
不
備
を
補
う
こ
と
を
指
す
。

九
，
廣
證

　

原　

文

古
時
外
域
、
見
聞
曠
絶
、
史
家
撰
述
、
展
轉
傳
訛
。
日
本
近
在
海
東
。
彼
國
史
乘
、
未
嘗
流
入
中
土
。
自
黃
氏
遵
憲
、
撰
爲
國
志
、
网

羅
詳
贍
、
知
重
罪
族
滅
之
說
、
乃
失
之
誣
。
晩
近
、
敦
煌
石
室
・
流
沙
竹
簡
・
遺
文
故
籍
類
、
皆
魏
晉
之
典
章
、
瓜
沙
之
地
記
。

而
拾

之
、
裨
益
良
多
。
至
如
郛
休
碑
陰
、
可
訂
官
制
。
荀
岳
・
鄭
舒
墓
碣
、
有
關
世
系
、
固
不
僅
。
錄
異
之
傳
、
冥
祥
之
記
、
與
劉
氏
世
說
、
可

相
參
校
也
。
是
曰
廣
證
。
九
也
。
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訓　

讀

古
時
の
外
域
、
見
聞
曠
絶
し
、
史
家
の
撰
述
、
展
轉
傳
訛
す
。
日
本
は
近
く
海
東
に
在
り
。
彼
の
國
の
史
乘
、
未
だ
嘗
て
中
土
に
流

入
せ
ず
。
黃
氏
遵
憲
、
撰
し
て
國
志
を
爲つ

く

り
て
よ
り
、
网
羅
詳
贍
し
、
重
罪
族
滅
の
說
、
乃
ち
失
の
誣
た
る
を
知
る
。
晩
近
、
敦
煌
石

室
・
流
沙
竹
簡
、
遺
文
故
籍
の
類
、
皆
な
魏
晉
の
典
章
、
瓜
沙
の
地
記
な
り
。

ひ
ろ

ひ
て
之
を
拾
ひ
、
裨
益
良や

や
多
し
。
郛
休
碑
陰
の
如

き
に
至
り
て
は
、
官
制
を
訂
す
べ
し
。
荀
岳
・
鄭
舒
の
墓
碣
、
世
系
に
關
有
る
こ
と
、
固
よ
り
僅
か
な
ら
ず
。
錄
異
の
傳
、
冥
祥
の
記
、

劉
氏
世
說
と
相
ひ
參
校
す
べ
き
な
り
。
是
れ
廣
證
と
曰
ふ
。
九
な
り
。

　

解　

說

九
つ
目
の
「
廣
證
」
は
、
吳
士
鑑
が
生
き
た
清
代
に
發
見
さ
れ
た
新
出
史
資
料
に
よ
っ
て
唐
修
『
晉
書
』
の
內
容
を
檢
證
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
吳
士
鑑
は
、

古
の
外
域
は
、
そ
の
見
聞
は
廢
絶
し
て
お
り
、
史
家
の
撰
述
も
、
人
か
ら
人
へ
と
傳
え
ら
れ
て
誤
っ
て
い
る
。
日
本
は
（
中
國
か
ら
）

近
い
海
東
に
在
る
。
日
本
の
歷
史
書
は
、
今
ま
で
中
國
に
流
入
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
黃
遵
憲
が
『
日
本
國
志
』
を
編
纂
し
て

か
ら
、（
日
本
に
つ
い
て
）
詳
し
く
探
求
さ
れ
、（『
晉
書
』
倭
人
傳
に
記
さ
れ
た
、
倭
國
で
は
）
重
罪
の
者
は
一
家
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
說

が
、
僞
り
で
あ
る
と
分
か
っ
た
。
近
頃
（
發
見
さ
れ
た
）、
敦
煌
の
石
室
・
流
沙
の
竹
簡
・
遺
文
故
籍
の
類
は
、
す
べ
て
魏
晉
の
典

籍
、
瓜
沙
（
敦
煌
地
域
）
の
地
記
で
あ
る
。（
こ
こ
か
ら
魏
晉
に
關
す
る
記
述
を
）
拾
い
上
げ
る
と
、
助
け
と
な
る
も
の
が
か
な
り
多
い
。

「
郛
休
碑
」
の
碑
陰
に
至
っ
て
は
、（
そ
の
記
述
を
參
考
に
）
官
制
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
荀
岳
墓
誌
」「
鄭
舒
墓
碣
」
は
世
系
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に
關
連
が
あ
る
部
分
が
元
よ
り
少
な
く
な
い
。『
錄
異
傳
』
や
『
冥
祥
記
』、『
世
說
新
語
』
と
互
い
に
照
合
し
て
校
勘
す
べ
き
で
あ

る
。

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
廣
證
」
と
は
、『
日
本
國
志
』
を
始
め
と
す
る
清
代
に
編
纂
さ
れ
た
文
獻
や
、
干
寶
『
晉
書
』
の
一
部
を

含
む
「
敦
煌
文
獻
」
な
ど
、
十
九
世
紀
末
〜
二
十
世
紀
初
め
に
中
央
ア
ジ
ア
で
發
見
さ
れ
た
新
出
史
資
料
と
の
比
較
檢
討
を
指
す
。

十
，
存
疑

　

原　

文

屈
孑
舊
都
、

於
北
宋
。
道
光
季
年
、
邑
令
踰
懷
遠
、
而
西
求
其
遺
址
。
謂
淖
泥
之
河
、
古
爲
黑
水
、
白
土
之
城
地
、
卽
統
萬
。
旣
由

目
驗
、
或
非
躛
言
。
苻
生
淫
虐
、
儕
于
癸
辛
。
楊
衒
之
述
趙
逸
之
言
、
稱
爲
「
仁
而
不
殺
、
觀
其
治
典
、
未
爲
凶
暴
。」
襃
譏
殊
異
、
判

若
兩
人
。
至
於
名
人
冡
墓
、
地
志
緣
以
爲
重
、
往
往
一
書
兩
見
、
眞
僞
羼
存
。
卽
王
睢
陵
之
孝
水
、
或
云
在
河
南
、
或
云
在
武
進
、
且
有

謂
在
撫
州
者
。
侈
陳
古
蹟
、
重
紿
後
人
。
樂
史
・
王
象
之
、
均
蹈
此
失
、
魏
王
泰
・
李
吉
甫
、
無
是
也
。
是
曰
存
疑
。
十
也
。

　

訓　

讀

屈
孑
の
舊
都
、
北
宋
に

く
ず

る
。
道
光
の
季
年
、
邑
令 

懷
遠
を
踰
え
て
、
西
の
か
た
其
の
遺
址
を
求
む
。
淖

ち
ょ
う

泥で
い

の
河
は
、
古
の
黑
水
た

り
、
白
土
の
城
地
は
、
卽
ち
統
萬
な
り
と
謂
ふ
。
旣
に
目
驗
に
よ
り
、
或
ひ
は
躛え

い

言げ
ん

に
非
ず
。
苻
生
淫
虐
に
し
て
、
癸
辛
に
儕ひ

と

し
。
楊

117
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衒
之 

趙
逸
の
言
を
述
べ
て
、
稱
し
て
「
仁
に
し
て
不
殺
な
り
。
其
の
治
典
を
觀
る
に
、
未
だ
凶
暴
と
爲
さ
ず
」
と
爲
す
。
襃
譏 

殊
に
異

な
り
、
判
す
る
に
兩
人
の
若
し
。
名
人
の
冡
墓
に
至
り
て
は
、
地
志 

緣
り
て
以
て
重
を
爲
し
、
往
往
に
一
書
に
兩
見
し
、
眞
僞
羼さ

い

存そ
ん

す
。

卽
ち
王
睢
陵
の
孝
水
、
或
ひ
は
河
南
に
在
り
と
云
ひ
、
或
ひ
は
武
進
に
在
り
と
云
ひ
、
且
つ
撫
州
に
在
り
と
謂
ふ
者
有
り
。
侈

ほ
し
い
ま
まに

古
蹟

を
陳つ

ら

ね
、
重
ね
て
後
人
を
紿あ

ざ
むく

。
樂
史
・
王
象
之 

均
し
く
此
の
失
を
蹈
む
も
、
魏
王
泰
・
李
吉
甫 

是
れ
無
き
な
り
。
是
れ
存
疑
と
曰

ふ
。
十
な
り
。

　

解　

說

最
後
の
「
存
疑
」
は
、
諸
說
あ
る
記
事
に
つ
い
て
眞
僞
を
檢
證
す
る
こ
と
で
あ
る
。

夏
の
赫
連
勃
勃
の
舊
都
で
あ
る
統
萬
城
は
北
宋
時
代
に
崩
壞
し
た
が
、
道
光
年
間
の
末
年
に
邑
令
（
橫
山
知
県 

何
炳
勛
）
が
西
方
に
そ

の
遺
址
を
探
し
求
め
て
位
置
を
確
定
し
た
。

ま
た
、
前
秦
の
苻
生
は
淫
虐
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
楊
衒
之
は
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
中
で
趙
逸
の
言
を
引
用
し
、「
苻
生
は
仁
で

あ
っ
て
殺
生
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
統
治
を
觀
る
と
苻
生
は
凶
暴
で
は
な
い
」
と
言
う
。
彼
に
對
す
る
毀
誉
褒
貶
は
全
く
異
な
っ
て
お

り
、
ま
る
で
二
人
の
人
物
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

更
に
、
名
人
の
冡
墓
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
唐
修
『
晉
書
』
地
理
志
で
は
様
々
な
情
報
を
重
ね
て
表
記
し
て
お
り
、
し
ば
し
ば
一
つ

の
書
物
の
中
に
（
同
一
人
物
の
墓
の
記
載
が
）
二
箇
所
見
え
、眞
僞
が
混
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
王
祥
が
繼
母 

朱
氏
の
た
め
に
魚
を
捕
っ
た

川
（
孝
水
）
は
、
或
い
は
河
南
に
あ
る
と
言
い
、
或
い
は
武
進
に
あ
る
と
言
い
、
更
に
は
撫
州
に
あ
る
と
言
う
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
た
點
に
關
し
て
、
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幅
廣
く
古
蹟
を
並
べ
て
、
後
代
の
人
た
ち
を
混
亂
さ
せ
て
い
る
。
樂
史
『
太
平
寰
宇
記
』・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』
は
ど
ち
ら
も
こ

の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
が
、
李
泰
『
括
地
志
』・
李
吉
甫
『
元
和
郡
縣
圖
志
』
に
は
こ
の
よ
う
な
誤
り
は
な
い
。

と
指
摘
し
、
諸
說
あ
る
記
事
に
關
し
て
は
疑
義
を
提
示
し
て
眞
僞
を
檢
證
す
る
と
い
う
。

總
括
部
分

　

原　

文

循
斯
十
例
、
旁
搜
博
攷
、
異
者
辨
之
、
同
者
證
之
、
謬
者
糾
之
、
遺
者
補
之
、
成
晉
書
斠
注
百
三
十
卷
。
不
敢
謂
乙
部
之
功
臣
、
或

竊
附
唐
人
之
諍
友
。
昔
乾
隆
朝
、
彭
文
勤
尙
書
與
劉
金
門
侍
郞
合
注
五
代
史
記
、
後
人
以
爲
美
談
。
士
鑑
不
敏
、
願
與
翰
怡
、
踵
二
公
之

後
塵
。
當
世
君
子
其
許
之
乎
。
己
未
仲
夏
之
月
、
吳
士
鑑
自
序
。

　

訓　

讀

斯
の
十
例
に
循
ひ
て
、
旁
搜
博
攷
し
、
異
な
る
者
は
之
を
辨
じ
、
同ひ
と

し
き
者
は
之
を
證
し
、
謬
な
る
者
は
之
を
糾
し
、
遺う

し
なは

る
る
者

は
之
を
補
ひ
、
晉
書
斠
注
百
三
十
卷
を
成
す
。
敢
え
て
乙
部
の
功
臣
、
或
い
は
唐
人
の
諍
友
に
竊
附
す
と
謂
は
ず
。
昔 

乾
隆
朝
に
、
彭

文
勤
尙
書 

劉
金
門
侍
郞
と
合と

も

に
五
代
史
記
に
注
し
、
後
人 

以
て
美
談
と
爲
す
。
士
鑑 

敏
な
ら
ず
、
願
は
く
は
翰
怡
と
與
に
、
二
公
の

後
塵
を
踵
ま
ん
。
當
世
の
君
子
、
其
れ
之
を
許
す
か
。
己
未
仲
夏
の
月
、
吳
士
鑑
自
ら
序
す
。

124
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解　

說

吳
士
鑑
は
劉
承
幹
と
と
も
に
、
以
上
の
十
例
に
從
っ
て
、
史
料
を
廣
く
探
し
求
め
て
考
察
し
、
內
容
が
異
な
る
も
の
は
何
が
正
し
い

か
明
ら
か
に
し
、
內
容
が
同
じ
も
の
は
檢
證
し
、
誤
っ
て
い
る
も
の
は
正
し
、
失
わ
れ
た
も
の
は
補
い
、『
晉
書
斠
注
』
百
三
十
卷
を
作

り
上
げ
た
。

吳
士
鑑
は
、

（
自
分
の
こ
と
を
）「
乙
部
（
史
部
）
の
功
臣
で
あ
る
」
と
か
「（
唐
修
『
晉
書
』
を
編
纂
し
た
）
唐
代
の
友
人
た
ち
に
こ
っ
そ
り
つ
い
て
行

く
だ
け
だ
」
な
ど
と
言
お
う
と
は
思
わ
な
い
。
昔
、乾
隆
時
期
に
、彭
元
瑞
は
劉
鳳
誥
と
一
緖
に
『
五
代
史
記
』
に
注
を
付
け
（『
五

代
史
記
註
』
を
作
り
）、
後
代
の
人
は
こ
れ
を
美
談
と
し
た
。
私
（
吳
士
鑑
）
は
才
能
が
乏
し
い
の
で
、
劉
承
幹
と
一
緖
に
二
公
（
彭
元

瑞
・
劉
鳳
誥
）
の
後
に
續
き
た
い
。
今
の
君
子
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
許
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

と
序
文
の
末
尾
を
結
び
、
己
未
仲
夏
の
月
（
中
華
民
國
八
年
・
一
九
一
九
、五
月
）
に
こ
の
自
序
を
書
き
上
げ
た
。

注
①　

本
書
に
は
吳
士
鑑
と
劉
承
幹
兩
者
に
よ
る
序
が
あ
り
、
各
卷
首
題
の
後
、
二
行
目
か
ら
三
行
目
に
「
錢
塘
吳
士
鑑
／
烏
程
劉
承
幹　

同
注
」
と
あ
る
。

撰
者
に
つ
い
て
は
大
き
く
二
つ
の
說
に
分
か
れ
る
。
孫
殿
起
『
販
書
偶
記
』
な
ど
の
よ
う
に
二
人
に
よ
る
共
著
と
す
る
說
（
共
著
說
）
と
、
范
希
曾
『
書

目
答
問
補
正
』
に
「
吳
士
鑑
『
晉
書

注
』
一
百
三
十
卷
、
吳
興
劉
承
幹
嘉
業
堂
刻
單
行
本
」
と
あ
る
よ
う
に
吳
士
鑑
の
著
作
を
劉
承
幹
が
出
版
し
た
も
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の
と
す
る
說
（
單
著
說
）
で
あ
る
。
單
著
說
の
代
表
は
柴
德
賡
『
史
籍
舉
要
』
で
、
曰
く
「
刻
書
刊
于
民
國
十
七
年
、
與
劉
承
幹
同
列
名
。
其
實
、
劉
承

幹

未
同
撰
此
書
。
不
過
出
資
刊
印
、卷
前
作
一
序
而
已
。」
と
、劉
承
幹
の
作
注
關
與
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。
李
歩
嘉
「《
晉
書

注
》
疏
誤
管
窺
」

（『
貴
州
文
史
叢
刊
』
一
九
九
一
―
二
）
で
は
、
劉
承
幹
の
序
に
律
曆
志
に
關
す
る
內
容
が
詳
し
く
、
そ
れ
が
律
曆
志
の

注
に
符
合
す
る
こ
と
か
ら
推
し

て
、「

注
は
蓋
し
吳
稿
を
以
て
主
と
爲
し
、
劉
乃
ち
硏
討
に
參
預
し
て
之
を
贊
成
す
。
今
、
吳
劉
同
撰
と
云
ふ
は
、
吳
が
積
年
編
撰
の
功
を
没
す
る
有

り
。
但
し
吳
撰
と
云
は
ば
則
ち
劉
が
商
榷

助
の
力
を
掩
ふ
。
書
旣
に
刊
す
る
に
嘉
業
堂
よ
り
し
、
題
に
吳
劉
同
注
と
曰
ふ
は
實
に
未
だ
深
信
す
べ
か
ら

ず
。
前
の
二
說
は
均
し
く
未
だ
當
ら
ざ
る
が
似
し
」
と
、
主
副
說
と
で
も
言
う
べ
き
說
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
の
姉
妹
編
と
な
る

「
劉
承
幹
「
晉
書

注
序
」
譯
註
稿
」（
準
備
中
）
に
て
詳
述
し
た
い
。
ち
な
み
に
、日
本
に
お
い
て
は
山
根
幸
夫
主
編
『
中
國
史
硏
究
入
門
』（
魏
晉
南
北

朝
時
代
・
史
籍
解
說
（
池
田
溫
））
や
、『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』（
晉
書
（
河
地
重
造
））
山
根
幸
夫
／
神
田
信
夫
編
『
中
國
史
籍
解
題
辭
典
』（
晉
書
（
中
村

圭
爾
））、
が
い
ず
れ
も
「
吳
士
鑑
・
劉
承
幹
『
晉
書

注
』」
と
記
し
、
撰
者
に
つ
い
て
の
具
體
的
見
解
は
示
し
て
い
な
い
。

②　

段
玉
裁
『
說
文
解
字
注
』
斗
部
「

」
 

　
　

  

平
斗
斛
量
也
。〈
月
令
。
角
斗
甬
。
正
權

。
鄭
注
。
角
、正
皆
謂
平
之
也
。
𧢲
者
、
斠
之
叚
借
字
。
今
俗
謂
之
校
。
音
如
教
。
因
有
書
校
讎
字
作
此

者
。
音
義
雖
近
。
亦
大
好
奇
矣
。〉
从
斗
冓
聲
。〈
古
岳
切
。
古
在
三
部
四
部
之
入
聲
。〉

 

こ
の
「
平
斗
斛
量
也
」
の
「
量
」
字
は
大
徐
本
系
に
は
存
在
し
な
い
。
王
筠
『
說
文
解
字
句
讀
』
に
も

 

　
　

  

大
徐
本
、
元
應
引
皆
無
量
字
、
而
依
小
徐
者
、
廣
雅
亦
曰
「
斠
量
也
」。
然
則
、
龠
合
升
斗
斛
謂
之
五
量
、
而
平
斗
斛
之
器
。
亦
因
以
得
量
之
名
也
。

斠
、
蓋

之
別
名
。
經
典
借
角
字
爲
之
。
又
用
靜
字
爲
動
字
也
。
管
子
七
法
篇
曰
、
𧢲
量
也
。
亦
足
徵
斠
之
名
量
也
。
亦
足
徵
斠
之
名
量
也
。
又
通

作
請
漢
書
蕭
何
傳
若
畫
一
。

 

と
み
え
る
。

③　

筆
者
ら
は
硏
究
會
に
お
い
て
本
來
の
字
音
に
照
ら
し
て
「
カ
ク
チ
ュ
ウ
」
と
讀
む
こ
と
に
し
て
い
る
。「
斠
」
字
の
漢
音
が
「
カ
ク
」
に
比
定
し
う
る
こ

と
は
、『
說
文
解
字
』
が
こ
の
字
を
「
古
岳
切
」
と
し
、『
廣
韻
』
も
「
吉
岳
切
」
と
し
て
い
る
ほ
か
、
種
々
の
音
注
や
假
借
（
角
・
較
・
榷
な
ど
）
の
關

係
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
撰
者
吳
士
鑑
ら
は
こ
れ
を
「
校
」
字
の
代
わ
り
と
し
て
用
い
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
民
國
時
代
に
こ
れ
を

「
教
」
よ
ろ
し
く
讀
み
、「
校
注
」
の
意
味
で
「

注
」
と
題
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
コ
ウ
チ
ュ
ウ
」
と
讀
む
こ
と
を
間
違
い
だ
と
斷
ず
る
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こ
と
は
で
き
ま
い
。

④　
「
修
晉
書
詔
」
は
『
唐
大
詔
令
集
』
卷
八
一
・
政
事
・
經
史
に
載
る
が
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
。
比
較
的
手
に
取
り
易
い
中
華
書
局

本
（
四
六
七
頁
。
以
下
「
局
本
」）
やW

eb

公
開
さ
れ
て
い
る
人
文
硏
や
臺
灣
國
家
圖
書
館
所
藏
の
舊
鈔
本
を
比
べ
て
も
異
同
が
甚
だ
し
い
。
ま
た
中
華

書
局
本
『
晉
書
』
末
尾
や
嘉
業
堂
本
『
晉
書

注
』
卷
首
の
そ
れ
に
も
異
同
が
あ
る
。
左
に
示
す
校
定
テ
キ
ス
ト
は
局
本
を
底
本
と
し
、
人
文
硏
本
ほ
か

に
よ
る
校
勘
（
）
で
示
し
、
脫
字
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
〔
〕
で
示
し
て
あ
る
。
各
種
『
晉
書
』
に
附
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
來
由
不
明

の
た
め
用
い
な
か
っ
た
。

 

　
　

  

朕
拯
溺
師
旋
（
旅
）、
省
方
禮
畢
。
四
海
無
事
、
百
揆
多
閑
。
遂
因
暇
日
、
詳
觀
典
府
、
考
龜
文
於
羲
載
、
辨
鳥
册
於
軒
年
。
不
出
巖
廊
、
神
交
千
祀

之
外
。
穆
然
旒
纊
、
臨
睨
九
皇
之
表
。
是
知
右
史
序
言
、
由
斯
不
昧
。
左
官
詮
事
、
歷
茲
未
（
緜
）
遠
。
發
揮
文
字
之
本
、
通
逹
書
契
之
源
、
大
矣

哉
、
蓋
史
籍
之
爲
用
也
。

 

　
　

  

自
沮
誦
攝
官
之
後
、
伯
陽
載
筆
之
前
、
列
代
史
臣
、
皆
有
删
著
。
仲
尼
修
而
採
檮
杌
、
倚
相
誦
而
闡
丘
墳
。
降
自
西
京
、
班
馬
騰
其
茂
實
。
逮
于
東

漢
、
范
謝
振
其
芳
聲
。
蕞
爾
當
塗
、
陳
壽
覈
（
敷
）
其
國
志
。
眇
哉
劉
（
有
）
宋
、
沈
約
裁
其
帝
籍
。
至
〔
若
〕
梁
陳
髙
氏
。
朕
命
勒
成
、
惟
周
及

隋
、
亦
同
甄
錄
。
莫
不
彰
善

惡
、
激
（
振
）
一
代
之
清
芬
。
褒
德
懲
凶
、
備
百
王
之
令
典
。
唯
（
惟
）
晉
氏
膺
運
、
制
有
中
原
、
上
帝
啓
玄
石
之

圖
、
下
武
代
黃
星
之
德
。
及
中
朝
鼎
沸
（
謝
）、
江
左
嗣
興
、
並
宅
寰
區
、
各
（
累
）
重
徽
號
、
足
以
飛
英
麗
筆
、
將
美
□
（
方
）
書
。
但
十
有
八

家
、
雖
存
記
注
、
而
才
非
良
史
、
事
（
書
）
虧
實
錄
。〔
榮
〕
緖
煩
而
寡
要
、〔
行
〕
思
勞
而
少
功
。
叔
寧
課
虛
、
滋
味
同
於
畫
餅
。
子
雲
學
海
、
涓

滴
堙
於
涸
流
。
處
叔
不
預
於
中
興
、
法
盛
莫
通
於
創
業
。
洎
乎
于
（
干
）・
陸
・
曹
・
鄧
、
略
紀
帝
王
。
鸞
・
盛
・
廣
・
松
（
謙
）、
纔
編
載
記
。
其

文
旣
野
、
其
事
罕
傳
。
遂
使
典
午
清
髙
（
塵
）、
韜
（
韞
）
遺
芳
於
簡
册
。
金
行
曩
誌
、
闕
繼
美
於
驪
騵
。
遐
想
寂
寥
、
深
爲
歎
息
。
宜
令
修
國
史
所

更
撰
晉
書
、
詮
次
舊
聞
（
文
）、
裁
成
義
類
、
俾
夫
湮
落
之
誥
、
咸
使
發
明
。
其
所
須
可
依
修
五
代
史
故
事
。
若
少
學
士
、
亦
量
事
追
取
。

 

　
「
鸞
・
盛
・
廣
・
松
（
謙
）、
纔
編
載
記
」
の
「
松
」
字
に
つ
い
て
、
中
華
書
局
本
『
晉
書
』
は
「
訟
」
に
つ
く
る
が
、
余
嘉
錫
『
四
庫
提
要
辨
證
』
卷

三
に
據
れ
ば
、
こ
れ
は
「
謙
」
の
誤
り
で
、
劉
謙
之
を
指
す
。

⑤　

一
般
に
い
う
十
八
家
晉
史
の
內
譯
は
右
の
通
り
。
い
ず
れ
も
す
で
に
散
佚
し
て
い
る
が
、
清
の
湯
球
や
黃
奭
に
よ
る
輯
本
が
あ
る
。

 

九
家
晉
書
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〔
晉
〕
王
隱
『
晉
書
』
九
十
三
卷
（
湯
球
輯
本
十
一
卷
）

〔
晉
〕
虞
預
『
晉
書
』
四
十
四
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
晉
〕
朱
鳳
『
晉
書
』
十
四
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
宋
〕
何
法
盛
『
晉
中
興
書
』
七
十
八
卷
（
湯
球
輯
本
七
卷
）

〔
宋
〕
謝
靈
運
『
晉
書
』
三
十
六
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
齊
〕
臧
榮
緖
『
晉
書
』
一
百
一
十
卷
（
湯
球
輯
本
十
七
卷
・
補
遺
一
卷
）

〔
梁
〕
蕭
子
雲
『
晉
書
』
一
百
二
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
梁
〕
蕭
子
顯
『
晉
書
草
』
三
十
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
梁
〕
沈
約
『
晉
書
』
一
百
一
十
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

 

九
家
晉
紀

〔
晉
〕
陸
機
『
晉
紀
』
四
卷
（
湯
球
輯
本
）

〔
晉
〕
干
寶
『
晉
紀
』
二
十
三
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
晉
〕
曹
嘉
之
『
晉
紀
』（
湯
球
輯
本
三
卷
）

〔
晉
〕
鄧
粲
『
晉
紀
』
十
一
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
晉
〕
孫
盛
『
晉
陽
秋
』
三
十
二
卷
（
湯
球
輯
本
三
卷
）

〔
晉
〕
徐
廣
『
晉
紀
』
四
十
五
卷
（
黃
奭
輯
本
一
卷
）

〔
宋
〕
劉
謙
之
『
晉
紀
』
二
十
三
卷
（
湯
球
輯
本
一
卷
）

〔
宋
〕
王
韶
之
『
晉
紀
』
十
卷
（
黃
奭
輯
本
一
卷
）

〔
宋
〕
郭
季
産
『
續
晉
紀
』
五
卷
（
黃
奭
輯
本
一
卷
）

 

　

湯
球
の
輯
本
は
光
緖
年
間
に
廣
雅
書
局
か
ら
『
晉
書
輯
本
』
四
十
二
卷
（
史
學
叢
書
で
は
『
九
家
舊
晉
書
輯
本
』。
臧
榮
緖
晉
書
十
七
卷
・
補
遺
一
卷
、

王
隱
晉
書
十
一
卷
、
虞
預
晉
書
一
卷
、
朱
鳳
晉
書
一
卷
、
謝
靈
運
晉
書
一
卷
、
蕭
子
雲
晉
書
一
卷
、
蕭
子
顯
晉
史
草
一
卷
、
沈
約
晉
書
一
卷
、
何
法
盛
晉

中
興
書
七
卷
・
晉
諸
公
別
傳
一
卷
）、『
晉
紀
輯
本
』
五
卷
（
干
寶
晉
紀
一
卷
、
陸
機
晉
紀
一
卷
、
陸
機
惠
帝
起
居
注
一
卷
、
曹
嘉
之
晉
紀
一
卷
、
鄧
粲
晉

紀
一
卷
、
劉
謙
之
晉
紀
一
卷
、
裴
松
之
晉
紀
一
卷
）、『
漢
晉
春
秋
輯
本
』
四
卷
（
習
鑿
齒
漢
晉
春
秋
三
卷
、
杜
延
業
晉
春
秋
一
卷
）
が
あ
る
。

 

　

黃
奭
の
輯
本
は
光
緖
十
九
年
に
漢
學
堂
叢
書
の
一
と
し
て
、『
衆
家
晉
史
』（
裴
松
之
晉
紀
、
蕭
子
雲
晉
書
、
蕭
景
暢
晉
史
草
、
沈
約
晉
書
・
晉
錄
・
晉

要
事
・
晉
朝
雜
事
・
建
武
故
事
・
晉
世
譜
、
李
軌
晉
泰
始
起
居
注
、
李
軌
晉
咸
寧
起
居
注
、
李
軌
晉
泰
康
起
居
注
、
晉
山
陵
故
事
、
晉
武
帝
起
居
注
、
晉

永
安
起
居
注
、
晉
建
武
起
居
注
、
晉
太
興
起
居
注
、
李
軌
晉
咸
和
起
居
注
、
晉
咸
康
起
居
注
、
晉
康
帝
起
居
注
、
晉
永
和
起
居
注
、
晉
孝
武
帝
起
居
注
、

晉
太
元
起
居
注
、
晉
隆
安
起
居
注
、
晉
義
熙
起
居
注
、
三
國
志
注
引
晉
書
、
世
說
注
引
晉
書
、
文
選
注
引
晉
紀
、
北
堂
書
鈔
引
晉
紀
、
初
學
記
引
晉
紀
、

羣
書
治
要
所
載
晉
書
、
白
帖
引
晉
紀
）
が
あ
る
。

⑥　

謝
沈
『
晉
書
』
に
つ
い
て
は
、『
隋
書
』
經
籍
志
に
は
見
え
な
い
が
、『
晉
書
』
卷
八
二
・
謝
沈
傳
に
「
何
充
・
庾
冰
並
稱
沈
有
史
才
、

著
作
郞
、
撰
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晉
書
三
十
餘
卷
」
と
み
え
る
。「
行
思
」
は
彼
の
字
。

⑦　
『
舊
唐
書
』
卷
六
六
・
房
玄
齡
傳

 

　
　

  
尋
與
中
書
侍
郞
褚
遂
良
受
詔
重
撰
晉
書
、
於
是
奏
取
太
子
左
庶
子
許
敬
宗
・
中
書
舍
人
來
濟
・
著
作
郞
陸
元
仕
劉
子
翼
・
前
雍
州
刺
史
令
狐
德

・

太
子
舍
人
李
義
府
薛
元
超
・
起
居
郞
上
官
儀
等
八
人
、
分
功
撰
錄
、
以
臧
榮
緖
晉
書
爲
主
、
參
考
諸
家
、
甚
爲
詳
洽
。
然
史
官
多
是
文
詠
之
士
、
好

採
詭
謬
碎
事
、
以
廣
異
聞
。
又
所
評
論
、
競
爲
綺
豔
、
不
求
篤
實
、
由
是
頗
爲
學
者
所
譏
。

⑧　
『
史
通
』
卷
五
、
內
篇
、
採
撰
第
十
五

 

　
　

  

晉
世
雜
書
、
諒
非
一
族
、
若
語
林
・
世
說
・
幽
明
錄
・
搜
神
記
之
徒
、
其
所
載
或
詼
諧
小
辨
、
或
神
鬼
怪
物
。
其
事
非
聖
、
揚
雄
所
不
觀
。
其
言
亂

神
、
宣
尼
所
不
語
。
唐
朝
所
撰
晉
史
、
多
採
以
爲
書
。
夫
以
干
・
鄧
之
所
糞
除
、
王
・
虞
之
所
糠
粃
、
持
爲
逸
史
、
用
補
前
傳
、
此
何
異
魏
朝
之
撰

皇
覽
、
梁
世
之
修
徧
略
、
務
多
爲
美
、
聚
博
爲
功
、
雖
取
說
小
人
、
終
見
嗤
於
君
子
矣

⑨　

初
唐
の
歷
史
編
纂
事
業
と
劉
知
幾
『
史
通
』
に
つ
い
て
は
、
稲
葉
一
郞
『
中
國
史
學
史
の
硏
究
』（
京
都
大
學
學
術
出
版
會
、
二
〇
〇
六
年
。
第
三
部
。

初
出
は
同
『
中
國
の
歷
史
思
想
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
。
第
四
章
））
に
詳
說
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
增
井
經
夫
『
史
通
―
唐
代
の
歷
史
觀
』（
平
凡

社
、
一
九
六
六
年
）
の
翻
譯
は
今
な
お
色
褪
せ
な
い
。『
史
通
』
に
お
け
る
唐
修
『
晉
書
』
批
判
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
陳
得
媛
「
劉
知
幾
《
史
通
》

對
于
唐
初
撰
修
《
晉
書
》
的
批
評
」（『
鄭
州
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
五
〇
（
一
）、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

⑩　

晉
書
音
義
序

 

　
　

  

晉
書
音
義
、
余
內
弟
東
京
處
士
何
超
字
令
升
之
所
纂
也
。
令
升
、
卽
仲
舅
商
州
府
君
之
子
。
惟
我
仲
舅
、
實
蘊
多
才
。
強
學
懿
文
、
紹
興
門
範
。
剖

符
行
節
、
弘
闡
帝
猷
。
雖
位
望
兼
崇
、
大
名
猶
鬱
、
而
增
脩
益
振
、
餘
慶
方
鍾
。
確
爾
專
精
、
深
期
克
復
。
時
之
未
與
、
衣
冠
之
嗣
曷
沈
。
道
在
則

聞
、
儒
素
之
風
自
遠
。
不
隕
其
業
、
斯
爲
得
歟
。
處
士
弟
約
以
優
閑
、
溺
於
墳
史
。
嘗
訝
晉
室
之
典
、
未
昭
其
音
、
思
欲
發
揮
前
人
、
啓
迪
後
進
。

由
是
博
考
諸
傳
、
綜
覽
羣
言
、
硏
覆
異
同
、
撰
成
音
義
。
亦
足
以
暢
先
皇
旨
趣
、
爲
學
者
司
南
。
式
敘
其
由
、
勸
成
其
美
。
三
都
尙
隱
、
思
旌
擅
洛

之
文
。
五
等
迴
封
、
遠
愧
平
吳
之
績
。
巨
唐
天
寶
六
載
、
天
王
左
史
弘
農
楊
齊
宣
字
正
衡
序
。

⑪　

明
清
時
代
に
お
け
る
『
晉
書
』
硏
究
は
、
王
傳
奇
「
明
清
兩
朝
《
晉
書
》
硏
究
之
比
較
」（『
求
索
』
二
〇
一
二
―
二
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
清
代

の
も
の
は
白
雪
松
「
乾
嘉
學
者
《
晉
書
》
硏
究
論
析
」（『
遼
寧
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
三
九
―
一
、二
〇
一
一
年
）
に
詳
し
い
。
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⑫　
『
清
德
宗
實
錄
』
卷
三
一
一
・
光
緖
十
八
年
五
月
戊
午
（
一
日
）
條

 
　
　

上
御
太
和
殿
傳
臚
。
授
一
甲
三
人
劉
福
姚
爲
翰
林
院
修
撰
、
吳
士
鑑
・
陳
伯
陶
、
爲
編
修
。
賜
進
士
及
第
。

 
『
清
德
宗
實
錄
』
卷
四
六
五
・
光
緖
二
十
六
年
六
月
壬
午
（
十
二
日
）
條

 

　
　

侍
讀
載
昌
爲
湖
北
郷
試
正
考
官
。
編
修
吳
士
鑑
爲
副
考
官
。

 

『
清
德
宗
實
錄
』
卷
四
七
二
・
光
緖
二
十
六
年
九
月
戊
寅
（
十
日
）
條

 

　
　

編
修
吳
士
鑑
提
督
江
西
學
政
。

 

こ
の
ほ
か
、
注
⑬
の
鄒
氏
論
文
で
は
會
典
館
漢
文
總
校
、
武
英
殿
總
纂
に
充
て
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
史
料
を
確
認
し
て
い
な
い
。

⑬　
『
清
史
稿
』
の
成
立
と
そ
こ
に
お
け
る
吳
士
鑑
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
鄒
愛
蓮
「《
清
史
稿
》
纂
修
始
末
硏
究
」（『
清
史
硏
究
』
二
〇
〇
七
年
一
期
）
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑭　

李
玉
安
・
黃
正
雨
『
中
國
藏
書
家
通
典
』（
中
國
國
際
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
參
照
。

⑮　

こ
の
本
は
封
面
に
鄭
孝
胥
の
手
に
な
る
「
戊
辰
孟
春　

晉
書

注　

孝
胥
」
と
、「
吳
興
劉
氏
嘉
業
堂
刊
」
と
の
木
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
民
國
十
七
年
の

正
月
に
劉
承
幹
の
嘉
業
堂
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
。
一
般
に
『
晉
書

注
』
と
い
え
ば
藝
文
印
書
館
の
注
疏
本
二
十
五
史
シ
リ
ー
ズ
が

最
も
手
に
取
り
易
い
が
、
こ
ち
ら
の
封
面
に
は
鄭
沅
の
題
耑
と
と
も
に
「
著
雍
執
徐
之
歳
刊
於
京
師
」
と
の
木
記
が
あ
る
か
ら
戊
辰
（
一
九
二
八
年
）
に

京
師
で
刊
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
兩
者
は
書
影
が
酷
似
し
て
い
る
た
め
、
後
者
（
京
師
刊
本
）
は
前
者
（
嘉
業
堂
本
）
を
京
師
で

覆
刻
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑯　

應
劭
：
字
は
仲
瑗
（『
後
漢
書
』
で
は
仲
遠
、『
隷
續
』
卷
一
二
「
劉
寛
碑
陰
門
生
名
」・『
漢
官
儀
』
で
は
仲
瑗
）。
生
卒
年
不
詳
。
汝
南
南
頓
の
人
。
漢

書
に
註
し
た
人
物
。『
隋
書
』
經
籍
志
に
「『
漢
書
集
解
音
義
』
二
十
四
卷
〈
應
劭
撰
〉」
父
の
應
奉
は
司
隸
校
尉
。『
後
漢
書
』
本
傳
に
據
れ
ば
、
幼
少
よ

り
「
篤
學
、
博
覽
多
聞
」
で
あ
り
、
靈
帝
の
時
に
孝
廉
に
推
擧
さ
れ
、
車
騎
將
軍
何
苗
に
辟
さ
れ
て
掾
と
な
っ
た
。
蕭
縣
縣
令
、
御
史
營
令
。
熹
平
二

（
一
七
三
）
年
に
は
郞
官
と
な
り
、
六
年
に
は
汝
南
主
簿
と
な
る
。
中
平
六
（
一
八
四
）
年
、
泰
山
太
守
。
初
平
二
（
一
九
一
）
年
、
曹
操
の
命
を
奉
じ
て

曹
嵩
を
送
る
も
、
陶
謙
が
先
に
到
り
、
曹
嵩
が
殺
さ
れ
る
。
應
劭
は
曹
操
に
罪
せ
ら
れ
る
こ
と
を
怖
れ
、
袁
紹
に
投
じ
、
袁
紹
の
軍
謀
校
尉
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、

縣
に
て
卒
し
た
。『
後
漢
書
』
卷
四
八
に
立
傳
。
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⑰　

服
虔
：
字
は
子
愼
。
初
名
は
重
、
ま
た
祇
と
改
名
し
、
後
に
虔
と
名
乘
っ
た
、
河
南
滎
陽
の
人
。
生
卒
年
不
詳
。
鄭
玄
の
『
左
傳
』
注
解
の
資
料
を
攝

取
し
て
『
春
秋
左
氏
傳
解
誼
』
を
著
わ
し
た
。
孝
廉
に
擧
げ
ら
れ
た
の
ち
、
中
平
年
間
に
は
九
江
太
守
を
拜
し
、
病
没
す
る
ま
で
に
賦
・
碑
・
誄
・
書
記
・

連
珠
・
九
憤
な
ど
十
餘
篇
を
遺
し
た
と
傳
わ
る
。『
後
漢
書
』
卷
七
九
下
に
立
傳
。

⑱　

顏
師
古
：
顏
籕
、
字
は
師
古
。
雍
州
萬
年
の
人
。
北
周
の
顏
之
推
の
孫
。
若
く
し
て
家
業
を
繼
ぎ
、「
羣
書
を
博
覽
し
、
尤
け
詁
訓
に
精
に
し
て
、
屬
文

を
善
く
」
し
た
。
隋
の
仁
壽
年
間
、
尙
書
左
丞
李
綱
の
推
薦
で
安
養
尉
を
授
け
ら
れ
た
が
、
事
に
坐
し
て
免
ぜ
ら
れ
長
安
に
歸
り
、
そ
こ
か
ら
十
年
に
わ

た
り
、
教
授
を
生
業
と
し
た
。
髙
祖
李
淵
が
起
義
す
る
と
、
長
春
宮
に
謁
見
し
、
朝
散
大
夫
を
授
け
ら
れ
、
平
京
城
に
從
い
、
燉
煌
公
府
文
學
を
拜
し
、

起
居
舍
人
に
う
つ
り
、
中
書
舍
人
に

っ
て
、
機
密
を
掌
る
よ
う
に
な
る
。
當
時
、
制
誥
は
皆
な
顏
師
古
の
手
に
な
っ
た
。
太
宗
が
踐
祚
す
る
と
、
中
書

侍
郞
に
抜
擢
さ
れ
、
琅
邪
縣
男
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
太
宗
は
師
古
に
祕
書
省
に
て
五
經
を
考
定
さ
せ
、
貞
觀
三
年
に
定
本
を
上
奏
す
る
。
貞
觀
七
年
に
は
秘

書
少
監
を
拜
し
、
諸
本
を
校
訂
し
た
。
貞
觀
十
一
年
に
は
『
大
唐
五
禮
』
百
卷
の
撰
定
に
與
り
、
翌
十
二
年
に
は
孔
穎
逹
ら
に
よ
る
『
五
經
正
義
』
撰
定

に
關
わ
る
。
ま
た
貞
觀
十
五
年
に
は
皇
太
子
承
乾
の
命
に
よ
り
『
漢
書
』
の
注
を
作
る
。『
舊
唐
書
』
卷
七
五
、『
新
唐
書
』
卷
一
九
八
に
立
傳
。

⑲　

李
賢
：
唐
髙
宗
の
第
六
皇
子
、
母
は
則
天
武
后
。『
舊
唐
書
』
卷
八
六
に
立
傳
。
永
徽
六
（
六
五
五
）
年
、
潞
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
顯
慶
元
（
六
五
六
）
年

に
は
岐
州
刺
史
に

り
、
雍
州
牧
・
幽
州
都
督
を
加
え
ら
る
。
龍
朔
元
（
六
六
一
）
年
、
沛
王
に
う
つ
り
、
揚
州
都
督
を
加
え
ら
れ
る
。
龍
朔
二
年
、
揚

州
大
都
督
を
加
え
ら
れ
る
。
麟
德
二
（
六
六
五
）
年
に
は
右
衞
大
將
軍
を
加
え
ら
れ
る
。
咸
亨
三
（
六
七
二
）
年
、
德
と
改
名
し
、
上
元
元
（
六
七
四
）

年
に
は
賢
に
戾
す
。
上
元
二
年
に
孝
敬
皇
帝
が
薨
ず
る
と
、
六
月
、
立
太
子
さ
れ
る
。
當
時
の
學
者
太
子
左
庶
子
張
大
安
・
太
子
洗
馬
劉
訥
言
・
洛
州
司

戶
格
希
元
・
學
士
許
叔
牙
・
成
玄
一
・
史
藏
諸
・
周
寶
寧
等
と
と
も
に
、
范
曄
『
後
漢
書
』
に
注
し
た
。
の
ち
に
廢
太
子
の
憂
き
目
に
あ
い
、
自
殺
を
逼

ら
れ
三
十
二
年
の
生
涯
を
終
え
る
が
、
章
懷
太
子
と
諡
さ
れ
る
。

⑳　

司
馬
貞
：
初
唐
の
學
者
。『
史
記
索
隱
』
を
編
纂
。
兩
唐
書
に
傳
が
な
く
、『
史
記
索
隱
』
序
に
「
朝
散
大
夫
國
子
博
士
弘
文
館
學
士
河
內
司
馬
貞
」
と

あ
る
の
み
。

㉑　

張
守
節
：
初
唐
の
學
者
。『
史
記
正
義
』
を
編
纂
。
兩
唐
書
に
傳
が
な
く
、『
史
記
正
義
』
序
に
「
諸
王
侍
讀
宣
議
郞
守
右
清
道
率
府
長
史
張
守
節
」
と

あ
る
の
み
。

㉒　

述
造
：
著
作
を
い
う
。
曹
丕
「
與
吳
質
書
」
に
「
頃
何
以
自
娛
、
頗
復
有
所
述
造
否
。」
と
み
え
る
。
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㉓　

蔚
：
茂
盛
な
樣
子
。「
蔚
爲
大
觀
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。『
宋
書
』
隱
逸
傳
・
陶
潛
傳
で
は
「
渾
渾
長
源
、
蔚
蔚
洪
柯
。
群
川
載
導
、
衆
條
載
羅
」
な

ど
と
み
え
る
。

㉔　

鉅
製
：
巨
著
・
大
著
を
い
う
。
用
例
は
多
々
あ
る
が
、
曾
國
藩
が
「
鄧
湘
皋
先
生
墓
表
」
で
「
鉅
製
零
章
、
甄
采
略
盡
、
爲
沅
湘
耆
舊
集
二
百
卷
」
と

鄧
顯
鶴
を
評
し
て
い
た
り
、『
清
史
稿
』
禮
志
一
に
「
髙
宗
御
定
『
三
禮
義
疏
』、
網
羅
議
禮
家
言
、
折
衷
至
當
、
雅
號
鉅
製
」
と
み
え
る
あ
た
り
が
わ
か

り
や
す
い
。

㉕　

當
塗
：「
當
塗
髙
」
は
漢
代
の
讖
書
に
お
け
る
隱
語
。
三
國
魏
を
指
す
。『
後
漢
書
』
袁
術
傳
に
「
又
少
見
讖
書
、
言
『
代
漢
者
當
塗
髙
』、
自
云
名
字
應

之
」
と
あ
り
、
章
懷
太
子
注
に
「
當
塗
髙
者
、
魏
也
」
と
あ
る
。
ま
た
『
三
國
志
』
魏
志
文
帝
紀
の
「
肅
承
天
命
」
裴
注
に
「
太
史
丞
許
芝
條
魏
代
漢
見

讖
緯
于
魏
王
曰
、「（
…
中
略
…
）
故
白
馬
令
李
雲
上
事
曰
、『
許
昌
氣
見
於
當
塗
髙
、
當
塗
髙
者
當
昌
於
許
』。
當
塗
髙
者
、
魏
也
。
象
魏
者
、
兩
觀
闕
是

也
。
當
道
而
髙
大
者
魏
。」
と
み
え
る
。

㉖　

徵
引
：
引
用
や
引
證
の
こ
と
。

㉗　

典
午
：「
司
馬
」
を
指
す
隱
語
。
ま
た
晉
朝
を
指
す
。『
三
國
志
』
蜀
志
・

周
傳
に
「
周
語
次
、
因
書
版
示
立
曰
、『
典
午
忽
兮
、
月
酉
沒
兮
』。
典
午

者
、
謂
司
馬
也
。
月
酉
者
、
謂
八
月
也
。
至
八
月
而
文
王
果
崩
」
と
あ
る
。

㉘　

河
洛
：
本
來
、
黃
河
と
洛
水
を
指
す
が
、
こ
こ
で
は
洛
陽
を
指
す
。『
文
選
』
班
固
「
西
都
賦
」
に
「
蓋
聞
皇
漢
之
初
經
營
也
、
嘗
有
意
乎
都
河
洛
矣
。」

と
あ
り
、
李
善
注
に
「
東
都
有
河
南
洛
陽
、
故
曰
河
洛
也
。」
と
み
え
る
。

㉙　

秣
陵
：
南
京
周
邊
の
古
稱
。
そ
の
沿
革
は
『
通
典
』
州
郡
一
二
・
古
揚
州
下
に
「
江
寧
。
本
名
金
陵
。
秦
始
皇
改
爲
秣
陵
。
漢
丹
陽
縣
在
此
。
建
安
十
六

年
、
吳
改
爲
建
業
。
晉
武
平
吳
、
還
爲
秣
陵
、
又
分
秣
陵
立
臨
江
縣
。
二
年
、
改
臨
江
爲
江
寧
。
三
年
、
分
秣
陵
水
北
立
建
業
、
避
愍
帝
諱
、
改
爲
建
康
。

後
又
分
置
同
夏
縣
。
隋
平
陳
、

三
縣
、
置
江
寧
縣
、
又
置
蔣
州
、
後
廢
。
大
唐
初
、
復
爲
蔣
州
、
尋
廢
爲
江
寧
縣
。
有
鍾
山
・
蔣
山
・
石
頭
城
・
玄
武

湖
・
石
頭
鎭
。」
と
み
え
る
。

㉚　

實
錄
：『
漢
書
』
卷
六
二
・
司
馬

傳
に
「
然
自
劉
向
・
揚
雄
博
極
羣
書
、
皆
稱

有
良
史
之
材
、
服
其
善
序
事
理
、
辨
而
不
華
、
質
而
不
俚
、
其
文

直
、
其
事
核
、
不
虛
美
、
不
隱
惡
、
故
謂
之
實
錄
」
と
あ
り
、
應
劭
注
に
「
言
其
錄
事
實
」
と
あ
る
。
王
先
謙
集
解
が
「
自
唐
後
、
每
帝
修
實
錄
、
義
取

於
此
」
と
い
う
よ
う
に
、
後
に
史
書
の
一
體
と
な
る
『
實
錄
』
の
出
典
に
も
な
る
表
現
。
こ
こ
で
は
、
唐
修
『
晉
書
』
の
成
立
を
「
洎
乎
貞
觀
、
始
成
實
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錄
」
と
表
現
し
て
い
る
。

㉛　

詮
次
：
選
擇
と
編
排
を
。
詮
は
「
銓
」
に
通
ず
。
韓
愈
「
進
順
宗
皇
帝
實
錄
表
狀
」
に
「
史
官
沈
傳
師
等
採
事
得
於
傳
聞
、
詮
次
不
精
、
致
有
差
誤
。」

と
あ
る
。

32　

敬
播
：
蒲
州
河
東
の
人
。
貞
觀
年
間
に
進
士
に
舉
せ
ら
れ
、
秘
書
內
省
に
て
顏
師
古
・
孔
穎
逹
の
も
と
で
『
隋
書
』
編
纂
に
携
わ
る
。『
隋
書
』
完
成
の

後
、
著
作
郞
に
う
つ
り
、
修
國
史
を
兼
任
。
許
敬
宗
と
と
も
に
『
髙
祖
實
錄
』『
太
宗
實
錄
』
の
編
纂
を
行
い
、
そ
の
功
に
よ
り
太
子
司
議
郞
に
う
つ
る
。

房
玄
齡
か
ら
は
良
史
の
才
を
「
陳
壽
の
流
」
と
稱
え
ら
れ
た
。『
舊
唐
書
』
卷
一
三
九
上
、
儒
學
傳
上
に
立
傳
。

33　

敘
例
：『
史
通
』
外
篇
・
巻
一
二
・
古
今
正
史
第
二
に

 

　
　

  

皇
家
貞
觀
中
、
有
詔
以
前
後
晉
〈
一
脫
「
晉
」
字
〉。
史
十
有
八
家
、
制
作
雖
多
、
未
能
盡
善
、
乃
敕
史
官
更
加
纂
錄
。
採
正
典
與
雜
或
作
「
舊
」。

說
數
十
餘
部
、
兼
引
僞
史
十
六
國
書
、
爲
紀
十
、
志
二
十
、
列
傳
七
十
、
載
記
三
十
、
並
敘
例
・
目
錄
合
爲
百
三
十
二
卷
。
自
是
言
晉
史
者
、
皆
棄

其
舊
本
、
內
有
編
年
體
、
並
棄
之
矣
。
竟
從
新
撰
者
焉
。

 

と
あ
り
、唐
修
『
晉
書
』
に
は
も
と
も
と
「
敘
例
」
と
「
目
錄
」
各
一
卷
が
附
屬
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
が
、『
舊
唐
書
』
藝
文
志
の
段
階
で
す
で
に
百
三
十

卷
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
早
い
段
階
で
散
逸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
錢
大
昕
『
十
駕
齋
養
新
錄
』
卷
六
で
は
、『
史
通
』
各
篇

か
ら
敘
例
の
佚
文
を
拾
っ
て
い
る
。

 

『
史
通
』
內
篇
・
卷
四
・
序
例

 

　
　

案
皇
朝
『
晉
書
』
例
云
、「
凡
天
子
廟
號
、
唯
書
於
卷
末
」。（
…
中
略
…
）

 

　
　

又
、
晉
齊
史
例
皆
云
、「
坤
道
卑
柔
、
中
宮
不
可
爲
紀
、
今
編
同
列
傳
、
以
戒
牝
雞
之
晨
」。

 

『
史
通
』
外
篇
・
卷
十
七
・
雜
說
中
第
八

 

　
　

皇
家
諸
學
士
撰
『
晉
書
』、
首
發
凡
例
、
而
云
「
班
『
漢
』
皇
后
除
王
呂
之
外
、
不
爲
作
傳
、
並
編
敘
行
事
、
寄
出
外
戚
篇
」。

34　

：

と
も
。
著
作
中
に
お
い
て
他
人
の
著
作
を
思
い
の
ま
ま
に
割
裂
し
引
用
す
る
こ
と
を
指
す
。

 

劉
攽
『
中
山
詩
話
』

 

　
　

  

祥
符
・
天
禧
中
、
楊
大
年
・
錢
文
僖
・
晏
元
獻
・
劉
子
儀
以
文
章
立
朝
、
爲
詩
皆
宗
尙
李
義
山
、
號
「
西
崑
體
」、
後
進
多
竊
義
山
語
句
。
賜
宴
、
優
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人
有
爲
義
山
者
、
衣
服
敗
敝
、
告
人
曰
「
我
爲
諸
館
職
撏
撦
至
此
」。
聞
者
懽
笑
。

35　

孴
緝
：「

孴
」
か
。

孴
は
非
常
に
多
い
樣
子
。『
文
選
』
王
延
壽
「
魯
靈
光
殿
賦
」
に
「
芝

羅
以

孴
、
枝

杈

而
斜
據
」
と
あ
り
、
李
善

注
に
「

孴
、
衆
貌
」
と
あ
る
。

36　

罅
漏
：
疏
漏
、
遺
漏
、
漏
洞
の
意
。
韓
愈
「
進
學
解
」
に
「
補
苴
罅
漏
、
張
皇
幽
眇
。」
と
あ
り
、
ま
た
『
宋
史
』
卷
一
六
六
、
杜
範
傳
に
「
考
封
樁
國

用
出
入
之
數
、
而
補
窒
其
罅
漏
。
求
鹽
筴
楮
幣
變
更
之
目
、
而
斟
酌
其
利
害
。」
と
み
え
、
錢
大
昕
『
十
駕
齋
養
新
錄
』
十
六
國
春
秋
に
は
「
今
本
有
敘
事

而
無
贊
論
、
此
其
罅
漏
之
顯
然
者
。」
と
あ
る
。

37　

闚
測
：
う
か
が
い
は
か
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
硏
究
す
る
こ
と
を
指
す
。
曾
鞏
「
自
福
州
召
判
太
常
寺
上
殿
札
子
」

 

　
　

其
淵
謀
遠
略
、
必
中
事
幾
、
善
訓
嘉
謨
、
可
爲
世
則
者
、
傳
聞
下
土
、
雖
僅
得
其
一
二
、
已
足
以
度
越
衆
慮
、
非
可
闚
測
、
可
謂
有
君
人
之
大
德
。

38　

翰
怡
京
卿
：「
翰
怡
」
は
劉
承
幹
の
號
。
劉
承
幹
は
吳
興
縣
南
潯
鎭
の
人
。
字
は
貞
一
、
號
は
翰
怡
・
求
恕
居
土
な
ど
。
晚
年
は
嘉
業
老
人
と
稱
し
た
。

藏
書
家
、
刻
書
家
と
し
て
著
名
で
、
幼
年
よ
り
潯
溪
書
院
に
學
ん
だ
。
光
緖
三
十
一
（
一
九
〇
五
）
年
、
秀
才
に
合
格
し
、
宣
統
年
間
に
各
地
の
災
害
に

銀
三
萬
兩
の
義
捐
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
分
部
郞
中
、
四
品
卿
銜
、
四
品
京
堂
を
得
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
友
人
た
ち
か
ら
「
京
卿
」
と
呼
ば
れ
た
。

39　

商
榷
：「
商
搉
」
と
も
。
商
討
・
斟
酌
す
る
こ
と
。『
文
選
』
左
思
「
吳
都
賦
」
に
「
剖
判
庶
士
、
商
搉
萬
俗
」
と
あ
り
、
劉
逵
注
に
「『
廣
雅
』
曰
、

「
商
、
度
也
」。「
搉
、
粗
略
也
」。
言
商
度
其
粗
略
」
と
あ
る
。

40　

十
八
家
之
史
：
い
わ
ゆ
る
「
十
八
家
晉
史
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
「
は
じ
め
に
」
お
よ
び
注
⑤
を
參
照
の
こ
と
。

41　
『
北
堂
書
鈔
』：〔
唐
〕
虞
世
南
撰
。「
北
堂
」
は
秘
書
省
の
後
堂
で
、
虞
世
南
が
隋
の
秘
書
郞
で
あ
っ
た
と
き
に
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
卷
帙
は
『
隋
書
』

經
籍
志
で
は
一
七
四
卷
、『
新
唐
書
』
藝
文
志
・『
郡
齋
讀
書
志
』
で
は
一
七
三
卷
と
さ
れ
る
が
、『
玉
海
』
引
『
中
興
館
閣
書
目
』・『
宋
史
』
藝
文
志
お
よ

び
現
行
本
は
一
六
〇
卷
。
現
存
最
古
の
類
書
で
、
詩
文
作
製
の
語
句
を
諸
書
中
よ
り
拔
粹
し
、
分
類
し
て
な
ら
べ
て
あ
る
。
版
本
と
し
て
、
萬
曆
二
十
八

年
の
序
を
も
つ
明
刊
本
（
常
熟
陳
禹
謨
校
本
）
が
あ
る
が
、
錢
曾
『
讀
書
敏
求
記
』
に
「
世
行
北
堂
書
鈔
、
攙
亂
增
改
、
無
從
訂
正
。
向
聞
嘉
禾
收
藏
家

有
原
本
、
尋
訪
十
餘
年
而
始
得
、
繙
閱
之
、
令
人
心
目
朗
然
」
と
あ
る
。
四
庫
全
書
本
も
こ
れ
を
底
本
と
す
る
。
弊
會
で
は
光
緖
十
四
年
に
孔
廣
陶
が 

孫

星
衍
等
の
・
嚴
可
均
・
王
引
之
・
顧
廣
圻
ら
の
未
完
校
本
に
校
勘
補
註
を
施
し
て
出
版
し
た
南
海
孔
氏
三
十
有
三
萬
卷
堂
校
注
重
刻
陶
宗
儀
傳
鈔
宋
本

（『
唐
代
四
大
類
書
』
清
華
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
所
收
影
印
）
を
用
い
た
。
虞
世
南
に
つ
い
て
は
『
舊
唐
書
』
卷
七
二
・『
新
唐
書
』
卷
一
〇
二
に



立命館東洋史學　第 43號

182

立
傳
。

42　
『
藝
文
類
聚
』：〔
唐
〕
歐
陽
詢
撰
。
一
百
卷
。
武
德
七
年
成
書
。
種
々
の
事
柄
・
文
章
を
諸
書
よ
り
拔
粹
し
、
四
六
部
・
七
二
七
細
目
に
分
け
て
列
舉
し

て
あ
る
。
版
本
と
し
て
、
上
海
圖
書
館
藏
宋
紹
興
刻
本
が
あ
り
、
そ
の
缺
頁
を
明
胡
纘
宗
刻
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
一
九
五
九
年
の
中
華
書
局
本
が
あ
り
、

そ
の
影
印
（『
唐
代
四
大
類
書
』
清
華
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
。
所
收
影
印
）
を
用
い
た
。

43　
『
太
平
御
覽
』：〔
宋
〕
李
昉
等
撰
。
太
平
興
國
二

－

八
年
編
纂
。
原
名
は
『
太
平
總
類
』
と
い
い
、
太
宗
の
御
覽
に
供
し
た
こ
と
か
ら
今
名
に
改
め
ら
れ

た
。
五
五
部
・
五
四
二
六
類
目
に
細
分
し
、
各
目
に
諸
書
の
記
事
を
拔
粹
し
て
分
類
排
列
し
て
あ
る
。
序
に
據
れ
ば
、
北
齊
の
『
修
文
殿
御
覽
』、
唐
の

『
藝
文
類
聚
』『
文
思
博
要
』
な
ど
旣
出
の
類
書
か
ら
多
く
採
ら
れ
て
い
る
。
版
本
と
し
て
は
日
本
藏
の
南
宋
慶
元
五
年
蜀
刻
殘
本
九
四
五
卷
が
あ
り
、
そ

の
缺
頁
を
別
の
宋
本
で
補
っ
た
『
四
部
叢
刊
三
編
』（
一
九
三
五
年
）
所
收
景
宋
本
が
あ
り
、
そ
の
重
印
本
（
中
華
書
局
、
一
九
六
〇
年
）
を
參
照
し
た
。

44　

載
筆
：
文
具
を
携
帯
し
て
王
事
を
記
錄
す
る
こ
と
。『
禮
記
』
曲
禮
上
に
「
史
載
筆
、
士
載
言
」
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
「
筆
、
謂
書
具
之
屬
」
と
あ
り
、

孔
穎
逹
疏
に
「
史
、
謂
國
史
、
書
錄
王
事
者
。
王
若
舉
動
、
史
必
書
之
。
王
若
行
往
、
則
史
載
書
具
而
從
之
也
」
と
あ
る
。

45　

干
・
鄧
・
徐
・
曹
諸
紀
：
干
寶
・
鄧
粲
・
徐
廣
・
曹
嘉
之
の
『
晉
紀
』
を
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
輯
本
に
つ
い
て
は
、
注
⑤
參
照
。

46　

孫
氏
『
陽
秋
』：
孫
盛
に
よ
る
『
晉
陽
秋
』
三
十
二
卷
を
指
す
。『
五
代
史
志
』
經
籍
志
二
・
古
史
に
「
晉
陽
秋
三
十
二
卷
〈
訖
哀
帝
。
孫
盛
撰
。〉」
と

あ
る
。
す
で
に
散
佚
し
て
い
る
。
輯
本
に
つ
い
て
は
注
⑤
參
照
。

47　

評
騭
：
評
定
す
る
こ
と
。
柳
宗
元
「
柳
常
侍
行
狀
」
に
「
敢
用
評
騭
舊
行
、
敷
贊
遺
風
。」
と
あ
り
、
集
注
に
「
童
宗
說
曰
、『
說
文
』
云
、
騭
、
定
也
、

升
也
。
騭
、
音
質
。」
と
あ
る
。

48　

劉
義
慶
（
四
〇
三
―
四
四
四
）：
劉
宋
の
皇
族
（
武
帝
劉
裕
の
甥
）。『
世
說
新
語
』
の
撰
者
。

49　

郭
澄
之
：
字
は
仲
靜
、
太
原
陽
曲
の
人
。『
晉
書
』
卷
九
二
・
文
苑
傳
に
立
傳
。『
郭
子
』
の
撰
者
。『
五
代
史
志
』
經
籍
志
三
・
小
說
に
「
郭
子
三
卷

〈
東
晉
中
郞
郭
澄
之
撰
。〉」
と
あ
る
。

50　

裴
啓
：『
語
林
』
の
撰
者
。『
五
代
史
志
』
經
籍
志
三
・
小
說
に
「
語
林
十
卷
〈
東
晉
處
士
裴
啓
撰
。
亡
。〉」
と
あ
る
。

51　

參
互
：
相
互
に
參
證
す
る
こ
と
。『
周
禮
』
天
官
、
司
會
に
「
以
參
互
攷
日
成
。」
と
あ
り
、
賈
公
彥
疏
に
「
相
參
交
互
考
一
日
之
成
。」
と
あ
る
。

52　

耑
緖
：「
耑
」
は
「
端
」
の
假
借
。
端
緖
を
い
う
。
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53　

裴
注
陳
志
：「
裴
」
は
裴
松
之
、「
陳
」
は
陳
壽
、「
志
」
は
『
三
國
志
』。
す
な
わ
ち
、
裴
松
之
が
陳
壽
の
『
三
國
志
』
に
注
し
た
際
の
こ
と
を
指
す
。

54　

虞
・
歐
・
徐
・
李
諸
家
類
書
：
虞
は
『
北
堂
書
鈔
』
の
撰
者
虞
世
南
、
歐
は
『
藝
文
類
聚
』
の
撰
者
歐
陽
詢
、
徐
は
『
初
學
記
』
の
撰
者
徐
堅
、
李
は

『
太
平
御
覽
』
の
編
纂
に
參
與
し
た
李
昉
を
指
す
。

55　

碎
金
：
精
美
簡
短
な
詩
文
の
た
と
え
。『
世
說
新
語
』
文
學
篇
に
「
桓
公
見
謝
安
石
作
簡
文
謚
議
、
看
竟
、
擲
與
坐
上
諸
客
、
曰
「
此
是
安
石
碎
金
」。」

と
み
え
る
。

56　

田
融
・
車
頻
之
書
、
和
苞
・
龜
龍
之
記
：
田
融
『
趙
書
』、
車
頻
『
秦
書
』、
和
苞
『
漢
趙
記
』、
段
龜
龍
『
涼
記
』
を
指
す
。
そ
れ
ぞ
れ
『
隋
書
』
經
籍

志
、
霸
史
條
に
み
え
る
。

 

　
　

趙
書
十
卷
〈
一
曰
二
石
集
、
記
石
勒
事
。
僞
燕
太
傅
長
史
田
融
撰
。〉

 

　
　

漢
趙
記
十
卷
〈
和
苞
撰
。〉

 

　
　

涼
記
十
卷
〈
記
呂
光
事
。
僞
涼
著
作
佐
郞
段
龜
龍
撰
。〉

 

車
頻
『
秦
書
』
は
經
籍
志
に
は
記
述
が
見
ら
れ
な
い
が
、『
世
說
新
語
』
の
注
や
『
太
平
御
覽
』
に
佚
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、い
ず
れ
の
書
も
散
逸
し
て

い
る
が
湯
球
『
三
十
國
春
秋
輯
本
』
に
佚
文
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

57　

蕭
方
等
・
羊
堅
之
春
秋
：
蕭
方
等
所
撰
の
霸
史
『
三
十
國
春
秋
』
を
指
す
。『
隋
書
』
經
籍
志
、
霸
史
に
「
三
十
國
春
秋
三
十
一
卷
〈
梁
湘
東
世
子
蕭
方

等
撰
。〉」
と
み
え
、
ま
た
羊
堅
の
『
三
十
國
春
秋
』
に
つ
い
て
は
『
北
堂
書
抄
』
卷
一
三
九
に
「
羊
堅
等
『
三
十
國
春
秋
』」
と
み
え
る
。

58　

爬
梳
剔
抉
：
整
理
し
て
選
擇
す
る
こ
と
。『
宋
史
』
律
曆
志
十
四
に
「
建
安
布
衣
蔡
元
定
著
『
律
呂
新
書
』、
朱
熹
稱
其
超
然
遠
覽
、
奮
其
獨
見
、
爬
梳

剔
抉
、
參
互
考
尋
。」
と
み
え
る
。「
爬
梳
」
は
繁
亂
し
た
も
の
を
整
え
て
條
理
す
る
こ
と
。

 

韓
愈
「
送
鄭
尙
書
序
」
に
「
蜂
屯
蟻
雜
、
不
可
爬
梳
。」
と
あ
る
。
剔
抉
は
剔

抉
擇
す
る
こ
と
。
韓
愈
「
進
學
解
」
に
「
爬
羅
剔
抉
、
刮
垢
磨
光
。」
と

み
え
る
。

59　

左
驗
：
證
據
の
意
。『
漢
書
』
楊
惲
傳
に
「
事
下
廷
尉
。
廷
尉
定
國
考
問
、
左
驗
明
白
。」
と
あ
り
、
顏
師
古
注
に
「
左
、
證
左
也
。
言
當
時
在
其
左
右

見
此
事
者
也
。」
と
あ
る
。

60　

崔
鴻
之
書
：
崔
鴻
『
十
六
國
春
秋
』
を
指
す
。
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61　

阮
：

康
・
阮
籍
を
指
す
。
い
ず
れ
も
竹
林
の
七
賢
に
か
ぞ
え
ら
れ
る
。

62　

荀
彧
：
字
は
文
若
、
潁
川
潁
陰
の
人
。
曹
操
の
右
腕
と
し
て
活
躍
。『
三
國
志
』
卷
十
、『
後
漢
書
』
卷
七
十
に
立
傳
。

63　

劉
穆
之
：
字
は
道
和
、
東
莞
莒
の
人
。
漢
の
齊
悼
惠
王
肥
の
後
裔
。『
宋
書
』
卷
四
二
に
立
傳
。

64　

王
育
：
字
は
伯
春
、
京
兆
の
人
。
こ
の
一
文
の
指
す
と
こ
ろ
は
『
晉
書
』
卷
八
九
、
忠
義
、
王
育
傳
に
み
え
る
。

 

　
　

  

王
育
字
伯
春
、
京
兆
人
也
。
少
孤
貧
、
爲
人
傭
牧
羊
、
每
過
小
學
、
必
歔
欷
流
涕
。
時
有
暇
、
卽
折
蒲
學
書
、
忘
而
失
羊
、
爲
羊
主
所
責
、
育
將
鬻

己
以
償
之
。
同
郡
許
子
章
、
敏
逹
之
士
也
、
聞
而
嘉
之
、
代
育
償
羊
、
給
其
衣
食
、
使
與
子
同
學
、
遂
博
通
經
史
。
身
長
八
尺
餘
、
鬚
長
三
尺
、
容

貌
絕
異
、
音
聲
動
人
。
子
章
以
兄
之
子
妻
之
、
爲
立
別
宅
、
分
之
資
業
、
育
受
之
無
愧
色
。
然
行
己
任
性
、
頗
不
偶
俗
。
妻
喪
、
弔
之
者
不
過
四
五

人
、
然
皆
郷
閭
名
士
。

 

　
　

  

太
守
杜
宣
命
爲
主
簿
。
俄
而
宣
左

萬
年
令
、
杜
令
王
攸
詣
宣
、
宣
不
迎
之
、
攸
怒
曰
、「
卿
往
爲
二
千
石
、
吾
所
敬
也
。
今
吾
儕
耳
、
何
故
不
見

迎
。
欲
以
小
雀
遇
我
、
使
我
畏
死
鷂
乎
」。
育
執
刀
叱
攸
曰
、「
君
辱
臣
死
、
自
昔
而
然
。
我
府
君
以
非
罪
黜
降
、
如
日
月
之
蝕
耳
、
小
縣
令
敢
輕
辱

吾
君
。
汝
謂
吾
刀
鈍
邪
、
敢
如
是
乎
」。
前
將
殺
之
。
宣
懼
、
跣
下
抱
育
、
乃
止
。
自
此
知
名
。

 

　
　

  

司
徒
王
渾
辟
爲
掾
、
除
南
武
陽
令
。
爲
政
清
約
、
宿
盜
逃
奔
他
郡
。

州
督
護
。
成
都
王
穎
在

、
又
以
育
爲
振
武
將
軍
。
劉
元
海
之
爲
北
單
于
、

育
說
穎
曰
、「
元
海
今
去
、
育
請
爲
殿
下
促
之
、
不
然
、
懼
不
至
也
」。
穎
然
之
、
以
育
爲
破
虜
將
軍
。
元
海
遂
拘
之
、
其
後
以
爲
太
傅
。

65　

元
海
：
漢
の
建
國
者
劉
淵
。
唐
修
『
晉
書
』
に
お
い
て
は
、
髙
祖
李
淵
の
諱
を
避
け
て
字
の
元
海
で
表
記
さ
れ
る
。『
晉
書
』
卷
一
〇
一
に
載
記
。

66　

韋
忠
：
字
は
子
節
、
平
陽
の
人
。『
晉
書
』
卷
八
九
・
忠
義
・
韋
忠
傳

 

　
　

  

韋
忠
。
字
子
節
、
平
陽
人
也
。
少
慷
慨
、
有
不
可
奪
之
志
。
好
學
博
通
、
性
不
虛
諾
。
閉
門
修
己
、
不
交
當
世
、
每
至
吉
凶
、
親
表
贈
遺
、
一
無
所

受
。
年
十
二
、
喪
父
、
哀
慕
毀
悴
、
杖
而
後
起
。
司
空
裴
秀
弔
之
、
匍
匐
號
訴
、
哀
慟
感
人
。
秀
出
而
告
人
曰
、「
此
子
長
大
必
爲
佳
器
。」
歸
而
命

子
頠
造
焉
。
服

、
遂
廬
於
墓
所
。
頠
慕
而
造
之
、
皆
託
行
不
見
。
家
貧
、
藜

不
充
、
人
不
堪
其
憂
、
而
忠
不
改
其
樂
。
頠
爲
僕
射
、
數
言
之
於

司
空
張
華
、
華
辟
之
、
辭
疾
不
起
。
人
問
其
故
、
忠
曰
、「
吾
茨
簷
賤
士
、
本
無
宦
情
。
且
茂
先
華
而
不
實
、
裴
頠
慾
而
無
厭
、
棄
典
禮
而
附
賊
后
、

若
此
、
豈
大
丈
夫
之
所
宜
行
邪
。
裴
常
有
心
託
我
、
常
恐
洪
濤
蕩
嶽
、
餘
波
見
漂
、
況
可
臨
尾
閭
而
闚
沃
焦
哉
」。

 

　
　

  

太
守
陳
楚
迫
爲
功
曹
。
會
山
羌
破
郡
、
楚
攜
子
出
走
、
賊
射
之
、
中
三
創
。
忠
冒
刃
伏
楚
、
以
身
捍
之
、
泣
曰
、「
韋
忠
願
以
身
代
君
、
乞
諸
君
哀
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之
。」
亦
遭
五
矢
。
賊
相
謂
曰
、「
義
士
也
」。
舍
之
。
忠
於
是
負
楚
以
歸
。
後
仕
劉
聰
、
爲
鎭
西
大
將
軍
、
平
羌
校
尉
、
討
叛
羌
、
矢
盡
、
不
屈
節
而

死
。

67　

劉
敏
元
：
字
は
道
光
、
北
海
の
人
。『
晉
書
』
卷
八
九
・
忠
義
・
劉
敏
元
傳

 

　
　

  
劉
敏
元
。
字
道
光
、
北
海
人
也
。
厲
己
修
學
、
不
以
險
難
改
心
。
好
星
曆
陰
陽
術
數
、
潛
心
易
・
太
玄
、
不
好
讀
史
、
常
謂
同
志
曰
、「
誦
書
當
味
義

根
、
何
爲
費
功
於
浮
辭
之
文
。
易
者
、
義
之
源
、
太
玄
、
理
之
門
、
能
明
此
者
、
卽
吾
師
也
」。

 

　
　

  

永
嘉
之
亂
、
自
齊
西
奔
。
同
縣
管
平
年
七
十
餘
、
隨
敏
元
而
西
、
行
及
滎
陽
、
爲
盜
所
劫
。
敏
元
已
免
、
乃
還
謂
賊
曰
、「
此
公
孤
老
、
餘
年
無
幾
、

敏
元
請
以
身
代
、
願
諸
君
舍
之
」。
賊
曰
、「
此
公
於
君
何
親
」。
敏
元
曰
、「
同
邑
人
也
。
窮
窶
無
子
、
依
敏
元
爲
命
。
諸
君
若
欲
役
之
、
老
不
堪
使
、

若
欲
食
之
、
復
不
如
敏
元
、
乞
諸
君
哀
也
」。
有
一
賊
瞋
目
叱
敏
元
曰
、「
吾
不
放
此
公
、
憂
不
得
汝
乎
」。
敏
元
奮
劍
曰
、「
吾
豈
望
生
邪
。
當
殺
汝

而
後
死
。
此
公
窮
老
、
神
祇
尙
當
哀
矜
之
。
吾
親
非
骨
肉
、
義
非
師
友
、
但
以
見
投
之
故
、
乞
以
身
代
。
諸
大
夫
慈
惠
、
皆
有
聽
吾
之
色
、
汝
何
有

靦
面
目
而
發
斯
言
」。
顧
謂
諸
盜
長
曰
、「
夫
仁
義
何
常
、
寧
可
失
諸
君
子
。
上
當
爲
髙
皇
・
光
武
之
事
、
下
豈
失
爲
陳
項
乎
。
當
取
之
由
道
、
使
所

過
稱
詠
威
德
、
柰
何
容
畜
此
人
以
損
盛
美
。
當
爲
諸
君
除
此
人
、
以
成
諸
君
霸
王
之
業
」。
前
將
斬
之
。
盜
長
遽
止
之
、
而
相
謂
曰
、「
義
士
也
。
害

之
犯
義
」。
乃
俱
免
之
。
後
仕
劉
曜
、
爲
中
書
侍
郞
・
太
尉
長
史
。

68　

錢
氏
大
昕
謂
、「
當
見
諸
載
記
」：
錢
大
昕
『
十
駕
齋
養
新
錄
』
卷
四
・
列
女
條
に

 

　
　

  

晉
書
、
以
僭
僞
諸
國
別
爲
載
記
。
前
涼
張
氏
・
西
涼
李
氏
、
不
失
臣
節
、
仍
歸
列
傳
。
此
史
例
之
善
者
也
。
至
如
劉
聰
妻
劉
・
苻
堅
妻
張
・
苻
登
妻

毛
・
慕
容
垂
妻
段
等
、
守
義
不
汚
、
自
當
附
于
載
記
。
其
家
旣
非
晉
臣
、
又
非
晉
詔
所
褒
、
以
風
馬
牛
不
相
及
之
人
、
與
中
邦
巾
幗
同
爲
一
科
、
於

限
斷
之
法
、
何
枉
敬
播
。
諸
人
難
免
師
心
自
用
之
譏
矣
。
張
天
錫
・
李
暠
、
本
爲
晉
臣
其
妻
妾
入
于
晉
之
列
女
、
是
爲
允
當
、
不
當
與
劉
・
苻
・
慕

容
一

而
論
也
。

 

と
み
え
る
。
晉
の
臣
下
の
妻
と
、
五
胡
諸
國
の
妻
を
同
じ
列
女
傳
に
な
ら
べ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
錢
大
昕
も
否
定
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
序
原
文
の
「
當
見
諸
載
記
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
條
の
內
容
を
指
す
。

69　

拔
圍
亮
遁
：
こ
れ
は
『
晉
書
』
卷
一
・
宣
帝
紀
の
以
下
の
部
分
を
指
す
。

 

　
　

亮
屯
鹵
城
、
據
南
北
二
山
、
斷
水
爲
重
圍
。
帝
攻
拔
其
圍
、
亮
宵
遁
、
追
擊
破
之
、
俘
斬
萬
計
。
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70　

漢
晉
春
秋
所
言
正
與
相
反
：『
漢
晉
春
秋
』
に
お
け
る
關
係
部
分
は
以
下
の
通
り
。

 
『
漢
晉
春
秋
』
卷
二

 

　
　

  
建
興
九
年
二
月
伐
魏
。
亮
圍
祁
山
、
招
鮮
卑
軻
比
能
、
比
能
等
至
故
北
地
石
城
以
應
亮
。
於
是
魏
大
司
馬
曹
眞
有
疾
。
司
馬
宣
王
自
荊
州
入
朝
、
魏

明
帝
曰
、「
西
方
事
重
、
非
君
若
可
付
者
」。
乃
使
西
屯
長
安
、
都
督
張

、
費
耀
、
戴
陵
、
郭
淮
等
。
宣
王
使
耀
、
陵
留
精
兵
四
千
守
上

、
餘
衆

悉
出
西
救
祁
山
。

欲
分
兵
駐
雍
・
、
宣
王
曰
、「
料
前
軍
能
獨
當
之
者
、
將
軍
言
是
也
。
若
不
能
當
而
分
爲
前
後
、
此
楚
之
三
軍
所
以
爲
黥
布
禽

也
」。
遂
追
。
亮
分
兵
留
攻
、
自
逆
宣
王
於
上

。
郭
淮
費
耀
等
徼
亮
、
亮
破
之
、
因
大
芟
刈
其
麥
、
與
宣
王
遇
於
上

之
東
、
斂
兵
依
險
、
軍
不
得

交
、
亮
引
兵
而
還
、
宣
王
尋
亮
至
於
鹵
城
。
張

曰
、「
彼
遠
來
逆
我
、
我
請
戰
不
得
、
謂
我
利
在
不
戰
、
欲
以
長
計
制
之
也
。
且
祁
山
知
大
軍
以
在

近
、
人
情
自
固
、
可
止
屯
於
此
、
分
爲
奇
兵
、
示
出
其
後
、
不
宜
進
前
而
不
敢
逼
、
坐
失
民
望
也
。
今
亮
懸
軍
食
少
、
亦
行
去
矣
」。
宣
王
不
從
、
故

尋
亮
。
旣
至
、
又
登
山
掘
營
、
不
肯
戰
。
賈

・
魏
平
數
請
戰
、
因
曰
、「
公
畏
蜀
如
畏
虎
、
柰
天
下
笑
何
」。
宣
王
病
之
。
諸
將
咸
請
戰
。
五
月
辛

已
、
乃
使
張

攻
無
當
監
何
平
於
南
圍
。
自
案
中
道
向
亮
。
亮
使
魏
延
・
髙
翔
・
吳
班
赴
拒
、
大
破
之
。
獲
甲
首
三
千
級
、
衣
鎧
五
千
領
、
角
弩

三
千
一
百
張
、
宣
王
還
保
營
。

71　

習
氏
：
こ
こ
で
は
『
漢
晉
春
秋
』
の
撰
者
習
鑿
齒
を
指
す
。

72　
『
長
歷
（
曆
）』：
乾
隆
帝
の
避
諱
に
よ
る
。
杜
預
所
撰
の
『
春
秋
長
曆
』
を
指
す
。
原
書
は
早
に
失
わ
れ
た
が
、『
晉
書
』
卷
一
八
・
律
曆
志
下
・
春
秋

長
曆
條
に
一
部
保
存
さ
れ
て
い
る
。

73　

翔
實
：
詳
盡
確
實
の
意
。
翔
は
「
詳
」
に
通
じ
る
。『
漢
書
』
西
域
傳
序
に
「
自
宣
・
元
後
、
單
于
稱
藩
臣
、
西
域
服
從
、
其
土
地
山
川
・
王
侯
戶
數
・

道
里
遠
近
翔
實
矣
」
と
あ
り
、
顏
師
古
注
に
「
翔
與
詳
同
、
假
借
用
耳
」
と
あ
る
。

74　

沈
約
（
四
四
一
―
五
一
三
）：
六
朝
時
代
の
文
學
者
・
政
治
家
。『
宋
書
』
の
撰
者
。
字
は
休
文
。
吳
興
武
康
の
人
。
南
朝
宋
か
ら
齊
に
仕
え
、
御
史
中

丞
と
な
る
が
、
梁
の
武
帝
卽
位
に
協
力
し
、
そ
の
後
は
尙
書
僕
射
、
侍
中
と
し
て
活
躍
。
詩
人
と
し
て
は
、
謝
朓
・
任
昉
ら
と
と
も
に
、
齊
の
竟
陵
王
蕭

子
良
に
招
か
れ
た
「
竟
陵
八
友
」
の
中
心
。「
四
聲
八
病
說
」
を
唱
え
、「
永
明
體
」
と
呼
ば
れ
る
詩
の
音
律
の
法
則
を
規
定
し
、
そ
の
實
踐
に
努
め
た
。

『
宋
書
』
自
序
の
ほ
か
、『
梁
書
』
卷
一
三
に
立
傳
。

75　

徵
信
：『
禮
記
』
中
庸
の
「
上
な
る
も
の
は
善
と
雖
も
徵

し
る
し

無
し
、
徵
無
け
れ
ば
信
ぜ
ら
れ
ず
（
上
焉
者
雖
善
無
徵
、
無
徵
不
信
）」
と
い
う
句
に
由
來
し
、
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も
と
「
徵
」
は
明
か
な
證
據
を
い
う
。
清
朝
考
證
學
を
象
徵
す
る
言
葉
で
、
證
據
を
出
し
て
明
ら
か
に
示
す
、
信
賴
に
た
る
こ
と
を
徵し
め

す
こ
と
を
い
う
。

76　

李
淳
風
：
岐
州
雍
の
人
。
貞
觀
年
間
に
活
躍
し
た
天
文
家
。
天
文
、
曆
算
、
陰
陽
の
學
に
明
る
く
、
髙
祖
朝
の
改
曆
に
携
わ
っ
た
傅
仁
均
の
曆
議
を
批

判
し
、
將
仕
郞
（
從
九
品
文
散
官
）
待
遇
で
太
史
局
に
入
り
、
貞
觀
七
（
六
三
三
）
年
、
黃
道
環
・
赤
道
環
・
白
道
環
よ
り
な
る
三
辰
儀
を
備
え
た
「
渾

天
儀
」
を
作
る
。
ま
た
前
代
渾
儀
得
失
の
差
を
論
じ
た
『
法
象
志
』
七
卷
を
上
奏
し
た
。
太
宗
は
こ
れ
を
褒
め
、
そ
の
儀
を
凝
暉
閣
に
置
き
、
承
務
郞
を

加
授
し
た
。
貞
觀
十
五
（
六
四
一
）
年
、
太
常
博
士
、
つ
い
で
太
史
丞
と
な
り
、『
晉
書
』
お
よ
び
『
五
代
史
志
』
の
修
撰
に
あ
ず
か
り
、
天
文
・
律
曆
・

五
行
志
を
作
る
。
貞
觀
二
十
二
（
六
四
八
）
年
、
太
史
令
に

る
。
顯
慶
元
（
六
五
六
）
年
に
は
修
國
史
の
功
に
よ
り
昌
樂
縣
男
に
封
ぜ
ら
れ
る
。
ま
た

國
子
監
算
學
博
士
梁
述
・
太
學
助
教
王
眞
儒
ら
と
詔
を
受
け
て
五
曹
・
孫
子
十
部
算
經
を
注
解
。
完
成
す
る
と
髙
宗
は
國
學
に
行
用
せ
し
め
た
。
龍
朔
二

（
六
六
二
）
年
、
祕
閣
郞
中
と
な
る
。
日
本
の
儀
鳳
曆
の
元
と
な
る
「
麟
德
曆
」
を
作
成
す
る
。
咸
亨
年
間
に
六
十
九
で
卒
し
た
。『
舊
唐
書
』
卷
七
九
・

『
新
唐
書
』
卷
二
〇
四
、
方
技
傳
に
立
傳
。

77　

推
重
：
推
許
尊
重
の
意
。
權
德
輿
「
奉
和
許
閣
老
酬
淮
南
崔
十
七
端
公
見
寄
」
に
「
文
辟
嘗
推
重
、
單
辭
忽
受
誣
。」
と
み
え
る
。

78　

丁
氏
國
鈞
：
丁
國
鈞
。
江
蘇
常
熟
の
人
。
字
は
秉
衡
、
號
は
秉
衡
居
士
。
室
名
は
荷
香
館
。

 

『
清
史
稿
』
卷
一
四
六
、
藝
文
二
、
史
部
、
正
史

 

　
　
『
補
晉
書
藝
文
志
』
四
卷
、『
晉
書
校
文
』
五
卷
。
丁
國
鈞
撰
。

79　

盧
氏
文
弨
：
盧
文
弨
。
餘
姚
の
人
。
字
は
召
弓
、
室
名
を
抱
經
堂
と
い
い
、
自
ら
校
勘
し
た
書
籍
は
『
抱
經
堂
叢
書
』
と
し
て
名
髙
い
。
傳
記
史
料
と

し
て
は
『
清
史
稿
』
卷
四
八
一
・
儒
林
傳
內
の
本
傳
の
ほ
か
、
段
玉
裁
に
よ
る
「
翰
林
院
侍
読
學
士
盧
公
墓
誌
銘
」（『
經
韵
楼
集
』
卷
八
）
な
ど
。

80　

こ
れ
は
『
晉
書
』
卷
三
六
・
衞
恆
傳
に
引
く
『
四
體
書
勢
』
に
「
漢
武
時
、
魯
恭
王
壞
孔
子
宅
、
得
尙
書
・
春
秋
・
論
語
・
孝
經
。」
と
あ
る
こ
と
を
指

す
。

81　
『
六
藝
論
』：
鄭
玄
所
撰
の
『
六
藝
論
』。
經
學
の
著
作
。
す
で
に
散
佚
し
て
お
り
、
今
は
輯
本
が
十
種
遺
る
の
み
。
皮
錫
瑞
『
六
藝
論
疏
證
』
な
ど
が
注

釋
と
し
て
名
髙
い
。

82　

王
隱
對
祖
納
之
言
、
旣
見
納
傳
、
復
見
隱
傳
：
こ
こ
に
み
え
る
王
隱
と
祖
納
の
や
り
と
り
は
以
下
の
通
り
。

 

『
晉
書
』
卷
六
二
、
祖
納
傳
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後
爲
中
護
軍
・
太
子
詹
事
、
封
晉
昌
公
。
以
洛
下
將
亂
、
乃
避
地
東
南
。
元
帝
作
相
、
引
爲
軍
諮
祭
酒
。
納
好

棊
、
王
隱
謂
之
曰
、「
禹
惜
寸
陰
、

不
聞
數
棊
。」
對
曰
、「
我
亦
忘
憂
耳
。」
隱
曰
、「
蓋
聞
古
人
遭
逢
、
則
以
功
逹
其
道
、
若
其
不
遇
、
則
以
言
逹
其
道
。
古
必
有
之
、
今
亦
宜
然
。
當

晉
未
有
書
、
而
天
下
大
亂
、
舊
事
蕩
滅
、
君
少
長
五
都
、
遊
宦
四
方
、
華
裔
成
敗
、
皆
當
聞
見
、
何
不
記
述
而
有
裁
成
。
應
仲
遠
作
風
俗
通
、
崔
子

眞
作
政
論
、
蔡
伯
喈
作
勸
學
篇
、
史
游
作
急
就
章
、
猶
皆
行
於
世
、
便
成
沒
而
不
朽
。
僕
雖
無
才
、
非
志
不
立
、
故
疾
沒
世
而
無
聞
焉
、
所
以
自
強

不
息
也
。
況
國
史
明
乎
得
失
之
跡
、
俱
取
散
愁
、
此
可
兼
濟
、
何
必
圍
棊
然
後
忘
憂
也
。」
納
喟
然
歎
曰
、「
非
不
悅
子
之
道
、
力
不
足
耳
。」
乃
言
之

於
帝
曰
、「
自
古
小
國
猶
有
史
官
、
況
於
大
府
、
安
可
不
置
。」
因
舉
隱
、
稱
「
清
純
亮
直
、
學
思
沈
敏
、
五
經
羣
史
多
所
綜
悉
、
且
好
學
不
倦
、
從

善
如
流
。
若
使
修
著
一
代
之
典
、
褒
貶
與
奪
、
誠
一
時
之
儁
也
。」
帝
以
問
記
室
參
軍
鍾
雅
、
雅
曰
、「
納
所
舉
雖
有
史
才
、
而
今
未
能
立
也
。」
事
遂

停
。
然
史
官
之
立
、
自
納
始
也
。

 

『
晉
書
』
卷
八
二
、
王
隱
傳

 

　
　

  

建
興
中
、
過
江
、
丞
相
軍
諮
祭
酒
涿
郡
祖
納
雅
相
知
重
。
納
好
博

、
每
諫
止
之
。
納
曰
、「
聊
用
忘
憂
耳
。」
隱
曰
、「
蓋
古
人
遭
時
、
則
以
功
逹
其

道
。
不
遇
、
則
以
言
逹
其
才
、
故
否
泰
不
窮
也
。
當
今
晉
未
有
書
、
天
下
大
亂
、
舊
事
蕩
滅
、
非
凡
才
所
能
立
。
君
少
長
五
都
、
游
宦
四
方
、
華
夷

成
敗
皆
在
耳
目
、
何
不
述
而
裁
之
。
應
仲
遠
作
風
俗
通
、
崔
子
眞
作
政
論
、
蔡
伯
喈
作
勸
學
篇
、
史
游
作
急
就
章
、
猶
行
於
世
、
便
爲
沒
而
不
朽
。

當
其
同
時
、
人
豈
少
哉
。
而
了
無
聞
、
皆
由
無
所
述
作
也
。
故
君
子
疾
沒
世
而
無
聞
、
易
稱
自
強
不
息
、
況
國
史
明
乎
得
失
之
跡
、
何
必
博

而
後

忘
憂
哉
。」
納
喟
然
歎
曰
、「
非
不
悅
子
之
道
、
力
不
足
也
。」
乃
上
疏
薦
隱
。
元
帝
以
草
創
務
殷
、
未
遑
史
官
、
遂
寢
不
報
。

83　

李
雄
告
張

之
語
、
旣
見
張
駿
傳
、
復
見
載
記
：
こ
こ
に
み
え
る
李
雄
と
張
淳
の
や
り
と
り
は
以
下
の
通
り
。

 

『
晉
書
』
卷
八
六
、
張
駿
傳

 

　
　

  

先
是
、
駿
遣
傅
穎
假
道
于
蜀
、
通
表
京
師
。
李
雄
弗
許
。
駿
又
遣
治
中
從
事
張
淳 

稱
藩
于
蜀
、
託
以
假
道
焉
。
雄
大
悅
。
雄
又
有
憾
於
南
氐
楊
初
、

淳
因
說
曰
、「
南
氐
無
狀
、
屢
爲
邊
害
、
宜
先
討
百
頃
、
次
平
上

。
二
國

勢
、
席
卷
三
秦
、
東
清
許
洛
、
掃
氛
燕
趙
、
拯
二
帝
梓
宮
於
平
陽
、
反

皇
輿
於
洛
邑
、
此
英
霸
之
舉
、
千
載
一
時
。
寡
君
所
以
遣
下
臣
冒
險
通
誠
、
不
遠
萬
里
者
、
以
陛
下
義
聲
遠
播
、
必
能
愍
寡
君
勤
王
之
志
。
天
下
之

善
一
也
、
惟
陛
下
圖
之
。」
雄
怒
、
僞
許
之
、
將
覆
淳
於
東
峽
。
蜀
人
橋
贊
密
以
告
淳
。
淳
言
於
雄
曰
、「
寡
君
使
小
臣
行
無
迹
之
地
・
通
百
蠻
之
域
・

萬
里
表
誠
者
、
誠
以
陛
下
義
矜
勠
力
之
臣
、
能
成
人
之
美
節
故
也
。
若
欲
殺
臣
者
、
當
顯
於
都
市
、
宣
示
衆
目
、
云
涼
州
不
忘
舊
義
、
通
使
琅
邪
、
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爲
表
忠
誠
、
假
途
於
我
、
主
聖
臣
明
、
發
覺
殺
之
。
當
令
義
聲
遠
著
、
天
下
畏
威
。
今
盜
殺
江
中
、
威
刑
不
顯
、
何
足
以
揚
休
烈
、
示
天
下
也
。」
雄

大
驚
曰
、「
安
有
此
邪
。
當
相
放
還
河
右
耳
。」
雄
司
隸
校
尉
景
騫
言
於
雄
曰
、「
張
淳
壯
士
、
宜
留
任
之
。」
雄
曰
、「
壯
士
豈
爲
人
留
、
且
可
以
卿
意

觀
之
。」
騫
謂
淳
曰
、「
卿
體
大
、
暑
熱
、
可
且
遣
下
吏
、
少
住
須
涼
。」
淳
曰
、「
寡
君
以
皇
輿
幽
辱
、
梓
宮
未
反
、
天
下
之
恥
未
雪
、
蒼
生
之
命
倒

懸
、
故
遣
淳
來
、
表
誠
大
國
。
所
論
事
重
、
非
下
吏
能
傳
。
若
下
吏
所
了
者
、
則
淳
本
亦
不
來
。
雖
有
火
山
湯
海
、
無
所
辭
難
、
豈
寒
暑
之
足
避
哉
。」

雄
曰
、「
此
人
矯
矯
、
不
可
得
用
也
。」
厚
禮
遣
之
。
謂
淳
曰
、「
貴
主
英
名
蓋
世
、
土
險
兵
盛
、
何
不
稱
帝
自
娛
一
方
。」
淳
曰
、「
寡
君
以
乃
祖
乃
父

世
濟
忠
良
、
未
能
雪
天
人
之
大
恥
、
解
衆
庶
之
倒
懸
、
日
昃
忘
食
、
枕
戈
待
旦
。
以
琅
邪
中
興
江
東
、
故
萬
里
翼
戴
、
將
成
桓
文
之
事
、
何
言
自
娛

邪
。」
雄
有
慚
色
、
曰
、「
我
乃
祖
乃
父
亦
是
晉
臣
、
往
與
六
郡
避
難
此
都
、
爲
同
盟
所
推
、
遂
有
今
日
。
琅
邪
若
能
中
興
大
晉
於
中
州
者
、
亦
當
率

衆
輔
之
。」
淳
還
至
龍
鶴
、
募
兵
通
表
、
後
皆
逹
京
師
、
朝
廷
嘉
之
。

 

『
晉
書
』
卷
一
二
一
、
李
雄
載
記

 

　
　

  

雄
以
中
原
喪
亂
、
乃
頻
遣
使
朝
貢
、
與
晉
穆
帝
分
天
下
。
張
駿
領
秦
梁
。
先
是
、
遣
傅
穎
假
道
于
蜀
、
通
表
京
師
、
雄
弗
許
。
駿
又
遣
治
中
從
事
張

淳
稱
藩
于
蜀
、
託
以
假
道
。
雄
大
悅
、
謂
淳
曰
、「
貴
主
英
名
蓋
世
、
土
險
兵
強
、
何
不
自
稱
帝
一
方
。」
淳
曰
、「
寡
君
以
乃
祖
世
濟
忠
良
、
未
能
雪

天
下
之
恥
、
解
衆
人
之
倒
懸
、
日
昃
忘
食
、
枕
戈
待
旦
。
以
琅
邪
中
興
江
東
、
故
萬
里
翼
戴
、
將
成
桓
文
之
事
、
何
言
自
取
邪
！
」
雄
有
慚
色
、
曰
、

「
我
乃
祖
乃
父
亦
是
晉
臣
、
往
與
六
郡
避
難
此
地
、
爲
同
盟
所
推
、
遂
有
今
日
。
琅
邪
若
能
中
興
大
晉
於
中
夏
、
亦
當
率
衆
輔
之
。」
淳
還
、
通
表
京

師
、
天
子
嘉
之
。

84　

齊
王
冏
之
奏
、
張
華
・
解
系
兩
傳
悉
錄
：
こ
こ
に
い
う
齊
王
冏
の
上
奏
は
以
下
の
通
り
。

 

『
晉
書
』
卷
三
六
、
張
華
傳

 

　
　

冏
於
是
奏
曰
、

 

　
　
　
　

  

臣
聞
興
微
繼
絕
、
聖
王
之
髙
政
。
貶
惡
嘉
善
、
春
秋
之
美
義
。
是
以
武
王
封
比
干
之
墓
、
表
商
容
之
閭
、
誠
幽
明
之
故
有
以
相
通
也
。
孫
秀
逆

亂
、
滅
佐
命
之
國
、
誅
骨
鯁
之
臣
、
以

喪
王
室
。
肆
其
虐
戾
、
功
臣
之
後
、
多
見
泯
滅
。
張
華
・
裴
頠
各
以
見
憚
取
誅
於
時
、
解
系
・
解
結

同
以
羔
羊
並
被
其
害
、
歐
陽
建
等
無
罪
而
死
、
百
姓
憐
之
。
今
陛
下
更
日
月
之
光
、
布
維
新
之
命
、
然
此
等
諸
族
未
蒙
恩
理
。
昔
欒
郤
降
在

隸
、
而
春
秋
傳
其
違
。
幽
王
絕
功
臣
之
後
、
棄
賢
者
子
孫
、
而
詩
人
以
爲
刺
。
臣
備
忝
在
職
、
思
納
愚
誠
。
若
合
聖
意
、
可
令
羣
官
通
議
。
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議
者
各
有
所
執
、
而
多
稱
其
冤
。
壯
武
國
臣
竺
道
又
詣
長
沙
王
、
求
復
華
爵
位
、
依
違
者
久
之
。

 
『
晉
書
』
卷
六
十
、
解
系
傳

 

　
　

  
後
齊
王
冏
起
義
時
、
以
裴
・
解
爲
冤
首
。
倫
・
秀
旣
誅
、
冏
乃
奏
曰
、

 

　
　
　
　

  
臣
聞
興
微
繼
絕
、
聖
主
之
髙
政
。
貶
惡
嘉
善
、
春
秋
之
美
談
。
是
以
武
王
封
比
干
之
墓
、
表
商
容
之
閭
、
誠
幽
明
之
故
有
以
相
通
也
。
孫
秀
逆

亂
、
滅
佐
命
之
國
、
誅
骨
鯁
之
臣
、
以

喪
王
室
、
肆
其
虐
戾
、
功
臣
之
後
、
多
見
泯
滅
。
至
如 

張
華
・
裴
頠
、
各
以
見
憚
取
誅
於
時
、
系
・

結
同
以
羔
羊
被
害
、
歐
陽
建
等
無
罪
而
死
、
百
姓
憐
之
。
陛
下
更
日
月
之
光
照
、
布
惟
新
之
明
命
、
然
此
等
未
蒙
恩
理
。
昔
欒
郤
降
在

隸
、

而
春
秋
傳
其
人
。
幽
王
絕
功
臣
之
後
、
棄
賢
者
子
孫
、
而
詩
人
以
爲
刺
。
臣
備
忝
右
職
、
思
竭
股
肱
、
獻
納
愚
誠
。
若
合
聖
意
、
可
羣
官
通
議
。

 

　
　

  

八
坐
議
以
「
系
等
清
公
正
直
、
爲
姦
邪
所
疾
、
無
罪
橫
戮
、
冤
痛
已
甚
。
如
大
司
馬
所
啓
、
彰
明
枉
直
、
顯
宣
當
否
、
使
冤
魂
無
愧
無
恨
、
爲
恩
大

矣
。」
永
寧
二
年
、
追
贈
光
祿
大
夫
、
改
葬
、
加
弔
祭
焉
。

85
盈
篇
累
牘
：
文
字
が
多
い
こ
と
の
形
容
。
兪
樾
『
古
書
疑
義
舉
例
』
古
人
行
文
不
嫌
疏
略
例
に
「
必
一
一
載
之
簡
策
、
則
累
牘
而
不
能
盡
矣
。」
と
あ
り

『
隋
書
』
卷
六
六
、
李
諤
傳
に
「
連
篇
累
牘
、
不
出
月
露
之
形
。
積
案
盈
箱
、
唯
是
風
雲
之
狀
。」
と
あ
る

86　

徐
寧
事
蹟
附
於
桓
彝
之
末
、
而
於
彝
傳
復
錯
出
其
文
、
未
免
複
緟
：
こ
こ
に
い
う
徐
寧
の
事
蹟
は
、

 

『
晉
書
』
卷
七
四
、
桓
彝
傳
附
徐
寧
條

 

　
　

  

於
時
王
敦
擅
權
、
嫌
忌
士
望
、
彝
以
疾
去
職
。
嘗
過
輿
縣
、
縣
宰
徐
寧
、
字
安
期
、
通
朗
博
渉
、
彝
遇
之
、
欣
然
停
留
累
日
、
結
交
而
別
。
先
是
、

庾
亮
每
屬
彝
覓
一
佳
吏
部
、
及
至
都
、
謂
亮
曰
、「
爲
卿
得
一
吏
部
矣
」。
亮
問
所
在
、
彝
曰
「
人
所
應
有
而
不
必
有
、
人
所
應
無
而
不
必
無
。
徐
寧

眞
海
岱
清
士
」。
因
爲
敘
之
。
卽

吏
部
郞
、
竟
歷
顯
職
。（
…
中
略
…
）

 

　
　

  

徐
寧
者
、
東
海

人
也
。
少
知
名
、
爲
輿
縣
令
。
時
廷
尉
桓
彝
稱
有
人
倫
鑒
識
、
彝
嘗
去
職
、
至
廣
陵
尋
親
舊
、
還
遇
風
、
停
浦
中
、
累
日
憂
悒
、

因
上
岸
、
見
一
室
宇
、
有
似
廨
署
、
訪
之
、
云
是
輿
縣
。
彝
乃
造
之
。
寧
清
惠
博
渉
、
相
遇
欣
然
、
因
留
數
夕
。
彝
大
賞
之
、
結
交
而
別
。
至
都
、

謂
庾
亮
曰
：「
吾
爲
卿
得
一
佳
吏
部
郞
。」
語
在
彝
傳
。
卽

吏
部
郞
・
左
將
軍
・
江
州
刺
史
、
卒
官
。

87　

洪
氏
亮
吉
：
洪
亮
吉
（
一
七
四
六
―
一
八
〇
九
）、
江
蘇
陽
湖
の
人
。
字
は
君
直
、
穉
存
、
元
陽
、
夢
殊
な
ど
、
號
は
更
生
居
士
、
又

、
華
峰
な
ど
、

室
名
は
更
生
齋
、
墨
銘
軒
、
卷
葹
閣
な
ど
。
乾
隆
三
十
四
年
の
生
員
、
乾
隆
三
十
九
年
の
貢
生
、
乾
隆
四
十
五
年
の
舉
人
、
乾
隆
五
十
五
年
の
一
甲
二
名



吳士鑑「晉書 注序」譯註稿　赤羽奈津子・猪俣貴幸

191

進
士
を
歴
て
、
翰
林
院
編
修
、
順
天
郷
試
同
考
官
、
貴
州
學
政
、
咸
安
宮
總
裁
、
實
錄 

纂
修
官
、
教
習
庶
吉
士
を
歴
任
す
る
。
上
書
が
嘉
慶
帝
の
怒
り
に

触
れ
、
伊
犂
に
流
さ
れ
、
赦
さ
れ
た
後
は
著
作
に
專
念
す
る
。
傳
記
史
料
と
し
て
、『
清
史
稿
』
卷
三
五
六
、『
清
史
列
傳
』
卷
六
九
の
列
傳
お
よ
び
、
趙

懷
玉
「
奉
直
大
夫
翰
林
院
編
修
洪
君
亮
吉
墓
誌
銘
」、謝
階
樹
「
洪
稚
存
先
生
傳
」、惲
敬
「
前
翰
林
院
編
修
洪
君
事
述
」（
い
ず
れ
も
『
碑
傳
集
』
卷
五
一
）

が
あ
る
。

88　

宜
削
去
彝
傳
數
行
：
こ
の
句
の
原
文
は
洪
亮
吉
『
曉
讀
書
齋
初
錄
』
卷
下
に
み
え
る
。

 

　
　

  

晉
書
桓
彝
傳
後
附
徐
寧
一
傳
。
兩
傳
皆
云
、
彝
過
縣
與
寧
結
交
、
及
得
一
佳
吏
部
事
云
云
。
殊
屬
疊
牀
架
屋
。
愚
以
爲
、
此
事
當
載
寧
傳
、
彝
傳
前

數
行
削
去
可
也
。

89　

錢
氏
大
昕
：
錢
大
昕
（
一
七
二
八
―
一
八
〇
四
）
は
清
の
考
證
學
者
。
字
は
曉
徵
、
及
之
な
ど
。
號
は
辛
楣
、
竹
汀
居
士
な
ど
。
潛
硏
堂
、
得
自
怡
齋
、

十
駕
齋
な
ど
の
室
名
を
持
つ
。
嘉
定
の
人
。
傳
記
史
料
と
し
て
、『
清
史
稿
』
卷
四
八
一
、『
清
史
列
傳
』
卷
六
八
、
江
藩
「
錢
詹
事
大
昕
記
」（『
國
朝
耆

獻
類
徵
初
編
』
卷
一
二
八
）、
王
昶
「
詹
事
府
少
詹
事
錢
君
大
昕
墓
誌
銘
」（『
碑
傳
集
』
卷
四
九
卷
）
な
ど
が
あ
る
。

90　

芟
薙
：
兩
字
と
も
刈
り
取
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
削
除
す
る
こ
と
。

91　

芟
薙
附
傳
文
省
而
事
無
漏
：
こ
の
句
の
原
文
は
『
二
十
二
史
考
異
』
卷
二
二
・
晉
書
・
桓
彝
傳
條
に
み
え
る
。

 

　
　

  

嘗
過
輿
縣
、
縣
宰
東
海
徐
寧
。
傳
末
又
附
徐
寧
事
、
凡
百
二
十
事
、
與
此
略
同
。
若
於
此
文
「
竟
歷
顯
職
」
之
下
、
增
入
八
字
、
云
「
終
左
將
軍
江

州
刺
史
」、
而
後
條
則
盡
芟
之
、
則
文
省
而
事
亦
無
漏
矣
。

92　

本
紀
漢
運
垂
終
之
語
、
出
自
宣
王
〜
：『
晉
書
』・『
魏
略
』（『
三
國
志
』
裴
注
）
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。
た
だ
し
、『
魏
略
』
の
該
當
部
分
で
は
確
か

に
陳
羣
・
桓
階
の
發
言
と
さ
れ
る
が
「
諸
明
圖
緯
者
、
皆
言
」
と
し
て
「
漢
行
氣
盡
」
の
語
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

 

『
晉
書
』
卷
一
、
宣
帝
紀

 

　
　

  

魏
武
帝
曰
、「
此
兒
欲
踞
吾
著
爐
炭
上
邪
。」
答
曰
、「
漢
運
垂
終
、
殿
下
十
分
天
下
而
有
其
九
、
以
服
事
之
。
權
之
稱
臣
、
天
人
之
意
也
。
虞
・
夏
・

殷
・
周
不
以
謙
讓
者
、
畏
天
知
命
也
。」

 

『
三
國
志
』
卷
一
、
武
帝
紀
、
裴
注

 

　
　

  

魏
略
曰
、
孫
權
上
書
稱
臣
、
稱
說
天
命
。
王
以
權
書
示
外
曰
、「
是
兒
欲
踞
吾
著
爐
火
上
邪
。」
侍
中
陳
羣
・
尙
書
桓
階
奏
曰
、「
漢
自
安
帝
已
來
、
政
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去
公
室
、
國
統
數
絶
、
至
於
今
者
、
唯
有
名
號
、
尺
土
一
民
、
皆
非
漢
有
、
期
運
久
已
盡
、
曆
數
久
已
終
、
非
適
今
日
也
。
是
以
桓
靈
之
間
、
諸
明

圖
緯
者
、
皆
言
『
漢
行
氣
盡
、
黃
家
當
興
』。
殿
下
應
期
、
十
分
天
下
而
有
其
九
、
以
服
事
漢
、
羣
生
注
望
、
遐
邇
怨
歎
、
是
故
孫
權
在
遠
稱
臣
、
此

天
人
之
應
、
異
氣
齊
聲
。
臣
愚
以
爲
虞
夏
不
以
謙
辭
、
殷
周
不
吝
誅
放
、
畏
天
知
命
、
無
所
與
讓
也
。」

93　

智
囊
往
矣
之
語
、
本
諸
蔣
濟
〜
：
唐
修
『
晉
書
』・
干
寶
『
晉
書
』（『
三
國
志
』
裴
注
）
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。

 

『
晉
書
』
卷
一
、
髙
祖
宣
帝
紀

 

　
　

大
司
農
桓
範
出
赴
爽
、
蔣
濟
言
於
帝
曰
、「
智
囊
往
矣
。」
帝
曰
、「
爽
與
範
內
疏
而
智
不
及
、
駑
馬
戀
短
豆
、
必
不
能
用
也
。」

 

『
三
國
志
』
卷
九
、
曹
眞
傳
、
裴
注

 

　
　

干
寶
晉
書
曰
、
桓
範
出
赴
爽
、
宣
王
謂
蔣
濟
曰
、「
智
囊
往
矣
。」
濟
曰
、「
範
則
智
矣
、
駑
馬
戀
棧
豆
、
爽
必
不
能
用
也
。」

94　

咸
寧
詔
禁
於
前
、
義
煕
議
禁
於
後
：『
宋
書
』
卷
十
五
・
禮
志
に
「
晉
武
帝
咸
寧
四
年
、
又
詔
曰
、
此
石
獸
碑
表
、
旣
私
褒
美
、
興
長
虛
僞
、
傷
財
害

人
、
莫
大
於
此
。
一
禁
斷
之
。
其
犯
者
雖
會
赦
令
、
皆
當
毀
壞
。
至
元
帝
太
興
元
年
、
有
司
奏
、
故
驃
騎
府
主
簿
故
恩
營
葬
舊
君
顧
榮
、
求
立
碑
。
詔
特

聽
立
。
自
是
後
、
禁
又
漸
頹
。
大
臣
長
吏
、
人
皆
私
立
。
義
熙
中
、
尙
書
祠
部
郞
中
裴
松
之
又
議
禁
斷
、
於
是
至
今
」
と
あ
る
。

95　

金
石
錄
所
載
鄭
烈
彭
祈
以
下
二
十
餘
碑
：『
金
石
錄
』
は
宋
の
趙
明
誠
撰
。
三
十
卷
。
宣
和
（
一
一
一
九
〜
一
一
二
五
）
年
間
刊
。
歐
陽
脩
『
集
古
錄
』

に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
た
、秦
か
ら
五
代
に
至
る
金
文
・
石
刻
を
收
集
し
た
書
籍
。『
金
石
錄
』卷
二
に「
第
二
百
九
十
一 

晉
右
將
軍
鄭
烈
碑
」「
第
二
百
九
十
四 

晉
䕶
羌
校
尉
彭
祈
碑
」「
第
二
百
九
十
五 

晉
彭
祈
碑
陰
」
が
記
さ
れ
、
以
下
「
第
三
百
十
七 

晉
夜
郞
太
守
毋
稚
碑
」
ま
で
晉
の
碑
銘
が
並
ぶ
。

96　

文
館
詞
林
所
載
碑
銘
：『
文
館
詞
林
』
は
唐
の
許
敬
宗
撰
。
一
〇
〇
〇
卷
。
唐
代
以
前
の
詩
文
を
收
集
・
分
類
し
た
書
籍
。
顯
慶
三
（
六
五
八
）
年
上

呈
。
中
國
で
は
宋
代
に
散
逸
し
、日
本
の
髙
野
山
な
ど
に
鈔
本
が
傳
わ
る
。
後
、阿
部
隆
一
・
尾
崎
康
『
影
弘
仁
本
文
館
詞
林
』（
古
典
硏
究
會
、一
九
六
九
）

に
よ
っ
て
二
七
卷
餘
が
復
元
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
『
文
館
詞
林
』
に
收
錄
さ
れ
た
晉
の
碑
銘
を
指
す
。

97　

唐
人
僞
刻
周
孝
侯
碑
：「
周
孝
侯
碑
（
平
西
將
軍
周
府
君
碑
）」
は
、
吳
・
西
晉
の
武
將
で
あ
る
周
處
の
功
績
を
記
し
た
碑
銘
。
銘
文
に
よ
る
と
、
陸
機

の
撰
文
、
王
羲
之
の
書
と
さ
れ
、
元
和
六
年
（
八
一
一
）
に
重
修
さ
れ
て
い
る
。
實
際
は
西
晉
で
は
な
く
唐
代
に
建
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
本
文
で
言

う
「
僞
刻
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。

98　

解
系
：
こ
こ
で
比
較
對
象
と
し
て
解
系
が
登
場
す
る
の
は
、
周
處
が
司
馬

の
命
を
受
け
、
齊
萬
年
に
對
し
て
勝
ち
目
の
な
い
戰
い
を
挑
ん
だ
際
、
解
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系
が
盧
播
と
共
に
從
軍
し
て
い
た
た
め
か
。

 
『
晉
書
』
卷
六
十
、
解
系
傳

 

　
　

  
復
命
處
進
討
、
乃
與
振
威
將
軍
盧
播
・
雍
州
刺
史
解
系
攻
萬
年
於
六
陌
。
將
戰
、
處
軍
人
未
食
、

促
令
速
進
、
而
絕
其
後
繼
。
處
知
必
敗
、
賦

詩
曰
、
去
去
世
事
已
、
策
馬
觀
西
戎
。
藜

甘
粱
黍
、
期
之
克
令
終
。
言
畢
而
戰
、
自
旦
及
暮
、
斬
首
萬
計
。
弦
絕
矢
盡
、
播
・
系
不
救
。
左
右
勸

退
、
處
按
劍
曰
、
此
是
吾
效
節
授
命
之
日
、
何
退
之
爲
。
且
古
者
良
將
受
命
、
鑿
凶
門
以
出
、
蓋
有
進
無
退
也
。
今
諸
軍
負
信
、
勢
必
不
振
。
我
爲

大
臣
、
以
身
徇
國
、
不
亦
可
乎
。
遂
力
戰
而
沒
。

99　

幸
有
潘
岳
誄
文
、
錄
於
蕭
選
：『
文
選
』
卷
五
七
・
誄
下
・
潘
安
仁
・
馬

督
誄

序
・
李
善
注
に
「
臧
榮
緖
晉
書
曰
、

督
馬
敦
、
立
功
孤
城
、
爲
州

司
所
枉
、
死
於
囹
圄
。
岳
誄
之
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
晉
書
』
に
馬
敦
の
功
績
が
記
さ
れ
て
い
な
い
點
に
關
し
て
は
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
史
部
・
正

史
類
一
・
晉
書
一
百
三
十
卷
・
內
府
刊
本
に
「
卽
如
文
選
注
馬

督
誄
、
引
臧
榮
緖
・
王
隱
書
、
稱
馬

立
功
孤
城
、
死
於
非
罪
、
後
加
贈
祭
。
而
晉
書

不
爲
立
傳
、
亦
不
附
見
於
周
處
・
孟
觀
等
傳
」
と
あ
る
。

100　

李
雄
之
破

城
、

登
遇
害
：『
晉
書
』
卷
五
・
孝
懷
帝
紀
に
「（
永
嘉
五
年
春
正
月
）
乙
亥
、
李
雄
攻
陷

城
、
梓
潼
太
守

登
遇
害
」
と
あ
る
。

101　

常

國
志
、
言
之

詳
：『
華
陽
國
志
』
の
記
載
は
以
下
の
通
り
。

 

『
華
陽
國
志
』
卷
十
一 

登
傳

 

　
　

  

登
、
字
愼
明
、
巴
西
西
充
國
人
、

周
孫
也
。（
…
中
略
…
）
會
羅
羕
殺
雄
太
尉
李
離
、
舉
梓
潼
來
降
、
登
逕
進

城
。
雄
自
攻
登
、
爲
登
所
破
。

而
尙
將
張
羅
進
屯
犍
爲
之
合
水
、
文
碩
殺
雄
太
宰
李
國
、
以
巴
西
降
。
羅
遣
軍
掠
廣
漢
、
破
雄
叔
父
驤
、
虜
其
妻
子
、
募
人
斫
雄
頭
、
賊
以
向
困
。

而
尙
本
參
佐
恨
登
之
見
矜
侮
、
不
供
其
軍
食
。
益
州
刺
史
皮
素
至
巴
東
、
敕
平
西
送
故
遣
將
張
順
・
楊
顯
救
登
。
至

江
、
素
遇
害
、
順
・
顯
還
。

雄
知
登
乏
食
、
遣
驤
致
攻
。
兵
窮
士
餓
、
誓
死
不
退
。
衆
亦
餓
死
而
無
去
者
。
永
嘉
三
年
、
爲
驤
所
生
得
、
輿
登
致
雄
。
言
辭
慷
慨
、
涕
泣
歔
欷
、

無
服
降
臣
折
情
、
雄
乃
殺
之
。
囚
其
軍
士
、
皆
以
爲
奴
虜
、

兵
士
。
而
連
陰
雨
百
餘
日
、
雄
中
以
登
爲
枉
、
而
所
領
無
辜
、
怒
氣
感
天
。
下
赦
、

出
登
軍
士
湮
沒
者
。

102　

竟
不
得
與
麴
允
厠
名
忠
義
：『
晉
書
』
卷
八
九
・
忠
義
・
麴
允
傳
に
「（
愍
）
帝
至
平
陽
、
爲
劉
聰
所
幽
辱
。
允
伏
地
號
哭
不
能
起
。
聰
大
怒
、
幽
之
於

獄
、
允
發
憤
自
殺
。
聰
嘉
其
忠
烈
、
贈
車
騎
將
軍
、
諡
節
愍
侯
」
と
あ
る
。
許
肅
は
麴
允
同
樣
に
愍
帝
に
忠
義
を
盡
く
し
た
に
も
關
わ
ら
ず
、『
晉
書
』
忠
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義
傳
に
名
を
連
ね
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
。

103　

別
傳
：『
太
平
御
覽
』
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

 
『
太
平
御
覽
』
卷
四
一
八
、
忠
貞

 

　
　

  
許
肅
別
傳
曰
、
肅
爲
愍
帝
侍
中
。
左
衞
將
軍
趜
武
將
與
肅
齊
心
拒
守
、
而
外
救
已
退
。
城
遂
陷
沒
、
幽
逼
愍
帝
、
送
于
平
陽
。
肅
復
冒
難
、
侍
帝
左

右
。
劉
載
乃
以
帝
爲
歸
漢
王
。
頃
之
、
陰
行
鴆
毒
、
帝
因
食
心
悶
。
欲
見
許
侍
中
、
肅
馳
詣
賊
、
相
見
、
帝
已
不
復
能
語
。
肅
曰
、「
不
審
陛
下
尙
識

臣
不
。」
帝
猶
能
執
肅
手
流
涕
。
肅
歔
欷
登
牀
、
帝
遂
殂
於
扶
抱
之
中
。
晝
夜
號
泣
、
哀
感
異
類
。
載
外
欲
明
已
不
害
、
乃
僞
責
諸
臣
、
欲
盡
誅
之
。

羣
臣
迸
竄
、
唯
肅
獨
曰
、「
備
位
故
臣
、
願
乞
得
殯

、
然
後
就
戮
。」
載
特
聽
許
。
事
訖
詣
載
曰
、「
國
亂
不
能
匡
、
君
亡
不
能
死
。
舉
目
莫
非
愧

恥
。
將
何
顏
以
存
。
所
以
忍
辱
。
正
以
山
陵
未
畢
故
耳
。
微
情
已
敘
、
甘
就
刑
戮
。」
賊
共
義
之
曰
、「
此
晉
之
忠
臣
、
宜
加
甄
賞
。」
載
遂
從
議
、
故

得
全
免
。

104　

石

殉
節
樂
陵
、
見
於
懷
紀
：『
晉
書
』
卷
五
・
孝
懷
帝
紀
・
永
嘉
元
（
三
〇
七
）
年
夏
五
月
に
「
又
殺
前
幽
州
刺
史
石

於
樂
陵
、
入
掠
平
原
、
山
陽

公
劉
秋
遇
害
」
と
あ
る
。

105　

史
臣
不
知
爲
石
鑒
之
子
〜
：「
西
晉
石
尠
墓
誌
」
は
、
永
嘉
二
（
三
〇
八
）
年
七
月
十
九
日
に
立
碑
さ
れ
、
中
華
民
國
八
（
一
九
一
九
）
年
に
河
南
省
洛

陽
市
馬
汶
坡
村
で
發
見
さ
れ
た
。
そ
の
碑
陰
に
「
侍
中
太
尉
昌
安
元
公
第
二
子
也
。（
…
中
略
…
）
永
嘉
元
年
、逆
賊
汲
桑
破

都
之
後
、遂
肆
其
凶
暴
束

北
。
其
年
九
月
五
日
、
奄
見
攻
圍
。
尠
親
率
邑
族
、
臨
危
守
節
、
義
舊
不
回
、
衆
寡
不
敵
。
七
日
、
城
陷
、
薨
。
年
六
十
二
。
天
子
嗟
悼
、
遣
使
者
孔
汰
・

邢
霸
護
喪
。
二
年
七
月
十
九
日

葬
于
皇
考
墓
側
神
道
之
右
。
大
子
定
・
小
子
邁
、
致
命
所
在
」
と
あ
る
。
ま
た
同
時
に
發
見
さ
れ
た
「
西
晉
石
定
墓
誌
」

（
永
嘉
二
年
七
月
十
九
日
立
碑
）
に
は
「
永
嘉
元
年
、
逆
賊
汲
桑
破

都
之
後
、
遂
肆
凶
暴
、
鼓
行
束
北
。
其
年
九
月
五
日
攻
圍
侯
。
侯
親
率
邑
族
、
臨
危

奮
討
、
衆
寡
不
敵
。
七
日
、
城
陷
、
侯
薨
。
定
與
弟
邁
致
命
左
右
。
年
廿
八
、
才
志
不
遂
」
と
あ
り
、
石
尠
と
息
子
の
石
定
・
石
邁
兄
弟
が
共
に
亡
く
な
っ

た
こ
と
を
記
す
。

106　

卞
壼
父
子
、
一
門
忠
孝
：
東
晉
に
仕
え
た
卞
壼
は
、
蘇
峻
の
亂
の
際
に
何
度
も
反
亂
軍
を
迎
擊
し
た
が
、
子
の
卞
眕
・
卞

と
と
も
に
戰
死
し
た
。
亂

が
平
定
さ
れ
た
後
に
侍
中
・
驃
騎
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
を
追
贈
さ
れ
、
忠
貞
と
諡
さ
れ
た
。『
晉
書
』
卷
七
十
・
卞
壼
傳
の
末
尾
に
は
「
眕
母
裴
氏
撫
二

子
尸
哭
曰
、
父
爲
忠
臣
、
汝
爲
孝
子
、
夫
何
恨
乎
。
徵
士
翟
湯
聞
之
歎
曰
、
父
死
於
君
、
子
死
於
父
、
忠
孝
之
道
、
萃
于
一
門
」
と
あ
り
、
一
門
の
忠
孝
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が
稱
え
ら
れ
て
い
る
。

107　

惠
帝
改
元
永
平
。
不
三
月
、
又
改
元
康
〜
：『
晉
書
』
卷
四
・
孝
惠
帝
本
紀
に
は
「（
永
平
元
年
・
二
九
一
）
三
月
辛
卯
、
誅
太
傅
楊
駿
、
駿
弟
衞
將
軍

、
太
子
太
保
濟
、
中
護
軍
張
劭
、
散
騎
常
侍
段
廣
・
楊
邈
、
左
將
軍
劉
預
、
河
南
尹
李
斌
、
中
書
令
蔣
俊
、
東
夷
校
尉
文
淑
、
尙
書
武
茂
、
皆
夷
三
族
。

壬
辰
、
大
赦
改
元
」
と
あ
り
、
楊
駿
ら
を
誅
殺
し
た
後
、「
大
赦
改
元
」
し
た
と
記
し
な
が
ら
、
こ
の
後
、
本
紀
に
は
改
元
に
關
す
る
記
述
が
な
く
、
あ
た

か
も
「
永
平
」
が
九
年
ま
で
續
い
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば
、『
晉
書
』
卷
四
・
孝
惠
帝
本
紀
の
「（
永
平
七
年
秋
七
月
）
丁
丑
、
司
徒
・

京
陵
公
王
渾
薨
」
と
い
う
記
事
は
、『
晉
書
』
卷
四
十
二
・
王
渾
傳
に
「
元
康
七
（
二
九
七
）
年
薨
、
時
年
七
十
五
、
諡
曰
元
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
平

元
年
三
月
の
「
大
赦
改
元
」
に
よ
っ
て
「
元
康
」
に
改
元
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。『
晉
書
』
本
紀
以
外
の
諸
志
・
諸
傳
に
は
「
惠
帝
元
康
○
○
年
」
と

い
う
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
紀
が
改
元
記
事
を
書
き
漏
ら
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
點
に
關
し
て
は
、『
廿
二
史
考
異
』
卷
十
八
・
晉
書

一
・
永
平
元
年
春
正
月
乙
酉
朔
に
お
い
て
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
更
に
中
華
書
局
標
點
本
の
校
勘
に
お
い
て
も
「（
永
平
元
年
）
是
年
三
月
又
改
元
「
元
康
」、

依
例
應
作
「
元
康
元
年
」。
此
仍
作
「
永
平
」、則
三
月
改
元
後
應
出
「
元
康
」
年
號
、使
讀
者
明
白
自
此
以
下
至
九
年
皆
「
元
康
之
年
」。
紀
文
此
處
旣
用

「
永
平
」、
下
文
又
不
出
「
元
康
」、
似
自
此
至
九
年
皆
屬
「
永
平
」
矣
。
此
爲
史
例
之
失
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

108　

安
帝
改
元
元
興
、
是
年
復
改
隆
安
〜
：『
資
治
通
鑑
』
卷
一
一
二
・
晉
紀
三
四
・
安
皇
帝
・
元
興
元
年
（
四
〇
二
）
三
月
に
「
壬
申
、
復
隆
安
年
號
」
と

あ
る
。
そ
の
翌
年
、
桓
玄
は
安
帝
を
廢
し
て
「
大
亨
」
に
改
元
し
、
更
に
翌
年
に
自
ら
帝
位
に
就
く
と
「
永
始
（
建
始
）」
に
改
元
し
た
。『
晉
書
』
卷

九
九
・
桓
玄
傳
に
は
「
元
興
三
年
、
玄
之
永
始
二
年
也
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
永
始
二
年
三
月
に
劉
裕
が
桓
玄
を
破
っ
て
安
帝
を
復
位
さ
せ
る
と
、
再
び

「
元
興
」
年
號
に
戾
し
た
。
例
え
ば
、『
晉
書
』
卷
十
九
・
禮
上
・
吉
禮
に
は
「
安
帝
元
興
三
年
、
劉
裕
討
桓
玄
、
走
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。（
隆
安
）
↓

元
興
↓
隆
安
↓
大
亨
↓
元
興
と
い
う
改
元
の
中
で
、「
元
興
↓
隆
安
↓
大
亨
」
は
桓
玄
の
專
橫
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、『
晉
書
』

本
紀
に
は
正
式
な
改
元
と
し
て
記
錄
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

109　

御
覽
所
引
臧
書
：『
太
平
御
覽
』
卷
一
三
八
・
梁
皇
后
に
「
臧
氏
晉
書
曰
、
梁
皇
后
、
諱
蘭
璧
、
安
定
人
也
。
祖
鴻
季
、
儀
同
三
司
。
父
芬
、
司
徒
。
后

初
爲
豫
章
王
妃
、
懷
帝
卽
位
、
爲
皇
后
。
永
嘉
中
、
沒
胡
賊
」
と
あ
る
。

110　

太
康
三
年
地
記
：『
宋
書
』
州
郡
志
な
ど
に
引
用
さ
れ
る
『
晉
太
康
三
年
地
志
』（『
晉
太
康
地
記
』・『
晉
太
康
地
志
』）
を
指
す
。
逸
文
を
拾
い
集
め
て
、

清
の
畢
沅
が
『
太
康
三
年
地
記
』（
乾
隆
四
九
（
一
七
八
四
）
年
刊
）
を
編
纂
し
て
い
る
。
序
文
に
「
所
校
太
康
志
・
地
道
志
二
卷
刊
成
」
と
あ
る
こ
と
か
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ら
、
畢
沅
『
太
康
三
年
地
記
』
は
『
晉
太
康
三
年
地
志
』
及
び
王
隱
『
晉
書
』
地
道
志
を
校
勘
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

111　

自
黃
氏
遵
憲
、
撰
爲
國
志
：
黃
遵
憲
（
一
八
四
八

－

一
九
〇
五
）
は
清
末
の
外
交
官
。
日
本
公
使 

何
如
璋
の
參
贊
と
し
て
四
年
間
、
日
本
に
滯
在
し
、

そ
の
際
の
知
見
や
日
本
の
友
人
逹
か
ら
收
集
し
た
資
料
を
基
に
、
一
八
八
七
年
に
『
日
本
國
志
』
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
初
め
て
中
國
に
明

治
維
新
を
經
た
日
本
の
情
況
が
系
統
的
に
傳
え
ら
れ
、
戊
戌
變
法
に
大
き
な
影
響
を
與
え
た
。

112　

重
罪
族
滅
之
說
：『
晉
書
』
卷
九
七
・
四
夷
・
東
夷
・
倭
人
傳
に
「
無
爭
訟
、
犯
輕
罪
者
沒
其
妻
孥
、
重
者
族
滅
其
家
」
と
あ
る
。

113　

敦
煌
石
室
・
流
沙
竹
簡
・
遺
文
故
籍
類
、
皆
魏
晉
之
典
章
、
瓜
沙
之
地
記
：
吳
士
鑑
が
『
晉
書
斠
注
』
を
編
纂
し
た
、
十
九
世
紀
末
〜
二
十
世
紀
初
め

に
中
央
ア
ジ
ア
で
發
見
さ
れ
た
新
出
史
資
料
を
指
す
。
一
九
〇
〇
年
、王
圓
籙
が
敦
煌
莫
髙
窟

經
洞
に
お
い
て
、所
謂
敦
煌
文
獻
を
發
見
し
た
。
ま
た
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ウ
ェ
ン
・
ヘ
デ
ィ
ン
、
ロ
シ
ア
の
コ
ズ
ロ
フ
、
ク
レ
メ
ン
ツ
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
、
フ
ラ
ン

ス
の
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
、
ド
イ
ツ
の
ル
・
コ
ッ
ク
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
グ
リ
ュ
ン
ヴ
ェ
ー
デ
ル
、
日
本
の
大
谷
探
檢
隊
な
ど
が
中
央
ア
ジ
ア
探
檢
を
行
い
、

樣
々
な
史
資
料
を
母
國
へ
持
ち
歸
っ
た
。
そ
の
內
容
は
、
中
國
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
や
諸
々
の
中
央
ア
ジ
ア
の
言
語
で
記
さ
れ
た
經

典
・
冩
本
・
文
書
等
で
、
中
國
唐
代
以
前
の
史
資
料
を
多
く
含
む
。

114　

郛
休
碑
陰
：「
郛
休
碑
」
は
泰
始
六
（
二
七
〇
）
年
に
立
碑
さ
れ
、
清
の
道
光
十
九
（
一
八
三
九
）
年
に
山
東
省
掖
縣
泊
上
村
で
發
見
さ
れ
た
。
と
り
わ

け
碑
陰
の
狀
態
は
良
好
で
、
郛
休
の
み
な
ら
ず
多
く
の
人
名
・
官
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

115　

荀
岳
・
鄭
舒
墓
碣
：「
荀
岳
墓
誌
」
は
、
元
康
五
（
二
九
五
）
年
十
月
二
十
二
日
に
立
碑
さ
れ
、
中
華
民
國
六
（
一
九
一
七
）
年
に
河
南
省
偃
師
縣
汶
莊

郷
で
發
見
さ
れ
た
。「
鄭
舒
墓
碣
」
は
「
大
司
農
鄭
舒
夫
人
劉
氏
墓
誌
」（
中
華
民
國
八
（
一
九
一
九
）
年
、河
南
省
偃
師
縣
西
南

頭
村
寨
壕
內
で
發
見
）

を
指
す
か
。
い
ず
れ
も
『
晉
書
斠
注
』
完
成
に
ほ
ど
近
い
時
期
に
發
見
さ
れ
て
い
る
。

116　

錄
異
之
傳
、
冥
祥
之
記
、
與
劉
氏
世
說
：『
錄
異
傳
』・
王
琰
『
冥
祥
記
』
は
六
朝
時
代
の
志
怪
小
說
集
。
劉
義
慶
『
世
說
新
語
』
は
漢
末
か
ら
東
晉
ま

で
の
名
士
の
逸
話
集
。
と
り
わ
け
『
世
說
新
語
』
は
、
斠
注
に
お
い
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

117　

屈
孑
：
五
胡
十
六
國
時
代
、
夏
の
赫
連
勃
勃
の
こ
と
。『
魏
書
』
卷
九
五
・
鐵
弗
劉
虎
傳
に
「
屈
孑
、
本
名
勃
勃
、
太
宗
改
其
名
曰
屈
孑
。
屈
孑
者
、
卑

下
也
」
と
あ
り
、『
魏
書
』
で
は 

赫
連
勃
勃
を
赫
連
屈
孑
と
記
載
し
て
い
る
。

118　

道
光
季
年
、
邑
令
踰
懷
遠
、
而
西
求
其
遺
址
：
道
光
二
十
五
（
一
八
四
五
）
年
、
地
理
学
者
で
も
あ
る
榆
林
知
府
の
徐
松
の
命
を
受
け
て
、
榆
林
府
懷
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遠
縣
（
橫
山
縣
）
の
知
縣
で
あ
っ
た
何
丙
勛
が
統
萬
城
遺
址
の
調
査
に
向
か
い
そ
の
位
置
を
特
定
し
、
調
査
報
告
書
と
し
て
『
復
榆
林
徐
太
守
松
查
夏
統

萬
城
故
址
稟
』
を
提
出
し
て
い
る
。

119　

白
土
之
城
地
：
五
胡
十
六
國
時
代
に
夏
の
赫
連
勃
勃
が
本
據
地
と
し
た
統
萬
城
の
こ
と
。『
晉
書
』
卷
一
三
〇
・
赫
連
勃
勃
載
記
に
は
「
以
叱
干
阿
利
領

將
作
大
匠
、
發
嶺
北
夷
夏
十
萬
人
、
于
朔
方
水
北
、
黑
水
之
南
營
起
都
城
。
勃
勃
自
言
、
朕
方
統
一
天
下
、
君
臨
萬
邦
、
可
以
統
萬
爲
名
」
と
あ
る
。
な

お
統
萬
城
遺
址
は
、現
在
の
中
國
河
北
省
張
家
口
市
白
城
子
村
に
あ
る
。
石
灰
を
使
用
し
て
建
築
さ
れ
た
た
め
城
壁
は
白
っ
ぽ
く
、「
白
城
子
」
と
も
呼
ば

れ
る
。
三
崎
良
章
『
五
胡
十
六
國
』（
新
訂
版
、
東
方
書
店
、
二
〇
一
二
年
。
一
一
七

－

一
一
八
頁
）
參
照
。

120　

癸
辛
：
夏
の
桀
王
（
履
癸
）
と
殷
の
紂
王
（
帝
辛
）
の
こ
と
。「
夏
癸
殷
辛
」
は
暴
君
の
例
え
と
し
て
知
ら
れ
る
。

121　

仁
而
不
殺
、
觀
其
治
典
、
未
爲
凶
暴
：『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
記
載
は
以
下
の
通
り
。

 

『
洛
陽
伽
藍
記
』
卷
二
、
城
東
、
建
陽
里
、
靈
應
寺

 

　
　

  

時
有
隱
士
趙
逸
云
、「
是
晉
武
時
人
、
晉
朝
舊
事
、
多
所
記
錄
。」（
…
中
略
…
）
又
云
、「
自
永
嘉
以
來
、
二
百
餘
年
、
建
國
稱
王
者
十
有
六
君
、
皆

遊
其
都
邑
、
其
事
。
國
滅
之
後
、
觀
其
史
書
、
皆
非
實
錄
。
莫
不
推
過
於
人
、
引
善
自
向
。
苻
生
雖
好
勇
嗜
酒
、
亦
仁
而
不

。
觀
其
治
典
、
未
爲

凶
暴
、
及
詳
其
史
、
天
下
之
惡
皆
歸
焉
。
苻
堅
自
是
賢
主
、
賊
君
取
位
、
妄
書
生
惡
。
凡
諸
史
官
、
皆
是
類
也
。
人
皆
貴
遠
賤
近
、
以
爲
信
然
。
當

今
之
人
、
亦
生
愚
死
智
、
惑
已
甚
矣
。」

122　

王
睢
陵
之
孝
水
：
王
祥
（
睢
陵
公
）
が
繼
母 

朱
氏
が
生
き
た
魚
を
食
べ
た
が
っ
た
時
、
ち
ょ
う
ど
寒
く
て
川
が
凍
っ
て
い
た
が
衣
服
を
脫
い
で
氷
を

割
っ
て
魚
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
氷
が
自
然
に
溶
け
て
二
匹
の
鯉
が
跳
ね
出
て
き
た
の
で
そ
れ
を
持
ち
歸
っ
た
。
孝
水
と
は
こ
の
川
の
こ
と

を
い
う
。

 

『
晉
書
』
卷
三
三
、
王
祥
傳

 

　
　

  

王
祥
字
休
徵
、
琅
邪
臨
沂
人
、
漢
諫
議
大
夫
吉
之
後
也
。（
…
中
略
…
）
母
常
欲
生
魚
時
、
天
寒
冰
凍
、
祥
解
衣
將
剖
冰
求
之
。
冰
忽
自
解
、
雙
鯉
躍

出
、
持
之
而
歸
。

123　

樂
史
・
王
象
之
、
均
蹈
此
失
、
魏
王
泰
・
李
吉
甫
、
無
是
也
：
具
體
的
に
は
、
樂
史
『
太
平
寰
宇
記
』（
北
宋
・
十
世
紀
後
半
、
二
〇
〇
卷
・
目
錄
二

卷
）・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』（
南
宋
・
寳
慶
三
（
一
二
二
七
）
年
、
二
〇
〇
卷
）・
李
泰
『
括
地
志
』（
唐
・
貞
觀
十
六
（
六
四
二
）
年
、
五
五
〇
卷
・
序
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略
五
卷
）・
李
吉
甫
『
元
和
郡
縣
圖
志
』（
唐
・
元
和
八
（
八
一
三
）
年
、
四
十
卷
・
目
錄
二
卷
）
の
記
述
內
容
を
指
す
。
本
文
に
言
う
『
晉
書
』
王
祥
傳

の
孝
水
の
位
置
に
對
し
て
、
吳
士
鑑
は
以
下
の
よ
う
に
諸
々
の
地
理
書
に
お
け
る
記
述
の
重
複
や
誤
り
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
『
晉
書
斠
注
』
卷
三
三
、
王
祥
、
斠
注
三

 

　
　

  （
…
前
略
…
）
寰
宇
記
九
十
二
曰
、「
孝
感
瀆
去
常
州
八
十
五
里
。
王
祥
臨
沂
人
、
事
後
母
寓
居
武
進
尙
義
。
郷
母
疾
思
魚
。
祥
解
衣
將
割
冰
求
之
、

忽
雙
鯉
躍
出
、
卽
之
瀆
也
。」
又
一
百
二
十
五
曰
、「
王
祥
池
在
望
江
縣
西
南
二
十
里
、
卽
臥
冰
取
魚
處
也
。」
讀
史
方
輿
紀
要
四
十
八
曰
、「
孝
水
在

河
南
府
西
二
十
里
、
出
谷
口
山
本
名
谷
水
。
王
祥
臥
冰
于
此
因
改
爲
孝
水
。」
案
、
下
文
有
避
地
廬
江
語
、
去
武
進
尙
遠
恐
寓
居
之
說
、
不
足
深
信
。

卽
河
南
之
孝
水
、
亦
出
附
會
地
志
。
譌
謬
往
往
如
是
。
望
江
與
廬
江
稍
近
、
然
本
傳
避
兵
廬
江
尙
在
此
事
之
後
、
恐
亦
出
依
託
。
輿
地
紀
勝
亦
以
爲

在
撫
州
、
尤
不
足
信
。

124　

乙
部
：
史
部
の
こ
と
。『
大
唐
六
典
』
卷
十
・
秘
書
省
に
「
乙
部
爲
史
、
其
類
一
十
有
三
」
と
あ
る
。

125　

唐
人
諍
友
：
諍
友
は
互
い
に
諫
め
合
え
る
友
人
を
言
う
。
唐
修
『
晉
書
』
の
撰
者
で
あ
る
房
玄
齡
等
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

126　

彭
文
勤
尙
書
與
劉
金
門
侍
郞
合
注
五
代
史
記
：
彭
元
瑞
・
劉
鳳
誥
『
五
代
史
記
註
』（
道
光
八
（
一
八
二
八
）
年
刊
、
七
四
卷
）
を
指
す
。

附
記

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
八
月
八
日
に
實
施
し
た
晉
書
輪
讀
會
夏
合
宿
（
於
：
髙
野
山
櫻
池
院
）
に
お
い
て
會
讀
し
た
も
の
を
赤
羽
・
猪
俣
が
譯
註
稿
に
ま

と
め
た
も
の
で
す
。
當
日
の
參
加
者
―
赤
羽
奈
津
子
・
磯
部
淳
史
・
猪
俣
貴
幸
・
岩
田
森
・
織
田
め
ぐ
み
・
川
口
長
・
川
見
健
人
・
田
川
陽
平
・
六
反
田
健
生

（
敬
稱
略
五
十
音
順
）
―
か
ら
多
く
の
ご
指
摘
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
識
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。赤

羽
奈
津
子
（
龍
谷
大
學
非
常
勤
講
師
）

猪
俣
貴
幸
（
本
學
東
洋
史
學
專
修
博
士
課
程
後
期
課
程
）


